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要旨
本研究は、障害者支援施設・事業所等の短期入所事業（ショートステイ）の現状と課題について明らか

にし、今後自治体が整備を行う地域生活支援拠点等事業を含めた短期入所受け入れ体制の検討を行うこと
を目的とした。A県内のすべての指定障害福祉サービス短期入所事業所に対して質問紙調査を実施した。
質問紙調査の結果では、定員が満員、職員の不足、医療的ケアを必要とする利用者、強度行動障害のある
利用者だった等の事由によって対応が困難となる傾向があった。また、先行している短期入所事業所への
インタビュー調査では、受け入れ体制や環境、職員不足等の問題について、単独型のメリットを活かすこ
とにより、質の高いサービスを提供につながることが明らかになった。今後に向けた課題としては、短期
入所事業所における持続可能な経営への対応、安定した利用者受け入れ体制の確保、配慮を要する利用者
への対応の必要性が示唆された。
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１．はじめに
障害者を対象とした短期入所（ショートステイ）

事業の起源は1976年の次官通知（旧厚生省）によ
り「在宅重度心身障害児（者）緊急保護事業」と
いわれている。1980年には「心身障害児（者）施
設地域療育事業」の中に在宅重度心身障害児（者）
緊急保護事業が設置された。これは在宅の重度心
身障害児（者）、重度精神薄弱児（者）、重度身体
障害児を対象としており、療育手帳の交付を受け
る者と同程度の障害を有する者とされている（18
歳以上の身体障害者は除外）。1989年からは介護
者の疲れ、冠婚葬祭、旅行等私的事由でも利用可
能となった。2000年には日帰り短期入所が導入さ
れ、2001年には措置制度から契約制度に移行した
こともあり、自宅近くの通所施設でも利用が可能
になった。2006年に障害者自立支援法が施行され
てから日帰り短期入所は日中一時支援事業となり、
単独型、併設型、空床利用型の3つの事業形態に
なった。単独型は、①生活介護、就労継続支援B
型等の通所サービス事業所に併設して行う形態、
②施設サービスの無い形態（一軒家を利用した形
態）を指し、併設型は、施設入所支援、グループ
ホーム・ケアホーム等の夜間のサービスと一体的
な運営を行う形態を指す。また、空床利用型は、
施設入所支援、グループホーム・ケアホーム等の
夜間のサービスで、全部または一部の入所者に利

用されていない居室を利用した運営を行う形態を
指している。2018年には、地域の実情に合わせた
サービスの展開を期待するサービスとして、高齢
者や障害児（者）が共に利用できる「共生型サー
ビス」が導入された。共生型サービスは、介護保
険サービス事業所として、「短期入所生活介護」

「介護予防短期入所生活介護」を行っている場合、
障害者（児）を対象とした「短期入所」に相当す
るサービスを提供することができるものである。 
同様に、「短期入所」を行う障害福祉サービス事
業所では、要介護・要支援高齢者に対し「短期入
所生活介護」「介護予防短期入所生活介護」に相
当するサービスを提供することが可能になる。

富山県（2018）10）によると12.7％が短期入所を
利用したことがあり、特に、知的障害の割合が
19.3％と最も高い。利用できなかった理由につい
て、 サービスを提供できる施設はなかったが
20.8％、日程が合わず利用できなかったが25％と、
ニーズがあるが利用できていない状況にあった。

短期入所事業の改善点の項目では、利用手続き
の簡素化、迅速化、利用者負担の減額、身近な施
設・事業所の増で68.5％を占め、とりわけ知的障
害では利用手続きの簡素化、 迅速化が34％、身近
な施設・事業所の増に関するニーズが32.4％と他
の障害に対して高くなっている。

短期入所事業所の現状として利用ニーズへの対
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応のための事前アセスメント、契約、日程調整に
かなりの時間が必要になり、特に医療的ケア、強
度行動障害等の利用者から強いニーズがあっても
事業所側が受け入れ困難と判断すること（特に緊
急対応）が必要な場合の対応が困難と指摘してい
る（皿山・志賀・村岡，2016）9）。特に、強度行動
障害への支援には、高い専門性が要求されるため、
障害者支援施設においても具体的な支援方法を模
索している。例えば、飯田・戸島・福富・園山

（2005）1）は、障害者支援施設において他傷を示
す中度の知的障害者の支援を試みている。倉光・
園山・近藤（2005）2）は、障害者支援施設におけ
る日課活動に参加することが難しいダウン症者の
支援を試みている。黒木・納富（2005）3）は、障
害者支援施設において服濡らしや放尿行動を示す
重度の知的障害者の支援を試みている。近藤・園
山（2004）4）は、障害者支援施設において自傷行
動を示す知的障害を伴う自閉症スペクトラム障害
者の支援を試みている。村本・園山（2008）5）

は、障害者視線施設において噛みつき・他者を叩
く・唾吐き・破壊行動を示す知的障害を伴う自閉
症スペクトラム障害者の支援を試みている。村田

（2017）6）は障害者支援施設において自分の衣服
を破る行動を示す知的障害を伴う自閉症スペクト
ラム障害者の支援を試みている。 村田・ 村中

（2011）7）は、障害者支援施設において他傷行動
を示す重度の知的障害者の支援を試みている。小
笠・唐岩・近藤・櫻井（2004）8）は、障害者支援
施設において、儀式的行動のために移動に問題を
抱える知的障害を伴う自閉症スペクトラム障害者
の支援を試みている。いずれの先行研究も強度行
動障害者への支援を専門的に学んだ支援者による
実践であり、強度行動障害者への支援の難しさを
感じることができる。こうした強度行動障害者へ
の支援の難しさは、短期入所事業においても障害
者支援施設と同様の課題と考えられる。

本研究の意義は主に2つ挙げられる。第1に、
障害分野における短期入所事業所の充実を目指し
た先行研究がほとんど見当たらない現状において、
障害者の地域生活を維持するために必要な短期入
所事業所のあり方を具体的に示していこうとして
いる点である。第2に、富山県（2018）11）のよう
な先行研究が、障害のある利用者を対象とした質
問紙調査から短期入所事業所の課題を明らかにし
ようとしているのに対して、本研究では短期入所
事業所を対象とした質問紙調査から、短期入所事
業所の課題を明らかにしようとしている点である。

本研究では、A県内の障害者支援施設・事業所

の短期入所事業の現状と利用者受け入れ体制の課
題について明らかにし、今後自治体が整備を行う
地域生活支援拠点等事業を含めた短期入所受け入
れ体制の検討を行うものとする。

２．方法
２．１　質問紙調査
（１）対象・実施時期・方法

A 県厚生部障害福祉課の「障害福祉サービス事
業所等情報（2019年8月1日）」に掲載されていた
指定障害福祉サービス短期入所事業所である76事
業所すべてを対象とした。実施時期は2019 年 8 
月 23 日から 9 月 27 日までとし、郵送法による
質問紙調査を実施した。
（２）調査項目及び分析方法

質問紙調査票を表1に示した。調査項目は、富
山県(2018)11)の調査項目を参考に作成した。筆者
が作成した調査項目に対しては、短期入所事業所
に関わる職員2名から意見をもらい、調査項目の
修正を行った。

主な調査項目は、①回答者の職名、②設置主体、
③1日の定員、④受け入れている主な障害、⑤利
用登録をしている人数、⑥送迎の有無、⑦受け入
れ拒否の理由、⑧受け入れ拒否の場合の対応、⑨
これまで以上に利用希望者を受け入れていくため
に必要と思われることであった。

分析方法は、原則として質問紙の調査項目ごと
に単純集計によって分析した。

２．２　インタビュー調査
（１）対象・実施時期・方法

先に実施した短期入所事業所への質問紙調査の
結果を踏まえて、先進的な取り組みを行っている
他県の単独型短期入所事業所にインタビュー調査
を行った。インタビュー調査は、2019年12月に
事業所内で実施した。インタビュー調査の対象と
なった単独型短期入所事業所数は1事業所であっ
た。対象となった単独型短期入所事業所は、短期
入所事業のみで経営を安定させているだけではな
く、強度行動障害者を積極的に受けれているなど
の点で先進的な取り組みをしているため、インタ
ビュー対象とした。

調査目的に従って施設・事業所に行った質問と
同じインタビューガイドを用いた半構造化面接を
行った。インタビューの内容は、対象者の了解を
得てICレコーダーに録音して分析素材とした。イ
ンタビューの質問項目のうち、①利用を断った理
由、②断った後の対応、③これまで以上に利用希
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表1　質問紙調査票
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望者を受け入れていくために必要と思われること
や課題、展望等について内容を整理し、短期入所
事業所の実施状況を分析した。
（２）調査項目及び分析方法

インタビュー調査結果を素材に半構造化面接を
行った。質問紙調査で実施した調査項目（①回答
者の職名、②設置主体、③1日の定員、④受け入
れている主な障害、⑤利用登録をしている人数、
⑥送迎の有無、⑦受け入れ拒否の理由、⑧受け入
れ拒否の場合の対応、⑨これまで以上に利用希望
者を受け入れていくために必要と思われること）
に沿ってインタビューを行い、必要に応じて追加
した。インタビュー後は、

インタビュー内容の逐語録を作成し、本研究に
特に関連する内容を抽出した。

３．本研究に関わる倫理的配慮
本研究は2019年度富山福祉短期大学倫理委員会

の承認を得て実施した（承認番号2019-012号，
2019年8月7日）。

４．結果
４．１　質問紙調査

調査用紙は76事業所中、60事業所から返信が
あり、回収率は78.9％であった。60事業所の回答
については、未記入項目があった事業所も集計に
加えた。

調査項目①回答者の職名の結果を図1に示した。
主任以上の管理職が最も多く36事業所であった。

調査項目②設置主体の結果を図2に示した。社
会福祉法人が最も多く37事業所であった。

調査項目③1日の定員の結果を図3に示した。1
名から7名までの受け入れている事業所が43事業
所であった。

調査項目④受け入れている主な障害の結果を図
4に示した。最も多かったのは知的障がいであり
25事業所、次いで肢体不自由の17事業所であっ
た。

調査項目⑤利用登録をしている人数の結果を図
5に示した。利用登録者0人が8事業所で最も多
く、次いで2名の登録してる事業所が6事業所で
あった。事業所によって数名から数十名の登録者
がおりバラツキがみられた。

調査項目⑥送迎の有無の結果を図6に示した。
特に何もしていない事業所が37事業所で過半数以
上であった。

調査項目⑦受け入れ拒否の理由の結果を図7に
示した。定員制限が理由で断った事業所が33事業

図1　回答者の職名

図2　設置主体

図3　1日の定員

図4　受け入れている主な障がい

図5　利用登録者数
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所と最も多かった。また、医療的ケアを必要とす
る利用者であったことを理由した場合が19事業
所、問題行動（強度行動障がいなど）のある利用
者であったことを理由とした場場合が6事業所あ
り、利用者の特性によって利用ができない現状が
明らかになった。「その他」では「失禁や清潔保
持が不可能な方があり、他の利用者を守るために
もお断りをした」、「一部空床型のため施設の構造
上（築30年）入所児童数によっては、対応できる
スペースが確保できない場合」、「入所児童が不安
定な場合、または希望児童の行動特性に入所児童
が不安定になることが予測される場合」、「行事と
重なり職員配置できない場合」、「感性症が発生し
たため」、「感染症流行時期であったため」、「金・
土・日のみの実施のため当該法人利用者を対象と
しているため」、「緊急利用でかつ利用者の状況が
不明である場合」、「行動上、個室対応が必要な方

について、すでに個室が利用されているとき」、
「重度の短期入所利用者の方と利用日が重なって
いたため」、「新規利用者で重度の方（意思の疎通
ができない方）の場合、主介護者の方にも同伴で
ショートを利用していただき、お試しショートを
してもらっている」、「年末年始に職員の休暇を取
らせるため」、「併設しているユニット型での
ショート利用を希望されたが、ユニット型は指定
を受けておらず、利用不可能であるため」、「マン
ツー支援必要な場合」、「女性職員では、移乗、ト
イレ介護が難しい場合」、「夜間、生活支援員が一
人となるため対応可能な対象のみ受け入れしてい
るが、これについては法人内に複数体制の施設が
ある」、「利用していた時に夜間無断外出し、家に
帰ったことがあったため」といった自由記述が
あった。

調査項目⑧受け入れ拒否の場合の対応の結果を
図8に示した。最も多かったのは、特に何もしな
いと回答した事業所は20事業所であった。次いで
多かったのが、別の事業所を紹介する13事業所で
あった。「その他」では「紹介まではできなかっ
たが、提案だけさせていただいた」、「相談員に間
に入ってもらっているため、相談員が別事業所を
紹介する」、「相談支援事業所に連絡し、調整を依
頼する」、「市や相談支援事業所への連絡、情報共
有」、「体験利用の場合、別の日の利用を聞く」、

「生活介護で代わりに受け入れをした（職員が十
分にいるので対応可能のため）」、「相談員と連携
し、受入のために日程を再調整した」、「担当の相
談員に理由等を説明し相談しながら説明してもら
う」、「受け入れ可能日を伝え、日時を変更」、「相
談支援事業所と相談し対応する」、「断る理由を詳
しく伝え納得していただく」、「相談支援員に伝え
る、母と相談する」「利用日の調整をしている」、

「ケアマネさんにお話ししている」といった自由
記述があった。

調査項目⑨これまで以上に利用希望者を受け入
れていくために必要と思われることについての結
果を表2に示した。表2の項目は表1の質問10に
示した15項目を示している。また、1位から15位
は回答した事業所の優先順位を示している。質問
紙調査では、15項目について優先順位を記入して
もらうように記述したが、無記入の事業所があっ
た。そのため、有効回答事業所数の項目を設け、
実数を示した。上位に選ばれた項目としては、「職
員の増員」、「収益につながるような報酬単価の増
額」、「事業所を増やす」、「利用者の問題行動（強
度行動障がい等）に対応できる職員体制の確保」、

図6　送迎の有無

図7　受け入れ拒否の理由

図8　受け入れ拒否の場合の対応
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「利用者の医療的ケアに対応できる職員の配置」、
「新規利用者の実態を把握するための期間」等で
あった。「その他」では「事業所規模による役割
分担が必要ではないか」、「家族のレスパイトだけ
でなく本人自身のストレス、その他の負担軽減の
利用にしてはどうか」、「障害者地域活動支援セン
ターの方が、障害者の方が特別養護老人ホーム短
期入所を利用することについて理解を深めてもら
う」、「短期入所希望者にとって、申込手続きが簡
素であり、希望対象事業所が「満床」を理由に受
け入れ困難なとき、その事業所担当者が、他事業
所と個別に調整すること」、「他の事業所と日ごろ
から、連絡・協力を実施し、利用者負担の軽減化
を図ること」、「短期入所と生活介護のサービスの
併用を利用者側へアピールする」、「利用者の食費
補助」、「認知症の方や超高齢者の方が中心の短期
入所で、若い障害者の方がたとえ短い期間とはい
え、楽しく過ごしていただけるか疑問に思うため、
単に事業所や定員を増やすことでは利用者本位と
は言えない」、「ほとんど短期入所の利用がなく、
部屋が空いている状態」、「送迎サービスの確保」、

「利用者送迎に対する報酬上の評価」といった自
由記述があった。

４．２　インタビュー調査
インタビュー対象施設は、他県の単独型短期入

所事業所を対象とし、対象数は1事業所であった。
インタビュー対象者数は施設長と担当職員の計2
名であった。

単独型インタビュー内容の逐語録から、①回答
者の職名、②設置主体、③1日の定員、④受け入
れている主な障害、⑤利用登録をしている人数、

⑥送迎の有無、⑦受け入れ拒否の理由、⑧受け入
れ拒否の場合の対応、⑨これまで以上に利用希望
者を受け入れていくために必要と思われること及
び、今後の課題、展望に関連する発言を抽出した。
なお、①～⑥の項目は事前に資料で確認できたた
め質問を省略した。

前述の質問項目のうち、⑦受け入れ拒否の理由、
⑧受け入れ拒否の場合の対応、⑨これまで以上に
利用希望者を受け入れていくために必要と思われ
ることを中心に、インタビュー結果を報告する。
以下の（１）（２）（３）において、施設長と担当
者による具体的な発言を例示した。施設長と担当
者の発言に対して筆者の補足が必要な場合は、筆
者の補足を（　）内に記述した。
（１）⑦受け入れ拒否はあるか

短期入所の一つの機能として緊急で受けなけれ
ばならないことが当然ある。当事業所には聞き取
りの項目があって、それに書き取って支援ニーズ
を確認、後は職員を配置できるか、加配しなけれ
ばいけない利用者（強度行動障害等）なのか、現
状の職員でできるのかを検討して対応する。とく
に緊急の場合に対応できることが短期入所事業の
機能であると認識している。

子どもの頃から当事業所を利用している人
が多く、緊急であっても事前にアセスメント情

報がある場合がほとんどである（法人内サーバー
で情報共有）ため対応しやすい。職員配置人数が
少ない日（週末等）もあるが、この場合は何人ま
で可能であることを事前に説明させてもらってい
る。それでも「慣れた場所（当事業所）であれば
二次障害の心配がない」、「他に受け入れ先がない」
といった「やむをえない理由」がある場合には、

表2　短期入所事業所がこれまで以上に利用希望者を受け入れていくために必要と思われる項目（調査項目⑨）の結果
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職員の休み等を変更調整して受け入れるようにし
ている。さらに全室個室でフロアごとにそれぞれ
エリアがあり、子どもたちのフロア、男性フロア、
女性フロア、行動障害のある人たちのフロアなど、
全部フロアで分かれているので、例えばストレス
のある精神障害の人とか、あまり人と関わりたく
ない発達障害の人等に対応しやすい居住環境が整
備されていることも受け入れやすい（拒否しない）
理由の一つである。
（２）⑧受け入れ拒否の場合の対応

基本的に拒否することはないが、過去に他圏域
や他事業所からの依頼で、当該地区の法人に対応
能力があると判断できる場合に応援の意味を込め
て断ったことがある。
（３）⑨これまで以上に利用希望者を受け入れて

いくために必要と思われること
福祉関係者はもっと積極的にならないといけな

い。まだまだ家族に依存している状況こそが問題
である。もっと社会の側に暮らしの場として整備
する必要がある。これは地域生活支援拠点のよう
な特別な場所をつくることではない。量的なもの
とか質的なものとか、これらを充実させていくと
いうことにもうちょっと福祉関係者が腐心してい
く必要がある。

短期入所事業は自立生活への入り口になったり、
緊急時でも地域で生活を継続するときの一番の支
えになることもある。ある意味で重要な要素とか
機能が付随しているものであると思うので、それ
をやるには併設型で入所支援のついでにやるよう
ではよくないのではないか。本来短期入所事業が
持つべき重要な機能（緊急一時保護、レスパイト、
自立生活準備等）が単独型ではないがゆえにほと
んど損なわれているように感じられる。やはり福
祉関係者として自分達の持つべき機能（在宅生活
を安定させること）を分かっていないことが問題
であり、このことについて短期入所事業を行って
いる職員もよく分かっていない。その結果、利用
者から求められていることも分からない状況にな
る。これらの原因はサービス提供事業所側の都合
で事業が運用されているところに問題があると考
えている。

当該事業所がサービスを提供するB市には、短
期入所行動障害児等援護事業（強度行動障害のあ
る障害児（者）を 受け入れる際に職員の加配に係
る経費の一部を補助※市単独事業 ）があり、職員
加配の経済的負担も軽減できる。この制度は自立
支援協議会で出た意見が市の施策に反映できた例
である。しかし、予算に限度があるため、今後は

増額および状況に合わせて支給される仕組みにな
ればさらに質の高い支援が行えるようになる。

５．考察
本研究の目的は、A県内の障害者支援施設・事

業所等の短期入所事業所の現状と課題について明
らかにし、今後自治体が整備を行う地域生活支援
拠点等事業を含めた短期入所における受け入れ体
制の検討を行うことであった。調査結果から、短
期入所事業所の都合で利用希望者の受け入れを
断っていることが明らかになった。そこで、今後
自治体が整備を行う地域生活支援拠点等事業を含
めた短期入所における受け入れ体制の構築に必要
な課題について考察していくことにする。
（１）短期入所事業所における持続可能な経営へ

の対応
障害福祉サービスの一つである短期入所につい

て「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律」（第5条の8）では、「短期入所
とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その
他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労
働省令で定める施設への短期間の入所を必要とす
る障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさ
せ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労
働省令で定める便宜を供与することをいう」と定
めている。すなわち、短期入所事業所の最大の使
命は、障害者を介護する家族が必要なときに、安
心して利用できるように体制を整えておくことで
ある。

しかし、調査結果からは、短期入所事業所の都
合で断っている場合もあることが明らかになった。
最も多かった理由として「定員制限があり満員で
あったため」が33事業所に認められた。その要因
として、単独型短期入所事業所では、経営が成り
立たない報酬設定になっていることが考えられる。
A県内では、単独型短期入所事業所がほとんどな
いことからも、単独型短期入所事業では経営が難
しいことが考えられる。また、調査結果からも

「収益につながるような報酬単価の増額」と「緊
急利用のための空床確保に伴う補償」を必要とす
る事業所の割合が多く認められた。短期入所事業
は利用予測が難しいという特徴があるため、単独
型短期入所事業所として維持できるだけの報酬単
価の設定が不可欠になるであろう。

持続可能な経営を目指していくためには「収益
につながるような報酬単価の増額」と「緊急利用
のための空床確保に伴う補償」に加え、短期入所
事業所の都合で断っている理由として挙げられて
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いた「問題行動（強度行動障がい等）のある利用
者であったため」6事業所、「医療的ケアを必要と
する利用者であったため」19事業所への対応も必
要であると考えられる。短期入所事業所にとって
より高い専門性が求められる利用者の受け入れを
促進していくためにも前述のB市のような強度行
動障害児（者）等援護事業補助金などの特別加算
を付けていくことが強く求められる。
（２）安定した利用者受け入れ体制の確保

短期入所事業所の都合で利用者の受け入れを
断っている理由として11事業所が「職員が不足し
ていたため」を挙げられている。また、利用者を
受け入れていくために必要なこととして51.2％の
事業所が「職員の増員」を挙げている。　

A県の短期入所事業は、単独型短期入所事業所
がほとんどなく、「併設型」「空床利用型」「共生
型」短期入所事業所のため、受け入れ定員も数人
としている事業所である。そのため、短期入所事
業を障害福祉サービスの中核に位置付けられてい
ないことが関連しているのではないかと考えられ
る。つまり、地域で生活する障害者やその家族の
ニーズに応えるという視点から短期入所事業所の
充実を目指すという発想ではなく、収益につなが
らない短期入所事業所には、職員を配置しないと
いう発想になっている可能性があると考えられる。

我が国は人口減少に向かっており、さらに福祉
人材不足が慢性化しつつある現状の中で、十分な
福祉人材の確保は難しいと思われる。大切なこと
は、短期入所事業所を運営している法人が、短期
入所事業所の重要性を認識し、「どのような利用
者希望者も受け入れる」といった意識改革である。
安定した利用者受け入れ体制の確保のために、短
期入所事業所に力点を置いた職員配置や勤務体制
の見直し、利用日の分析、強度行動障害を示す利
用者や新規利用者に対応できるアセスメントシー
トの開発、必要なニーズを実際のサービスに結び
つけていくことができる職員研修等の創意工夫が
求められるであろう。
（３）配慮を要する利用者への対応

短期入所事業所の役割として大切なことは障害
者の家族が必要なときに受け入れることである。
加えて、短期入所事業所で生活する障害者が過ご
しやすい生活環境を提供することも短期入所事業
所の役割としては重要なことであろう。今回の調
査結果において、短期入所事業所の都合で断って
いる理由として、「問題行動（強度行動障がい等）
のある利用者であったため」6事業所、「医療的ケ
アを必要とする利用者であったため」19事業所が

挙げられていた。また、短期入所事業所を利用し
てもらうために必要なこととして、多くの事業所
が「利用者の問題行動（強度行動障害等）に対応
できる職員体制の確保」と「利用者の医療的ケア
に対応できる職員の配置」を挙げていた。

重度の知的障害や自閉症スペクトラム障害のあ
る利用者は、生活環境の変化に対応する力が弱く、
自分の思いを言葉で相手に伝えることが難しいた
め、他害や自傷などの強度行動障害という形で自
分の思いを伝えることがある。こうした強度行動
障害は、職員だけではなく短期入所事業所を利用
している他の利用者、併設型、空床利用型や共生
型短期入所事業所であれば施設入所者にも影響を
与える可能性がある。そのため、強度行動障害を
示す利用者の受け入れには十分な対応が求められ
る。併設型、空床利用型や共生型短期入所事業所
では、調査結果からも明らかになった「短期入所
利用者と施設利用者の生活空間を区別する」こと
が求められるであろう。また、調査結果から、短
期入所事業所の都合で断っている理由の自由記述
で「行動上、個室対応が必要な方について、すで
に個室が利用されているとき」が認められた。強
度行動障害を示す利用者には、刺激の少ない落ち
着いた環境が必要であり、そのためには個室が必
要である。個室の必要性は強度行動障害を示す利
用者だからという視点だけではなく、障害の有無
に関わらず初めての人と同部屋になることは大き
なストレスを生じやすいからでもある。したがっ
て、個室を前提とした生活環境づくりが必要であ
ろう。さらに、強度行動障害を示す利用者への対
応には、専門的な知識や技術が求められる。強度
行動障害を恐れるのではなく、強度行動障害の意
味を正確に捉え、支援に結びつけるための職員研
修の取り組みを組織的に行っていく必要があるだ
ろう。

医療的ケアを必要とする利用者への対応には、
医療機関併設型短期入所事業所への集約が必要で
あると考えられる。医療的ケアを必要とする利用
者への支援は、医師や看護師といった医療専門職
に限られる。対象となる圏域の中で、医療的ケア
を必要とする利用者を受け入れる短期入所事業所
とそれ以外の利用者を受け入れる短期入所事業所
の棲み分けを明確にしていくことが重要であると
考えられる。

６．結論
本研究の結果から、短期入所事業所の都合で利

用希望者の受け入れを断っていることが明らかに
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なった。その要因として、①短期入所事業所にお
ける持続可能な経営上の困難さ、②安定した利用
者受け入れ体制上の困難さ、③配慮を要する利用
者への対応上の困難さが示唆された。要因として
挙げられた3つの課題は、A県の在宅障がい者が
短期入所事業所を必要なときに利用するための課
題を示している。こうした3つの課題はA県のみ
に限られたものではなく、他県にも共通した課題
である可能性は十分にあると考えられる。

国は障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を
見据え、相談、緊急時の受け入れ・対応等の必要
な機能を備えた地域生活支援拠点等について、第
5期障害福祉計画期間中（2021年度末）にその整
備を進めることとしている。その整備に当たって
求められる機能として、①相談（地域移行、親元
からの自立等）、②体験の機会・場（一人暮らし、
グループホーム等）、③緊急時の受入れ・対応（短
期入所の利便性・対応力向上等）、④専門性（人
材の確保・養成、連携等）、⑤地域の体制づくり

（サービス拠点、コーディネーターの配置等）を
挙げている。この中で今後、利用者が住み慣れた
地域で暮らすために必要なサービスとして短期入
所事業が重要な位置づけにあることが確認できる。
特に②の体験の機会・場を短期入所事業の立場か
ら考えると、自立生活支援としての役割機能や期
待が存在することが分かる。

③緊急時の受け入れ・対応については対応能力
に課題があることが質問紙調査、インタビュー調
査から明らかになった。これについては2015年障
害福祉サービス等報酬改定から短期入所の「緊急
短期入所受入加算」について「緊急短期入所体制
確保加算」の算定を要件から除外する等の要件の
緩和等が行われ、実施体制の改善が図られたが、
考察で述べたとおり受け入れが困難な状況は続い
ていると考えられる。また、④専門性とりわけ人
材の確保は表2の「⑨これまで以上に利用希望者
を受け入れていくために必要と思われること」で
多くの事業所が１位に挙げており、今後の急務の
課題として明らかである。

⑤地域の体制づくりでは、A県の場合、「併設
型事業所」や「空床利用型事業所」、2018年介護
保険法 改正において、介護保険サービスおよび障
害福祉サービスの両方に新しく導入された「共生
型サービス」がほとんどである。コーディネー
ターの設置等はされていない。質問紙調査の調査
項目⑨の「その他」の自由記述で「ほとんど短期
入所の利用がなく、部屋が空いている状態」と答
えた事業所があったが、同地区の別事業所の見解

ではニーズがあった。これは短期入所事業を行う
事業所同士が連携できていないことが原因であり、
コーディネーター設置の必要性を課題として示し
ている。 また、2017年5月26日に成立した「地
域包括ケア強化法」では①障害者が65歳以上に
なっても、使い慣れた事業所においてサービスを
利用しやすくするという観点や、②福祉に携わる
人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、
人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を
行うという観点から、社会保障審議会介護保険部
会等において議論を行い、ホームヘルプサービス、
デイサービス、 ショートステイ等について、高齢
者や障害児者が共に利用できる「共生型サービス」
が創設された。これは従来の介護保険制度優先の
原則に依拠するのではなく、「障害者が65歳以上
になっても、使い慣れた事業所においてサービス
を継続して利用する」ことが実現することができ
ることや指定を受けた介護保険サービスの短期入
所事業所を障害者も使えることで福祉人材の不足
を補うメリットがある。だが、強度行動障害のあ
る重度の知的障害者や自閉症スペクトラム障害者
等「配慮を要する利用者への対応」を考えた場合
には、支援をカスタマイズできる単独型短期入所
事業所の必要性が高くなるであろう。

これらを踏まえてA県の具体的な課題を検討す
ると、①自立支援協議会の機能を活用しながら地
域生活支援拠点整備を行い、当該地域に必要な短
期入所事業の個別ニーズを明らかにすること、②
個別ニーズのうち利用拒否につながる強度行動障
害や医療的ケアへ対応できる事業所の把握と整備
を行うこと、③個別ニーズ対応に必要な追加コス
ト等について自立支援協議会の施策提案機能を用
いて充足を図ることが求められる。その背景には
利用者やその家族が困窮している現実をサービス
提供の必要性に結びつける視点をもった福祉人材
の育成が重要となる。例え重度の障害があっても
地域社会の中で生きていけることを支える福祉
サービスの整備や、彼らがその地域社会における
インフォーマルなネットワークのメンバーとして
認知されるための支援（田中，2010）10）が前提と
なる。ケアの質的な観点からも短期入所事業につ
いてさらなる調査と分析を行う必要があると考え
られる。
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The study on the present situation and issues of the short-stay services
to accept the people living at their own house in A Prefecture

Hisashi TAKANISHI1）, Yasuhiro MURATA2）

1）Department of Social Welfare Toyama College of Welfare Science
2）Department of Early childhood education, Chubugakuin College.

Abstract
The purpose of this study is to clarify the present situation and issues about the short-stay services 

of the institutions for the people with disabilities and to discuss the public system to accept the people 
living in local community, which the local government will promote and manage in the future. We 
made a question paper survey to all public-qualified institutions with the short-stay services in A pre-
fecture. The result showed the problem of over-capacity and manpower shortage, and difficulties to 
support the people with special needs of medical care and/or behavior problems. The previous inter-
view research to the short-stay service institutions also made clear that the merit of single office type 
improved the services in order to resolve the issues of the accept system, environment and staff short-
age. Therefore, it is necessary to discuss about the sustainable management of short-stay services, the 
stable system to accept the people in needs, and the improvement of support skills for the people with 
special care.

Keywords：Short-stay acceptance, Behavior disorder Living in local community
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ひとり暮らし高齢者が地域で暮らし続けるために必要だと考えられること
～地域での支え合い活動の視点からの考察～

宮嶋　　潔1）、炭谷　靖子2）、松本三千人1）、炭谷　英信2）

1）富山福祉短期大学社会福祉学科
2）富山福祉短期大学看護学科
（2020.00.00受稿，2020.00.00受理）

要　旨
本研究では、ひとり暮らし高齢者が安心・安全に地域で暮らしていくためには何が必要であるのかを考

え実践していくために、本学で実施した調査結果と富山県内で実施されている地域住民の支え合い活動の
現状を比較検討することを通して、ひとり暮らし高齢者が地域で暮らし続けるために必要なことについて
考察した。

結果として、住み慣れた地域にこれからも住み続けたい人が多いということは明らかになった。また、
ひとり暮らしになった後の生活については、地域とのつながりを希望しており、日頃のコミュニケーショ
ンや声かけ・見守り活動、顔見知りが集える場の必要性を感じている。一方、交通手段に不安を感じてお
り、買い物などの手助けを求めていることも示唆された。

今後、ひとり暮らしになってもその人らしく地域で生活していくためには、地域でのつながりはもちろ
んであるが、生活支援のサービスの質と量の充実が必要であり、そのためには住民のニーズを的確にとら
え、具体的な活動を計画することが大切であり、何より住民自身の福祉意識の醸成と主体的な活動が必要
である。また、住民の活動を支援することが大切であり、行政や福祉関係施設、事業者からの支援・協力
がますます必要となってくる。

キーワード：ひとり暮らし高齢者、支え合い活動、ケアネットサービス、生活支援

１．はじめに
2000（平成12）年に制定された社会福祉法の第

4条（地域福祉の推進）には「地域住民、社会福
祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サー
ビスを必要とする地域住民が地域社会を構成する
一員として日常生活を営み、社会、経済、文化そ
の他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えら
れるように、地域福祉の推進に努めなければなら
ない」と規定している。

また、高齢者福祉に焦点を当てると2000（平成
12）年から施行されている介護保険制度とともに
地域住民などの主体的参加を含めた地域包括ケア
システムの構築を目指し、各地域で様々な取り組
みがされている。

筆者が住む富山県においても、地域包括ケアシ
ステムの一端を担う地域住民の支え合い活動の一
つとして、「ケアネットサービス」が各市町村で
展開されており、主な対象はひとり暮らし高齢者
であり、声かけや話し相手、買い物支援や除雪支
援などの日常生活支援の活動が行われている。

支え合い活動については、社会心理学の視点か
らみると、「ソーシャルサポート」に位置付けら
れ、その活動は対人関係において個人に望ましい
影響を及ぼす行動の典型例として捉えられている
一方、送り手の意に反して受け手に対してネガ
ティブな影響を与えることも指摘されている1）2）。
実際、高齢者を対象とした調査によってサポート
が高齢者の自尊心を傷つけることを示した研究も
報告されている3）。一方、地域福祉の視点では、
これからの地域福祉のあり方に関して、地域の希
薄化などによる支え合い活動の衰退を踏まえ、「新
たな支えあい」の構築の必要性が示されている4）。
ここで支え合い活動の是非を問うものではないが、
大切なことは一方向の支援ではなく「支え合う」
ことであり、地域住民として、ひとり暮らし高齢
者が安心・安全に地域で暮らしていくためには何
が必要であるのか、また何ができるのかを考え、
支援の受け手と送り手の区別なく、地域において
必要な活動を実践していくことが必要である5）。

本研究をするにあたり、1987年以降2020年1月
現在でCiNiiにおける国内論文検索を行うと、「ひ
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とり暮らし高齢者」の一語では198件の論文が検
索されたが、「ひとり暮らし高齢者」、「支え合い
活動」の二語を対象とした際、0件であった。ま
た、「支え合い活動」の一語を対象としても10件
であり、それらの内容については「買い物支援」
や「ホームレス支援」、「ふれあい・いきいきサロ
ン」などに関する内容であった。

このような背景から、ひとり暮らし高齢者が安
心・安全に地域で暮らしていくために、支え合い
活動の視点からの研究の意義は大きいと思われる。

２．研究目的
本研究では、ひとり暮らし高齢者に焦点を当て、

支え合い活動の視点から、ひとり暮らし高齢者が
安心・安全に地域で暮らしていくためには何が必
要であるのか、また何ができるのかを考え実践し
ていくために、本学で実施した調査「地域の人々
のつながりと見守りについての意識調査」結果と
富山県内で実施されている地域住民の支え合い活
動である「ケアネットサービス」の現状を比較検
討することを通して、ひとり暮らし高齢者が地域
で暮らし続けるために必要なことについて考察す
ることを目的とするものである。

３．研究方法
本研究では、本学で実施した「地域の人々のつ

ながりと見守りについての意識調査」と富山県内
で実施されている「ケアネットサービス」の年次
報告書（平成30年度市町村社協ケアネット活動状
況報告書）をもとに、ひとり暮らし高齢者が地域
で暮らし続けるために必要なことについて考察す
るものである。

３．１用語の定義
本文に出てくる「市町村」とは行政区単位の名

称であり、「地区」とは市町村内を分割した旧行
政区単位の名称として使用する。また「地域」と
は地区に住んでいる住民の生活圏域を指す名称と
して使用する。

３．２「地域の人々のつながりと見守りについて
の意識調査」について

（１）目的
独居高齢者のセンサー（ドプラ―センサーや

サーマルセンサーなど）を用いての見守りシステ
ム構築にあたり、地域のつながりと見守りに関す
る住民の意識を明らかにする。これは、センサー
を用いた見守り機器の開発と見守りシステム構築

において活用の可能性を広げるための最も基礎を
なすものである。

なお、本調査は総務省の戦略的情報通信研究開
発推進事業（ SCOPE）の助成（平成28年度～平
成30年度）を受けて実施する研究開発「高性能セ
ンシングと個人情報活用による独居高齢者の安
心・安全・快適なコミュニティ創造」の一環とし
て実施するものである。
（２）方法

調査対象：おおむね65歳～74歳の研究協力に
同意を得られた住民で協力の得られたA市内の地
区単位で自治会及び老人クラブを通じて実施（A
市の合併前の旧a市・旧b町・旧c町）。

調査方法：自記式質問紙法。
調査内容：性別、年齢、居住地区、家族員の

数、地域のつながり、見守り項目に対する感じ方
（見守る側、見守られる側）、見守られること見守
ることについての感じ方、自身の健康に関する感
じ方、独居高齢者が地域で暮らし続けるために必
要なこと（自由記述）等。

配布・回収：配布については協力機関・団体と
協議して実施する。回収については研究機関への
郵送とする。

分析方法：単純集計等により地域の特性を概観
する。また、今回の研究においては、「支え合い
活動」に焦点をあて、支え合い活動に関する結果
を研究材料とし、センサーを用いた見守り機器の
開発と見守りシステムについての分析は実施しな
い。一方、自由記述についてはテキストマニング
を用いて分析した。分析にはフリーソフトKH 
Coder2.Xを用いた6）。

調査期間：平成30年10月～11月。

３．３「ケアネットサービス」について
富山県においては、地域住民による福祉活動の

推進を目的として、1989（平成元）年より県単独
事業として「富山県地域総合福祉活動グループ設
置運営事業」が始まった。このころの社会的背景
としては、少子高齢化はもとより、地域において
は隣近所など人と人とのつながりの希薄化が進展
し、社会福祉においても福祉ニーズの多様化、複
雑化により制度化された福祉サービスのみでは解
決できない問題も多く表面化してきたことが挙げ
られる。このような問題を地域で解決できるシス
テム作りの一つとして位置づけられたのが本事業
であった。

この事業は、地域総合福祉を推進するため，小
学校区単位に地域総合福祉活動グループ（または

共創福祉　第 14巻　第 2号　2019

14



地区社会福祉協議会）を設置し、地域社会におけ
る福祉・保健・医療等の各種サービスを有機的に
結合させ、多種多様な県民ニーズに対し、適時適
切に必要なサービスを総合的に供給できる体制を
確立することを目的としており、具体的には①福
祉・保健・医療等サービスに関する校区の住民
ニーズの把握と処遇方策の検討、②校区の住民の
ニーズに対応したサービス提供のためのネット
ワークの形成、③福祉・保健・医療等サービスの
日常的援助活動を事業内容とするものであった。

その後、時代の変化とともに名称や事業内容を
少しずつ変えながら、2003（平成15）年より「地
域総合福祉推進事業（ふれあいコミュニティ・ケ
アネット21）」（以下「ケアネット21」）が、県内の
市町村および地区・小学校下段階において順次実
施された。この事業は、富山県が策定した「富山
県民福祉基本計画」の骨子の一つとして位置づけ
られており、政策的意図のある事業であった。こ
の事業の中に「ケアネットサービス」が中核とし
て位置づけられている。
「ケアネット21」は、家庭、地域社会、施設等

が一体となった地域総合福祉をめざして、地域住
民自らが福祉ニーズを把握し、その解決に取り組
む活動を通じて、住民参加による福祉コミュニ
ティづくりを推進するとともに、在宅の高齢者や
障害者、虐待児童など、福祉課題を抱える要支援
者及び家族に対して、身近な地域において、地域
住民自らによる効果的な保健・医療・福祉の一体
的なサービスの提供を目的とするものである。事
業目標としては、①地域の福祉ニーズ等を把握す
る、②把握されたニーズに対応する福祉活動を行
う、③地域の特性を考慮し、住民参加による仕組
みづくりを行う、④生活全体を支える保健・医
療・福祉のネットワーク化を図るというものであ
る。この事業目標に沿ったサービスが「ケアネッ
トサービス」であり、住民相互の支え合い活動で
ある。

ケアネットサービスとは、高齢者や障害者関係
なく地域で何らかの生活課題をもっている人に対
してケアマネジメントの手法を用いて、地域住民
が必要なサービスを提供するものである。サービ
ス内容については、対象者を限定していないとこ
ろに大きな特徴があり、また、ホームヘルパーな
どの専門職種によるサービスでもなく、地域住民
がサービス提供者となり、時には受給者ともなる
住民参加による生活支援サービスである。具体的
には、話し相手やゴミだし、買い物代行、草むし
り、除雪、外出付き添い、児童の預かりなどが行

われている。また、市町村や地域によってはサー
ビスが有償のところもある。

４．倫理的配慮
「地域の人々のつながりと見守りについての意

識調査」の実施にあたっては、調査は無記名とし、
個人が特定できないよう配慮するとともに統計的
に処理し、研究資料として活用する旨についても
説明し同意を得て回収した。なお、本研究は所属
機関の倫理委員会の承認を得ているものである。

（H30-013号）
また、富山県社会福祉協議会が作成している

「ケアネットサービス」の年次報告書（平成30年
度市町村社協ケアネット活動状況報告書）につい
ては、筆者が委員長をしている「地域総合福祉ケ
アネット活動評価委員会」や県内でのケアネット
サービスに関する各種研修会資料としても公開さ
れている資料であるとともに、研究資料としての
使用については富山県社会福祉協議会に了解を得
ているものである。

５．結果
５．１「地域の人々のつながりと見守りについて

の意識調査」結果（一部抜粋）
本調査の回収率は63.4%であった（1,036名中

657名の回答）。
回答者の「性別」については、男性353名、女

性299名であり、男性が54.1%であった（表1）。
「年齢」については、60歳未満36名、60歳以上65
歳未満31名、65歳以上75歳未満454名、75歳以
上127名であり、65歳以上が89.7%であった（表
2）。「居住年数」については、10年未満14名、10
年以上20年未満39名、20年以上30年未満59名、
30年以上40年未満70名、40年以上50年未満153

表1　性別
数 ％

男性 353 54.1%
女性 299 45.9%
計 652 100.0%

表2　年齢
年齢 数 ％
60歳未満 36 5.5%
60歳以上65歳未満 31 4.8%
65歳以上75歳未満 454 70.1%
75歳以上 127 19.6%
計 648 100.0%
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名、50年以上60年未満110名、60年以上70年未
満89名、70年以上80年未満87名、80年以上90
年未満6名、90年以上5名であり、40年以上が
71.2%であった（表3）。

また、「地域への愛着について」は全体では「と
ても愛着がある」188名（28.7%）、「まぁ愛着があ
る」370名（56.4%）であり、合わせると85.1%で
あった。一方、65～74歳の区分でみると、「とて
も愛着がある」125名（27.5%）、「まぁ愛着があ
る」262名（57.7%）であり、合わせると85.2%で
あり、全体と比べても大きな差異はなかった（表

4）。「心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人」
については、全体では「配偶者」が最も多く454
名（69.7%）、 ついで「友人」 の349名（53.6%）
であり、「近隣」は136名（20.9%）であった。一
方、65～74歳の区分でみると、「配偶者」が最も
多く325名（72.2%）、 ついで「友人」 の248名

（55.1%）であり、「近隣」は99名（22.0%）であ
り、全体と比べても大きな差異はなかった（表5）。

「心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人」につ
いては、全体では「配偶者」が最も多く446名

（68.4%）、ついで「親族」の352名（54.0%）であ
り、「近隣」は185名（28.4%）であった。一方、
65～74歳の区分でみると、「配偶者」が最も多く
318名（70.4%）、ついで「友人」の251名（55.5%）
であり、「近隣」は135名（29.9%）であり、全体
と比べると大きな差異はなかったが、若干「親族」
より「友人」が高い数値となった（表6）。

また、「『ひとり暮らし』になったとき、近所の
人に見守ってほしいか」については、全体では

「週2～3回」が最も多く262名（40.2%）、ついで
「月1～2回」の190名（29.2%）であった。一方、
65～74歳の区分でみると、「週2～3回」が最も
多く172名（38.1%）、ついで「月1～2回」の132
名（29.3%）であり、全体と比べても大きな差異
はなかった（表7）。「近所の人が『ひとり暮らし』

表４　地域への愛着
　 全体 うち65～74歳

数 ％ 数 ％
とても愛着がある 188 28.7% 125 27.5%
まあ愛着がある 370 56.4% 262 57.7%
どちらともいえない 75 11.4% 51 11.2%
あまり愛着がない 22 3.4% 16 3.5%
全く愛着がない 1 0.2% 0 0.0%
計 656 100.0% 454 100.0%

表５　心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人
　 全体（n=651） うち65～74歳（n=450）

数 ％ 数 ％
配偶者 454 69.7% 325 72.2%
同居の子ども 171 26.3% 105 23.3%
別居の子ども 227 34.9% 168 37.3%
親族 286 43.9% 195 43.3%
近隣 136 20.9% 99 22.0%
友人 349 53.6% 248 55.1%
その他 12 1.8% 7 1.6%
いない 10 1.5% 0 0.0%

※複数回答

表3　居住年数
　 数 ％
10年未満 14 2.2%
10年以上20年未満 39 6.2%
20年以上30年未満 59 9.3%
30年以上40年未満 70 11.1%
40年以上50年未満 153 24.2%
50年以上60年未満 110 17.4%
60年以上70年未満 89 14.1%
70年以上80年未満 87 13.8%
80年以上90年未満 6 0.9%
90年以上 5 0.8%
計 632 100.0%
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になったとき、あなたは見守るか」については、
全体では「週2～3回」が最も多く226名（34.8%）、
ついで「月1～2回」 の217名（33.4%） であっ
た。一方、65～74歳の区分でみると、「週2～3
回」が最も多く147名（32.8%）、ついで「月1～2
回」の143名（31.9%）であり、全体と比べても大
きな差異はなかった（表8）。
「今の地域に住み続けたいか」については、「住

み続けたい」273名（41.9%）、「できれば住み続け

たい」293名（44.9%）であり、合わせると86.8%
であった。一方、65～74歳の区分でみると、「住
み続けたい」188名（41.6%）、「できれば住み続け
たい」210名（46.5%）であり、合わせると88.1%
であり、全体と比べても大きな差異はなかった

（表9）。
一方、今回のテーマに関係する「ひとり暮らし

高齢者が地域で暮らし続けるために必要だと考え
られること」（自由記述による回答）については、

表６　心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人
　 全体（n=652） うち65～74歳（n=452）

数 ％ 数 ％
配偶者 446 68.4% 318 70.4%
同居の子ども 169 25.9% 100 22.1%
別居の子ども 249 38.2% 187 41.4%
親族 352 54.0% 221 48.9%
近隣 185 28.4% 135 29.9%
友人 350 53.7% 251 55.5%
その他 12 1.8% 4 0.9%
いない 10 1.5% 10 2.2%

※複数回答
表７　近所の人に見守ってほしい

　 全体 うち65～74歳
数 ％ 数 ％

毎日 45 6.9% 30 6.7%
週2～3回 262 40.2% 172 38.1%
月1～2回 190 29.2% 132 29.3%
声かけず 118 18.1% 91 20.2%
気にかけないでほしい 36 5.5% 26 5.7%
計 651 100.0% 451 100.0%

表８　近所の人を見守る
　 全体 うち65～74歳

数 ％ 数 ％
毎日 29 4.5% 21 4.7%
週2～3回 226 34.8% 147 32.8%
月1～2回 217 33.4% 143 31.9%
声かけず 170 26.2% 129 28.8%
気にかけないでほしい 8 1.2% 8 1.8%
計 650 100.0% 448 100.0%

表９　今の地域に住み続けたい
　 全体 うち65～74歳

数 ％ 数 ％
住み続けたい 273 41.9% 188 41.6%
できれば住み続けたい 293 44.9% 210 46.5%
どこでもよい 57 8.7% 35 7.7%
できれば他の地域で住みたい 24 3.7% 17 3.8%
他の地域で住みたい 5 0.8% 2 0.4%
計 652 100.0% 452 100.0%
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全体では366名より自由記述による回答があった。
その中で顕著なキーワードのつながりを明確にす
るため、10回以上の出現回数に絞った。頻回に出
現した語句は「近所」（86）、「地域」（77）、「人」

（75）、「見守る」（68）、「声」（54）などが抽出さ
れた。一方、65～74歳の区分でみても、全体と
比べても大きな差異はなかった（表10）。共起ネッ
トワークについては、いくつかのまとまりが形成
された。主なものとしては、「地域」「人」「近所」

「見守る」｢声｣ や「日頃」「大切」「コミュニケー
ション」、「買い物」［交通］「手段」、「近く」「気
軽」「場所」に共起性が見られた（図1）。

５．２「ケアネットサービス」（平成31年3月末
実績）について（表11）

今回の研究対象となっているA市に焦点を当て、
項目別に見てみると、2）実施地区数は27地区で
ある。3）チーム数においては228チームである。
4）対象人数においては232名である。5）対象人

数のうち高齢者数は222名である。6）対象人数の
うち独居（ひとり暮らし）高齢者数は178名であ
る。7）見守り・声かけの回数は41,916回である。
8）話し相手の回数は13,477回である。9）ゴミ出
しの回数は1,552回である。10）買物代行の回数
は309回である。11）草むしりの回数は53回であ
る。12）除雪の回数は40回である。13）外出付添
の回数は370回である。

また、18）独居（ひとり暮らし）高齢者数（平
成27年度国勢調査より）は2,836名であり、この
数値をもとに算出したものが19）20）の数値であ
る。19）については各市町村の1チーム当たりの
独居（ひとり暮らし）高齢者数であり、数値が高
いほど1チームにかかる負担が大きくなることを
示しており、A市は15市町村のうち12番目の数
値（12.4名）である。

一方、20）については対象としている独居（ひ
とり暮らし）高齢者数が実数の何割に当たるかを
示した数値であり、15市町村のうち11番目の数

表10　「ひとり暮らし高齢者が地域で暮らし続けるために必要だと考えられること」の
自由記述の抽出語句の出現回数（10回以上）

全体【ｎ＝366】　（　）内は65～74歳の数値【ｎ＝256】

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
近所 86（68） 気軽 14（10）
地域 77（53） 近く 14（11）
人 75（51） 施設 14（10）

見守る 68（55） 積極 14（11）
声 54（39） 相談 14（10）

必要 48（34） 協力 13（7）
思う 47（35） 人達 13（12）
参加 36（27） 大切 13（12）

出来る 33（22） 友人 13（11）
買い物 24（17） 機関 12（8）
健康 23（16） 作る 12（6）
交流 21（16） 持つ 12（12）
場所 21（11） 方々 12（4）
行事 20（15） 老人 12（7）

コミュニケーション 18（10） システム 11（8）
交通 17（11） 介護 11（8）
支援 17（11） 体 11（9）
手段 17（12） 連絡 11（10）

一人暮らし 16（13） 家 10（5）
活動 16（13） 関係 10（9）
高齢 16（9） 元気 10（8）
自分 16（10） 自治 10（9）

センター 15（8） 手助け 10（8）
生活 15（9） 大事 10（9）
日頃 15（10） 仲良く 10（8）
訪問 15（12） 定期 10（8）
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値（6.3%）である。

６．考察
「地域の人々のつながりと見守りについての意

識調査」 結果から、 長い期間居住（40年以上
71.2%）していることもあり、地域に愛着を持っ
ている人が多く（「とても愛着がある」、「まぁ愛
着がある」85.1%）、その結果として、これからも
住み続けたいと考えている人も多い（「住み続け
たい」、「できれば住み続けたい」86.8%）のでは
ないかと推測できる。

また、見守り活動についても「週2～3回」程

度の見守り活動（「見守ってほしい」40.2%、「見
守る」34.8%）には肯定的な意見が多く、地域で
のつながりを必要と感じていることが伺われる。

一方、「ひとり暮らし高齢者が地域で暮らし続
けるために必要だと考えられること」についての
自由記述では形成されたまとまりから、「地域で
の見守りや近所の声かけ」や「日頃のコミュニ
ケーションが大切」、住み慣れた地域で暮らすた
めの「交通手段」や「近くの気軽な場所」などの
必要性を感じており、日頃の近所付き合いだけで
はない支援の必要性も明らかとなった。

住民参加による生活支援サービスである「ケア

※出現数による語句の取捨選択は最小出現数10に設定。
※描画する共起関係の絞り込みは描画数20に設定。
※強い共起関係ほど太い線で描画。
※出現数の多い語ほど大きい円で描画。

図1　「ひとり暮らし高齢者が地域で暮らし続けるために必要だと考えられること」共起ネットワーク
（ｎ＝366）
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ネットサービス」については、A市に焦点を当て
ると「見守り・声かけ」（41,916回）や「話し相
手」（13,477回）の活動は他市町村に比べても高い
数値と推測できるが、「買物代行」（309回）や

「草むしり」（53回）、「除雪」（40回）、「外出付添
い」（370回）については、独居高齢者対象者数

（178名）から見ても高い数値とは言えない。ここ
に挙げた項目は全国的にも制度の狭間のニーズや

「買物弱者」など社会問題として取り上げられて
いるものであり、地域で暮らし続けていくために
は必要な支援である。こうした支援を行うケア
ネットサービスの充実が今後ますます必要である。

また、ケアネットサービスの充足度について統
計上の推測ではあるが、チーム数（228チーム）
においては、A市全体の独居高齢者数（2,836名）
に対する割合でみると1チーム当たり12.4名を対
象とする必要があり、現実的には支援は難しい数
である。一方、独居高齢者の対象者数（178名）
においてもA市全体の独居高齢者数（2,836名）に
対する割合が6.3%であり、他市町村と比べても最
大値がK市の65.0%、県全体でも11.1%と比べる
と極めて低い数値となっており、全ての独居高齢
者に支援は必要ではないが、他市町村と比べても

必要な独居高齢者に必要なケアネットサービスが
届いていない可能性が高いことが推測できる。

７．結論
今回の研究はA市に焦点を当てたものであるた

め、一人暮らし高齢者すべてに言えるものではな
いと思うが、総じて住み慣れた地域にこれからも
住み続けたい人が多いということは明らかになっ
たのではないだろうか。また、ひとり暮らしに
なった後の生活については、地域とのつながりを
希望しており、日頃のコミュニケーションや声か
け・見守り活動、近所の顔見知りが集える場の必
要性を感じている。一方、交通手段に不安を感じ
ており、買い物などの手助けを求めていることも
示唆された。

この結果を受けて、住民相互の助け合い活動と
して実施されている「ケアネットサービス」の現
状を見てみると、統計上の推測の域は出ないが各
市町村でそれなりに取り組まれてはいるがA市に
限らず、ひとり暮らし高齢者に必要なサービス量
が提供されているとは言えないのではないかと考
えることができる。ひとり暮らし高齢者のニーズ
とそれに対する住民の助け合い活動のチーム数や

表11　「平成30年度市町村社協ケアネット活動状況報告書」（一部抜粋）
１）市町村 A B C D E F G H I J K L M N O 計

２）実施地区数 27 43 27 13 21 9 16 21 18 31 2 7 10 10 10 265

３）チーム数（A） 228 513 141 151 743 193 511 217 123 182 7 191 78 83 52 3,413

４）対象人数 232 933 145 151 794 383 511 249 989 998 52 391 159 215 57 6,259

５）うち高齢者 222 880 141 140 717 378 503 210 870 952 42 356 154 209 55 5,829

６）うち独居（B） 178 740 130 109 488 324 455 166 534 665 26 283 154 141 45 4,438

７）見守り・声かけ 41,916 40,811 10,321 8,425 63,113 5,162 41,601 15,317 14,337 34,468 1,911 19,524 7,198 19,861 9,606 333,571

８）話し相手 13,477 14,261 3,275 3,129 16,330 1,389 5,080 6,115 3,534 8,986 593 8,241 2,359 4,138 4,743 95,650

９）ゴミ出し 1,552 2,101 911 929 1,946 294 643 790 450 825 11 941 293 219 16 11,921

10）買物代行 309 409 329 253 1,244 4 410 166 18 86 0 221 0 111 68 3,628

11）草むしり 53 207 270 2 776 3 83 90 15 135 0 40 0 25 10 1,709

12）除雪 40 166 25 51 172 10 25 65 0 174 3 79 90 27 8 935

13）外出付添 370 425 108 19 1,854 3 325 463 176 67 315 467 300 0 37 5,029

14）児童預かり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 8

15）児童送迎 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

16）薬の受取 0 73 42 0 140 0 72 8 15 44 0 281 0 57 0 732

17）その他 690 2,349 905 1,152 2,024 83 854 1,420 332 1,237 680 771 766 722 24 14,009

18）独居高齢者数（C） 2,836 16,694 6,995 1,734 1,841 1,133 1,400 1,224 863 1,752 40 881 876 889 713 39,871

19）（C）/（A） 12.4 32.5 49.6 11.5 2.5 5.9 2.7 5.6 7.0 9.6 5.7 4.6 11.2 10.7 13.7 11.7

20）（B）/（C） 6.3% 4.4% 1.9% 6.3% 26.5% 28.6% 32.5% 13.6% 61.9% 38.0% 65.0% 32.1% 17.6% 15.9% 6.3% 11.1%

※18）独居（ひとり暮らし）高齢者数（Ｃ）は平成27年度国勢調査の数値である。
※19）独居（ひとり暮らし）高齢者数／チーム数が示す値は1チーム当たりの独居（ひとり暮らし）高齢者数である。
※20）  対象者のうちの独居（ひとり暮らし）高齢者数／独居（ひとり暮らし）高齢者数が示す値は独居（ひとり暮らし）高齢者の内どのく

らいを対象者としているかを表している。
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活動回数においてギャップが存在している。
住民の支え合い活動は強制ではなく主体的な活

動である。しかし、住民のニーズに応えるべく支
え合い活動の展開が望まれており、今回取り上げ
た「ケアネットサービス」だけではなく、様々な
社会資源を活用した活動が今後地域において必要
である。そのためには、地域の課題を住民内で共
有し、具体的に計画し実践していく仕組みが必要
となる。県内においても住民主体で地域の特性に
応じた買い物支援活動が計画7）に沿って展開され
ている地域もある。

今後ひとり暮らし高齢者が増加することは避け
られないことではあるが、ひとり暮らしになって
もその人らしく地域で生活していくためには、日
頃からの地域でのつながりはもちろんであるが、
生活を支援する様々なサービスの質と量の充実が
必要であり、そのためには住民のニーズを的確に
とらえ、具体的な活動を計画することが大切であ
り、何より住民自身の福祉意識の醸成と主体的な
活動が必要である8）9）。また、住民の活動を支援
することが大切であり、行政や福祉関係施設、事
業者からの支援・協力がますます必要となってく
るであろう。
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Abstract
In this study, we considered the factors necessary for aged people to continue living alone in local 

communities in order to figure out what are necessary for aged people living alone to live safely and 
securely in local communities and practice them, through comparing the current states of support  
activities by local residents in Toyama prefecture with the results of a survey conducted in our univer-
sity.

Results showed that many of them want to continue living in the local communities where they are 
used to. In their lives after beginning to live alone, they desire to be linked with the local communities 
they belong, and feel the needs for daily communications, speaking, watching activities, and the places 
where their friends get together. Meanwhile, it was suggested that they worry about transportation 
and want assistance with shopping.

In the future, it is necessary to improve the quality and quantity of life support services as well as 
local connections in order to keep their lives in character in the communities even after beginning to 
live alone. To that end, it is important to accurately grasp the needs of residents and to plan concrete 
activities. Above all, fostering the welfare awareness of residents themselves to encourage their  
independent activities is required. It is also important to support the activities of residents, which  
increasingly requires the support and cooperation of the government, welfare-related facilities, and 
companies.

Keywords：Aged people living alone, Support activity, Care net service, Life support
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センサーの見守り機能に対する見守る立場・見守られる立場による感じ方の違い
　

炭谷　英信1）、今川　孝枝1）、荒木　晴美1）、炭谷　靖子1）、松本三千人2）

1）富山福祉短期大学看護学科
2）富山福祉短期大学社会福祉学科
（2020.00.00受稿，2020.00.00受理）

要旨
高齢者への見守りシステムが必要となっており、センサーを使ったものなど、研究が進んでいる。しか

しその機能に対して、同じ人が見守る、見守られる立場の違いによる感じ方を調査した研究はない。そこ
で本研究ではセンサーの見守り機能に対する立場によっての感じ方の違いを明らかにすることを目的とし
た。調査対象はA市内の研究協力に同意を得られた住民で、調査方法は自記式質問紙法である。項目は性、
年齢、センサーによる「見守り」の機能について「見守る立場」・「見守られる立場」として機能の必要性、
ひとり暮らしになった時「見守り」の希望、近所の人がひとり暮らしになった時「見守り」を行うかであ
る。調査期間は平成29年11月～12月で回答を得られた者356人を対象にした。分析はウィルコクソンの
符号付順位検定を用いた。

結果は「心肺停止時の連絡」以外、機能の必要性として「見守る立場」より「見守られる立場」のほう
が有意に低く、立場の違いから機能に対する必要性の感じ方に違いがあることが示唆され、また近所の人
がひとり暮らしになった時見守ると考えている人は「心肺機能時の連絡」の必要性を「見守る立場」より

「見守られる立場」のほうが有意に低くでており、見守り機能について見守られる立場になると必要性を
感じないことが示唆された。

キーワード：センサー、立場、見守り、見守り機能

１　はじめに
少子高齢化社会が進み日本の高齢化率は平成29

年10月1日現在で27.7％1）と超高齢社会である。
富山県でも平成29年10月1日現在で31.3％と全国
より高い割合となっている2）。また、日本の65歳
以上の者のいる世帯についてみると、 平成28

（2016）年現在で全世帯の内48.4％であり、その世
帯構成も単独世帯と夫婦のみの世帯で半数を超え
るものになっている1）。そのような社会の状態か
ら高齢者の社会的孤立を防ぐためにも見守りの支
援が必要であり、高齢者への見守りに対するシス
テムが必要となってくる。そのシステムには通信
機器やセンサーを使ったものがある。ライフライ
ンを活用した独居高齢者の生活行動のモニタリン
グ3）や見守りセンサーを用いた生活支援の検討4）

など研究が進んでいる。しかし、見守りセンサー
の導入を行うには本人たちの感じ方で変わってく
るものと考えられる。そしてその機能に対して見
守る立場と見守られる立場とで感じ方の違いがあ
るものと考えられる。しかし見守りセンサーの機
能に対して、感じ方の違いを見ているものはなく、
同じ人が見守る立場、見守られる立場の違いによ

る感じ方を調査したものはない。そこで本研究で
はセンサーの見守り機能に対する見守る立場、見
守られる立場の感じ方による違いを明らかにする
ことを目的とした。

２　研究目的
センサーの見守り機能に対する見守る立場、見

守られる立場の感じ方による違いを明らかにする。

３　研究方法
本研究では本学で実施した「地域の人々のつな

がりと見守りについての意識調査」の結果をもと
にセンサーの見守り機能に対する見守る立場、見
守られる立場の感じ方による違いを考察したもの
である。
３．１　「地域の人々のつながりと見守りにつ

いての意識調査」
３．１．１　目的

独居高齢者のセンサー（ドップラーセン
サーやサーマルセンサーなど）を用いての見
守りシステム構築にあたり、地域のつながり
度（ソーシャルキャピタル指数）と見守りに

センサーの見守り機能に対する見守る立場・見守られる立場による感じ方の違い
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関する住民の意識を明らかにする。これはセ
ンサーを用いた見守り機器の開発と見守りシ
ステム構築において活用の可能性を広げるた
めの最も基礎となるものである。
３．１．２　調査対象：A市内の研究協力に

同意を得られた住民（配布数
550部）

３．１．３　調査方法：自記式質問紙法
３．１．４　調査期間：平成29年11月～

12月
３．１．５　アンケート内容

性別、年齢、居住区、家族員の数、ソー
シャルキャピタル指数、見守り項目に対する
感じ方（見守る側・見守れる側）、見守られ
ること見守ることについての感じ方、自身の
健康に関する感じ方、独居高齢者が地域で暮
らし続けるために必要なこと（自由記載）な
ど

本研究で使用する項目は
①　性別
②　年齢（年齢層に分けて）
③ 　 センサーによる「見守り」の機能（心停

止時の連絡、不在状況時の連絡、転倒時の
連絡、苦しんでいるときの連絡、異常な室
温時の連絡、睡眠・活動量を記録、睡眠の
質の変化状況を記録、体重の変化を記録、
寝返りの状況を記録、外出頻度の記録の10
項目）の必要性（「見守る立場」と「見守
られる立場」で）

回答は（必要である、あればよいと思
う、どちらともいえない、あまり必要だと
思わない、必要ない）の5段階評価で回答。

④　 ひとり暮らしになった時「見守り」の希
望

回答は（毎日声かけ、週2～3回声かけ、
月1～2回声かけ、声かけず、気にしない）
の5段階評価で回答。分析では毎日声かけ、
週2～3回声かけ、月1～2回声かけの回答
したものを「見守ってほしい」、声かけず、
気にしないの回答したものを「見守ってほ
しくない」と2群に分けて分析する。
⑤　近所の人がひとり暮らしになった時

「見守り」を行うか
回答は（毎日声かけ、週2～3回声かけ、

月1～2回声かけ、声かけず、気にしない）
の5段階評価で回答。分析では毎日声かけ、
週2～3回声かけ、月1～2回声かけの回答
したものを「見守る」、声かけず、気にし

ないの回答したものを「見守らない」と2
群に分けて分析する。

３．２　研究対象：性、年齢、センサーによる
「見守り」の機能の必要性に対してす
べて回答した者で60歳台から80歳台
の者

３．３　分析方法：センサーによる「見守り」
の機能を項目ごとに分析する。また、
姓別、年齢層別（60歳台・70歳台・
80歳台）、「見守ってほしい」群「見
守ってほしくない」群別、「見守る」
群「見守らない」群別で分析する。統
計解析はχ²検定、ウィルコクソンの
符号付順位検定を行う。有意水準は
0.05未満とする。 統計ソフトは
HALBAU7.3.2を使用。

３．４　倫理的配慮
「地域の人々のつながりと見守りについての

意識調査」の実施にあたっては、調査は無記名
とし、個人が特定できないよう配慮するととも
に統計的に処理し、研究資料として活用する旨
についても説明し同意を得て回収した。なお、
本研究は所属機関の倫理委員会の承認を得てい
るものである。（H30-013号）

４　結果
回収数は406人（73.8％）であった。その内、

性、年齢、センサーによる「見守り」の機能の必
要性に対してすべて回答した者で60歳台から80
歳台の者は357人であった。その中で居住区の返
答がないものを除外した356人（87.7％）を研究
対象とした（図1）。
４．１　研究対象の構成

男は166人で女は190人であった。60歳台は
127人、70歳台は202人、80歳台は27人であっ
た（表1）。
４．２　センサーによる「見守り」の機能を項

目ごとに分析
χ²検定の結果、不在状況時の連絡、転倒

時の連絡、睡眠・活動量を記録の3項目では
回答の分布に有意差がみられた。

ウィルコクソンの符号付順位検定の結果、
10項目中、心停止時の連絡以外の9項目で有
意差がみられており、すべての項目で見守ら
れる立場で回答した際必要性を低く感じてい
た（表2）。
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図１　研究対象者

表１　研究対象の構成

表２　見守り機能ごとの必要性
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４．３　性別によるセンサーによる「見守り」
の機能を項目ごとに分析

男女共に有意差がみられた項目は、不在状況
時の連絡、転倒時の連絡、苦しんでいるときの
連絡、睡眠・活動量を記録、寝返りの状況を記
録、外出頻度の記録の6項目でありすべての項
目で見守られる立場で回答した際必要性を低く
感じていた。女性のみ有意差がみられた項目は、
異常な室温時の連絡、睡眠の質の変化状況を記
録、体重の変化を記録の3項目でありすべての
項目で見守られる立場で回答した際必要性を低
く感じていた。
4．4　年齢層別によるセンサーによる「見守

り」の機能を項目ごとに分析
60歳台・70歳台・80歳台すべてに有意差が

みられた項目は転倒時の連絡の1項目であり見
守られる立場で回答した際必要性を低く感じて
いた。

60歳台・70歳台共に有意差がみられた項目は
不在状況時の連絡、苦しんでいるときの連絡、
睡眠・活動量を記録、睡眠の質の変化状況を記
録、体重の変化を記録、外出頻度の記録の6項
目でありすべての項目で見守られる立場で回答
した際必要性を低く感じていた。

60歳台のみ有意差がみられた項目は異常な室
温時の連絡、寝返りの状況を記録の2項目であ
りすべての項目で見守られる立場で回答した際
必要性を低く感じていた。
４．５　「見守ってほしい」群「見守ってほし

くない」群別によるセンサーによる
「見守り」の機能を項目ごとに分析

「見守ってほしい」群「見守ってほしくない」
群共に有意差がみられた項目は不在状況時の連
絡、転倒時の連絡、苦しんでいるときの連絡、
睡眠の質の変化状況を記録、体重の変化を記録
の5項目でありすべての項目で見守られる立場
で回答した際必要性を低く感じていた。

「見守ってほしい」群のみに有意差がみられ
た項目は異常な室温時の連絡、睡眠・活動量を
記録、寝返りの状況を記録、外出頻度の記録の
4項目でありすべての項目で見守られる立場で
回答した際必要性を低く感じていた。
４．６　「見守る」群「見守らない」群別によ

るセンサーによる「見守り」の機能を
項目ごとに分析

「見守る」群「見守らない」群共に有意差が
みられた項目は不在状況時の連絡、転倒時の連
絡、睡眠・活動量を記録、外出頻度の記録の4
項目でありすべての項目で見守られる立場で回
答した際必要性を低く感じていた。
「見守る」群のみに有意差がみられた項目は

心停止時の連絡、苦しんでいるときの連絡、異
常な室温時の連絡、睡眠の質の変化状況を記録、
体重の変化を記録、寝返りの状況を記録の6項
目でありすべての項目で見守られる立場で回答
した際必要性を低く感じていた（表3）。

５　考察
χ²検定の結果、不在状況時の連絡、転倒時の

連絡、睡眠・活動量を記録の分布に有意差がみら
れ立場によって回答が変化する可能性が示唆され
た。

ウィルコクソンの符号付順位検定の結果、心停
止時の連絡以外全ての項目で統計処理上有意差が
みられた。そしてその全てが見守られる立場で回
答した際に必要性を低く感じていた。これは見守
られると感じているのではなくこの機能が見張ら
れていると感じているのではないかと考えられた。
また男女別でみた際女性のほうが見守られる立場
で回答した時多くの項目で必要性を低く感じてい
た。そのため男性よりも女性のほうが見守られて
いるのではなく見張られていると感じているので
はないかと考えた。年齢層別でみた際年齢層が下
がるごとに見守られる立場で回答した時多くの項

表３　各項目のウィルコクソンの符号付順位検定結果
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目で必要性を低く感じていた。そのため若い人ほ
ど見守られているのではなく見張られていると感
じているのではないかと考えた。

また「見守る」群「見守らない」群別で分析し
た際に「見守る」群で唯一心停止時の連絡の項目
に有意差がでていた。このことから近所の人がひ
とり暮らしになった時「見守り」を行うと考えて
いる人ほど見守られる立場になった際に見守り機
能を必要としないと考えられる。
５．１　研究の限界

本研究は一自治体のアンケート調査の回答で
あり一般化することはできない。また分析方法
も姓、年齢や他のアンケート項目ごとに分析し
ているが単変量解析であり交絡を調整仕切れて
いない。今後は交絡因子を考え多変量解析して
いくことが必要である。

６　結論
機能の必要性として「見守る立場」より「見守

られる立場」と立場の違いから機能に対する必要
性の感じ方に違いがあることが示唆された。また、
近所の人がひとり暮らしになった時見守ると考え
ている人は見守り機能について見守られる立場に
なると必要性を感じないことが示唆された。
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Differences in the feelings about the watch-over function of sensors 
between the people who watch over and those who are watched over

SUMITANI Hidenobu1）, IMAGAWA Takae1）, ARAKI Harumi1）, SUMITANI Ysuko1）, 
MATHUMOTO Mitito２）

1）Department of Nursing, Toyama College of Welfare Science
2）Department of Social Welfare, Toyama College of Welfare Science

Abstract
The watch-over system for aged people is increasingly needed, and thus researches to develop the 

systems such as those using sensors are actively going on. However, no study has investigated how dif-
ferently the same person feel about the watch-over function when they are watching over or being 
watched over. The purpose of this study was to reveal the difference in the feeling of the people in dif-
ferent standpoints on the watch-over function of sensors. The subjects were the residents of A city 
who provided the consent to participate the research. The survey was conducted with a self-comple-
tion questionnaire. The items of questionnaire were gender, age, the necessity for the functions of sen-
sors from the standpoints of those “watching over” or those “being watched over”, the desire for “being 
watched over” when living alone, and whether of not they “watch over” neighbors once they begin to 
live alone. The survey was conducted from November to December 2017 with 356 respondents. The 
Wilcoxon signed rank test was used for the analysis.

Results showed that those “watching over” felt significantly less necessity for the watch-over func-
tion than those “being watched over”, except for “contact upon cardiopulmonary arrest”, suggesting the 
presence of some differences in the perception about the need for watch-over function with different 
standpoints. Among the people who think they will watch neighbors when the neighbors begin to live 
alone, those “being watched over” felt significantly less need for “contact upon cardiopulmonary arrest” 
than those “watching over”, suggesting that the people who watch over do not feel the need for the 
watch-over function once they begin to be watched over.

Keywords：sensor, standpoint, watch-over, watch-over function
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子どもの心理療法における逆転移の効用
　

石津　孝治
富山福祉短期大学

（2020.00.00受稿，2020.00.00受理）

要旨
本稿では、子どもの心理療法における逆転移の効用について、3事例を基に論じた。第一の事例では、

子どもと家族の間の早期の関わりが、セラピストとの関係に転移され、セラピストはそれによって触発さ
れた逆転移感情を吟味することにより、子どもの理解を深めることができることを示した。第二の事例で
は、セラピストが、子どもによって触発されたコンプレックスに深く向き合うことによって、子どもも自
分の心に向き合い、治療が進展することを示した。また、そのようなセラピストの作業が、子どもの心理
療法においては、前概念的に伝達されることを指摘した。第三の事例では、時には、セラピストと子ども
のコンプレックスが、お互いの自我境界が曖昧になるほど重なり合う事態が生じることを示したが、セラ
ピストが自分のコンプレックスに向き合うだけでなく、心理療法の基本的な枠組みを維持することが必要
であることを示唆した。結論として、子どもの心理療法においても、セラピストの逆転移を積極的に利用
できること、それによって治療過程が深まるが、治療の進展はイメージ表現を媒介としてなされること、
を指摘した。

キーワード：逆転移、転移、子どもの心理療法

Ⅰ　はじめに
心理療法は、セラピストとクライエントの関係

性を基盤としてすすめられる。子どもの心理療法
も同様であるが、そもそも、子どもの心理療法自
体の理論的な研究が、成人のそれと比べ、質量と
も劣ることは否めない現状があろう。弘中1）が、
遊戯療法について、広く行われているにもかかわ
らず、他の心理療法と比べて十分な理論的な検討
がなされていないと指摘した時点から、それほど
状況が変わらないであろう。したがって、遊戯療
法などの実践家は、それらの効果を体感している
割には、治療のメカニズムについて、明確な説明
をし難い場合もあるだろうし、時には、成人の心
理療法より容易に実践、習得できるものであると
の誤解も生まれることもあろう。遊戯療法が初心
者に適した側面があるという事実が、いっそうそ
れに拍車をかけるのかもしれない。しかし、課題
のある子どもが抱える困難やそれに伴う苦悩、痛
みは、成人のそれと比べて浅くて軽いものである
とは決して言えず、それらの臨床的な対応には、
成人の心理療法同様、高い専門性を要するのであ
る。そこで、子どもの心理療法においても、その
基盤となる、セラピストとクライエントの関係性
について考察を深めていく余地もまだあるだろう。
関係性の問題の中でも、本稿では、転移、逆転移

関係を取り上げ、その文脈の中でセラピストの果
たす機能に焦点をあてる。特に、大人の心理療法
同様、子どもの心理療法においても、セラピスト
自身の内的な作業が重要な役割を果たす点につい
て強調する予定である。

Ⅱ　子どもの心理療法に見られる転移・逆転移関係
心理療法においては、セラピストとクライエン

トの間に、非言語的な内容も含め複雑で濃密な交
流がなされるが、特に、クライエントの葛藤が反
映されたり、セラピストの個人的な反応がかかわ
る治療上重要な側面は、「転移」や「逆転移」と
して概念化され、論じられている。Frued 2）は、
被分析者によってもたらされたものを把握するこ
との妨げにならないよう、分析医が自身のコンプ
レックスについて十分知っておくべきことを指摘
している。その後、逆転移が治療を妨げる側面だ
けではなく、逆転移を治療上生かすという、より
積極的な側面が論じられるようになった。Racker 
3）は、逆転移について、補足型同一視と融和型同
一視の概念を使って論じている。すなわち、補足
型同一視は、分析医が自分の自我と患者の内的な
対象を同一視する場合で、狭義の逆転移に相当す
る。融和型同一視は、分析医が自分の人格の様々
な部分と、それに対応する患者の側面とを同一視
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する場合で、患者を理解することに資する。そし
て、分析医が自身の逆転移反応を感じ取ることで、
患者の転移状況を意識化し解釈できるとする。松
木4）は、逆転移は治療者の病的な葛藤や不安が患
者との間に湧き上がっている側面と、患者の葛藤
の反映である場合があるとし、それらを吟味する
具体的な方法について解説している。こうして、
セラピストが、自身の内部に生じる感覚に敏感に
気付いていることで、クライエントの内面の理解
を深めることができる事実が指摘され、実践に役
立てられるようになっているのである。子どもの
心理療法において、転移とそれに対応する逆転移、
そして子どもの理解が深まっていく様相について、
遊戯療法の場面を取り上げて考察する。次に挙げ
るのは、施設に入所している子どもに実施した心
理療法（遊戯療法）の一場面である。

臨床素材1
Aは小学生の女児である。プレイルームにあっ

たクレーン車を操作するが、思ったようにいかず
イライラし、セラピストに操作方法を聞く。その
際セラピストは、素早く的確なアドバイスを要求
されている緊張感とプレッシャーを感じる。セラ
ピストもそれを操作した経験はなかったのである
が、そのような言い訳がましいコメントが通る雰
囲気でなく、さりとて実際に適切なアドバイスが
できるわけでもない。Aはうまく操作ができない
ことでまたイライラし、セラピストを非難する。
その後、Aはそのクレーンで何かを掬い取ってみ
たいという。セラピストは、適切な物を選ばなけ
れば、というプレッシャーをさらに感じる。ク
レーンのアームの部分は全体の上下の動作と、曲
げたり伸ばす動作との操作が独立しており、さら
に車両の位置の調整も必要であり、それらを統合
する操作はそう簡単ではなく、Aがそれをやり遂
げることがそもそも難しいと想像できる。その予
想通り、セラピストはプレイルームにある物をい
くつか選んで差し出すのだが、クレーンの操作は
困難を極め、Aは思った通りに操作ができず、そ
のたびにイライラする。Aの意図は、バケットの
中に物を完全に収めて持ち上げることであるが、
本来そのような遊び方ができるほどの設計はされ
ていないように見える。しかし、Aは、イライラ
するたびに、セラピストが用意した物が悪い、あ
るいは、セラピストのせいでできない、と強く非
難する。

この場面では、セラピストは、Aの意に添うよ

うに的確なアドバイスと環境を用意しなければな
らないというプレッシャーを感じ、もう一方では、
それらが失敗すると、厳しく非難され、無能な自
分を感じざるを得ない状況に追い込まれた。それ
らが相まって、「どうすればいいの？」という追
いつめられた心境にもなった。これらの状況や逆
転移感情から、それらの意味するものを考えてみ
ると、次のような理解が得られた。すなわち、セ
ラピストは、子どもの意志や感情に鈍感で、それ
らを考慮しない、一方的な介入をする養育者を演
じさせられていたのである。つまり、そのような
Aの内的対象にセラピストが同一化したと考えら
れる。そして、そのような環境下でも、保護者の
安定を保とうとすることに気を遣い、そのプレッ
シャーの中で、どうにもできない、追いつめられ
た心境になっていくAの状況が、実感を持って理
解できると思えた。ところで、上述の場面と同様
なパターンの関わりが他の遊びでも見られたのだ
が、それらの状況でセラピストは、逆転移感情を
保持し、その状況に可能な限り熟考はするが、そ
の理解に基づく解釈的な介入は行っていない。そ
のように関わっていると、これらの遊びの場面の
後は、和んだ雰囲気の遊びにシフトするようにな
る。やがて、セラピストを夫に見立て、セッショ
ンの全ての時間をかけ、熱心に料理をつくる遊び
が現れるようになる。より大きな文脈の中では、
愛着（アタッチメント）の枠組みを借りれば、作
業モデルの修正過程として理解できる4）。その一
部として、こういった転移・逆転移がセラピスト
との関係に強く反映される一時期が必要だったと
考えられる。

Ⅲ　セラピストが自身の心を見つめる作業
逆転移は、クライエントの共感的理解を深めた

り、逆に治療を阻害する働きをする。それは、
Racker 3）が、融和型同一視を広義の逆転移とした
ほうが好ましいことを論じた文脈で、その理由と
して、融和型同一視が「分析医自身の過去の過程、
ことに幼児期を再現すること、あるいはその過去
の再現なり再体験なりが患者からの刺激を受けて
生じてくる反応である」3）と指摘したように、い
ずれにせよ、セラピストの個人的な経験によるか
らである。それを踏まえたうえで、セラピストの
心をより積極的に生かすには、どのような態度が
要請されるのであろうか。成田6）は、自身の臨床
素材を取り上げながら、「治療者が患者の話を聞
きつつ自身の心をみつめることによって、はじめ
は外側からのぞき見るだけであった患者の内的世
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界と治療者の内的世界が重なり合い、通じ合って、
いま自分がその中にいるように、そこで生きてい
るように感じられてきた」と述べ、治療者の個人
的な経験を振り返る作業について率直に記載して
いる。セラピストの中に生じる逆転移感情は、ク
ライエントの言動によって触発されるものである
が、その内省がクライエントの内面の共感的な理
解につながるのは、セラピスト自身の個人的な体
験が内省されることによって、クライエントの内
面と同質の感情を見出すからである。そのセラピ
スト側の作業は、成田6）が、治療者が「自分の心
の井戸を深く見通してみる」ことで患者の体験と
通底する共通の感情を発見すると表現するように、
自分の心を深く内省する方向性が重要と思われる。
筆者は、子どもの心理療法においてもこのような
セラピストの作業が重要な意味を持っていると考
えている。セラピストがこうした作業を行えるほ
ど、クライエントも自分の心を深く見つめる作業
に取り組めることが比較的よくわかる事例を提示
し、考察を試みる。

臨床素材2
Bは小学生の男児である。爆発的に「キレる」

という主訴で遊戯療法を適用した事例である。心
理療法過程の初期の頃、プレイ中、Bは全く脈絡
なく、「先生は女の人を捨てた！」と鋭く攻撃的
に、セラピストに言い放った。その後ドッチボー
ルを続けるが、Bの投げるボールは程よく抑制さ
れ、遊びの範囲内にとどまるものの、彼が投げる
際、「先生狙われている」と何度か言う。母親面
接から情報を得ていたので、転移が向けられてい
ることはすぐに了解できた。そのためか、セラピ
ストは、Bに対する直接的な感情はほとんど感じ
なかったが、自身の深い部分の何かが共鳴し、振
動するような感覚を覚える。セラピストはまた、
Bの底に蠢き、その一部が抑制を逃れてほとば
しっているような、Bの危機的な状態を実感とし
て感じることができるように思われた。それらは、
Bの抱える怒りにセラピストが触発され、共鳴し
たことに基づいていると考えられる。セラピスト
自身が家族の中で体験した内容が想起され、自分
が認められない気持ち、ないがしろにされる感覚、
それに対する反発心を抱いていたこと、などを改
めて再体験する。それらはBとは具体的な状況が
異なるが、彼の置かれた状況を、内側から理解で
きるように思われた。その後、Bは特に箱庭で深
い表現をなすようになった。無意識に降りていく
過程を表現し、無意識と意識を繋ぐ過程を表現し、

そしてさらにその後、再生を表現する作品を置い
た。セラピストは、この箱庭に立ち会い、深く心
を動かされる。そこには、セラピストの中の何か
が癒されるような感覚もあったのである。Bの問
題となる行動は消失し、友達と活発に交流できる
ようになり、20数回でセラピーは終結している。

この事例では、父親転移が明瞭に認められた場
面があったのであるが、それは部分に過ぎず、そ
の奥には母親との葛藤の問題があった。しかし、
それはセラピストに対して直接的に向けられるこ
とはなく、遊びや箱庭によって表現された。セラ
ピスト側の心の動きとしては、自身のコンプレッ
クスが揺り動かされ、セラピスト自身の「心の井
戸」を、内省によって、言わば下に向かって掘り
進める作業を行ったといえる。Bにおいても、自
分の心と深く向き合う作業が進んだ。筆者は、前
者のセラピストの作業と、後者のクライエントの
作業がお互いに影響を与え合っていると考えてい
る。氏原7）は、あらゆるコンプレックスがあらゆ
る人間にあること、カウンセラーがそれに気づい
ていることが必要であることを前提としながら、

「カウンセリングには、カウンセラーが、クライ
エントの気づいていないクライエントのコンプ
レックスに触発されておのれのコンプレックスに
気づき、そこにクライエントのコンプレックスを
映し返すことによって、クライエントが自らのコ
ンプレックスに気づくプロセスがある」7）とする。
子どもの心理療法においても、このような相互関
係が成立すると考えられる。ここで、セラピスト
が触発された自身のコンプレックスについて、自
分の心になじむよう、それらを感じ、それらが持
つ意味を知っていることが極めて重要であると考
えられる。そうでなければ、治療に妨害的に作用
する可能性があるだろう。セラピスト自身の中で、
怒りのような、本来身体感覚的なものが、心のレ
ベルで捉えられ、なじんでいることが大切なので
ある。このような作業がクライエントに「映し返
される」のである。ところで、「映し返す」とは
何を媒介にして可能になるのであろうか。子ども
の心理療法の場合、成人を対象とした心理療法に
比べ、セラピストとクライエントの交流における
言葉そのものの果たす役割は一般に軽くなるであ
ろう。Bの事例についても、セラピストは、父親
や母親に対する葛藤について、言葉による解釈は
行っていない。仮に、Bが父親や母親に関してコ
メントをしていたとすれば、セラピストも、何ら
かの、言葉による明確化、場合によっては解釈を
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試みた可能性もあるが、そのような展開にはなら
なかった。したがってここでは、「映し返す」こ
とは、セラピストの内省、あるいはそれによるB
についての理解が、非言語になされたのだと考え
られる。弘中8）は、遊戯療法と箱庭療法の治療メ
カニズムを論じる中で、子どもの表現は子どもに
とって前概念レベルの体験にほかならず、つまり、
言葉では表現し尽くせない感情や身体感覚を伴う
体験を引き起こすことを指摘する。そして、子ど
もの表現に触れたセラピストの中にも前概念レベ
ルの体験が生じ、その意味を感じ取り、そのセラ
ピストの反応が何らかの形でまた子どもに伝え返
される、というような、何重もの往復が生じると
する。子どもの心理療法の進展には、このような
相互の前概念レベルの伝え合いが重要な役割を
担っており、Bの事例においても、セラピストの
理解した内容自体は上述のように言語化されるの
であるが、その言語化される前の体験内容が伝
わっているのだと考えられるのである。

Ⅲ　  クライエントとセラピストのコンプレックス
が重なりあうこと

これまで論じてきたことと連続線上にあるが、
子どもとセラピストのコンプレックスが重なり、
両者の問題の境界が曖昧になるような状況も生じ
ることがある。施設に入所する子どもの事例で説
明したい。

臨床素材3
Cは小学生の男子で、感情のコントロールの問

題を抱えていた。心理療法を開始して3回目でC
は初めて箱庭を置いた。ジャングルの中で動物や
蛇などに兵士たちが囲まれ、戦いになろうとして
いる場面であり、兵士にとっては、とても困難な
状況に見える。数人の兵士の中心に、一人だけ剣
を持った、他の兵士とは異なるキャラクターがお
り、Cは彼について、40歳くらいだと言い、「家
出」をしてきたのだという。40歳の大人が家出を
する状況についてそれ以上の説明はなかったが、
セラピストは当時ちょうどその年齢に近く、Cが
そのように説明した際、ある種衝撃を受け、戸惑
うと同時に、何か見透かされたような心境になっ
たのである。セラピストは実際に家出をしていた
わけでもなく、その経験もない。しかし、少年期、
青年期、そして、中年期の、それらの時期なりの
孤独の体験があったのである。そして、それはま
さしく、当然のことながら、箱庭の作成者である
C自身の問題でもあった。他の入所児同様、Cも

また複雑な家庭環境を経験しており、小学生にし
て困難な人生を歩んでいたのである。セラピスト
はそのような家庭環境を経験していないが、実感
として少しは理解できるように感じたのである。
Cの問題とされる行動は、心理療法開始1か月目
で目に見えて減少し、2か月目でほぼ消失したこ
とが職員に認知されている。その後の心理療法過
程は、表面上は穏やかに推移するが、Cが時々置
く箱庭では、強い感情を秘める場面や物語が語ら
れ、セラピストは心を打たれる。例えば、墓の前
に突っ伏している、「大切な人」を亡くした子ど
もの姿など。心理療法は1年と4か月ほどで終結
したが、その後も、少なくとも数年は、再発は起
きていないことも確かめられている。

Bの事例同様、セラピスト自身の内省とCが自
分の心に向き合う作業が同時並行的に成立してい
る。40歳の男性像については、表面的には、不在
の父親を投影したものであろう。しかし、セラピ
ストに与えるインパクトや全体の文脈から考える
と、実質はセラピストと関係した表現、つまり転
移の表現とみなされると考えている。セラピスト
は事前にCの生育歴についての基本的な情報を得
ているし、初回には描画テストも実施している。
3回目にそのようなインパクトのある交流が起こっ
たのは、そうした作業に伴うセラピストのCにつ
いての理解、あるいは概念化される前の内容も含
め、先述のように前概念的な伝えあいが開始初期
から活発に生じていることを示唆する。

この事例において特異な点は、Cとセラピスト
の問題が、Bと比べてより劇的な形で重なってい
ることである。Bのケースも同様なのであるが、
両者にとって、抱えている問題が、自分のものな
のか、相手のものなのか、が曖昧になってしまう
ような状況が生じる。つまり、自我境界が曖昧に
なっているとも言えるのである。しかし、このよ
うな体験が発端となって、心理療法プロセスが深
まり、進展していった事実は重要である。そのプ
ロセスは、ほとんど自律的な力を持っており、そ
の展開に両者が身を任せるような感覚で展開した
とセラピストには感じられた。そして、この事例
のように、子どものセラピストを見抜く目という
のは、時に極めて鋭敏である。このような状況に
出会う時、セラピストは、自身のコンプレックス
に向き合うことを避けたり、曖昧にできないこと
を知るのである。

ところで、この事例のように、セラピストとク
ライエントの間で、強い無意識的な領域の重なり
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が生じてくる場合があるし、事例Bにおいてセラ
ピストが感じたように、自分が癒されるような感
覚が生じることも時には起こる。しかし、そもそ
も心理療法の恩恵を受けるのはクライエントで
あって、セラピストはそのために関わっているこ
と、クライエントは子どもであっても、クライエ
ント自身の心に向き合っていかねばならないこと
を、セラピストが意識していることは援助の基本
であって、こういった枠組みはしっかり維持され
る必要がある。そうであるからこそ、両者の深い
交流が可能となるのであるし、セラピストも、自
身の感情を比較的自由に扱えるようになるのであ
る。

Ⅳ　おわりに
A、B、Cの事例において、クライエントの転移

を受け、セラピストに逆転移感情が生じるという
構造は共通である。そして、逆転移感情の吟味か
らクライエントの理解を深めることも同様である
ことがわかるであろうし、それがその後の展開に
も影響していることもわかるであろう。子どもの
心理療法においても、逆転移を積極的に生かすこ
とが可能だと言えるのである。これら転移・逆転
移という関係性は、それを機に、セラピストが自
分の心を使ってクライエントの心を理解しようと
する能動的な作業が含まれる。その理解の対象と
なる内容は、本稿で挙げた事例のように、親との
関係の中での傷つきであり、また怒りであり、あ
るいは孤独などであったりするが、いずれも苦痛
な体験である。それらは、クライエントだけでな
く、または心理療法家でなくとも、万人が多かれ
少なかれ体験する内容でもある。しかし、先に氏
原6）を引用したように、セラピストは、触発され
たコンプレックスに気づき、それをクライエント
に映し反すことができるよう、少なくともある程
度は、自覚的に向き合い、知っておくことが必要
であろう。そして、「そういうものを抱えていて
も生きていける」、といったような、ネガティブ
なものを含みつつも、ポジティブな態度をつくっ
ておくことが必要なのだと考えられる。あるいは、
心理療法過程で、セラピスト側も自身のコンプ
レックスを再体験し、それに向き合い、成長する
ことが求められるであろう。セラピストのそうし
た作業が前概念的、または些細な言動、時には明
確な言葉で表現されてクライエントに伝わり、ク
ライエントは自身の心に向き合うことができる。
このようなセラピストとクライエントの交流の中
で、これまで論じてきたように、例えば、ただ

「キレる」という感覚的、暴発的行動の次元から、
クライエントが自分の感情として吟味し、感じら
れるようになり、それらの体験的な理解を促すの
である。そしてそのプロセスは、子どもの心理療
法の場合、上述の事例のように、イメージ表現を
媒介とする作業によってなされることが多いので
ある。
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Benefits of countertransference in child psychotherapy

Kouji ISHIZU
Toyama College of Welfare Science

Abstract
Herein, the benefits of countertransference in child psychotherapy are discussed on the basis of 

three cases encountered by the author. In the first case, the relationship in early life between a child 
and the family was transferred to the relationship with the therapist, and the therapist was able to fur-
ther the understanding of the child by examining the countertransference feelings thus inspired. In the 
second case, the therapist seriously faced the complex inspired by a child, and this led the child to face 
the child’s own mind, resulting in treatment progress. This therapist work was conveyed preconceptu-
ally in child psychotherapy. In the third case, the complexes of the therapist and a child might some-
times overlap with each other to an extent that their ego boundaries could be blurred, and it was sug-
gested that therapists need not only to face their complexes but also to maintain the basic framework 
of psychotherapy. In conclusion, countertransference of therapists can be utilized proactively in child 
psychotherapy and the treatment process is deepened as a result, but treatment progress is mediated 
by image representation.

Keywords：countertransference, transference, child psychotherapy
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学生による地域フィールドワーク研究助成事業実践報告
―利賀の豊かな自然を活かした自然保育プログラムによる子育て支援―

藤井　徳子
富山福祉短期大学幼児教育学科
（2020.00.00受稿，2020.00.00受理）

要旨
本稿は、富山福祉短期大学幼児教育学科２年次総合演習（自然保育グループ）が取り組んだ平成30年度

大学コンソーシアム富山学生による地域フィールドワーク研究助成事業「利賀の豊かな自然を活かした自
然保育プログラムによる子育て支援」の実践報告１）である。同学科の自然保育グループは森の幼稚園や射
水市協働事業「森であそぼう！里山さんぽ」など、さまざまな自然保育の現場に参加し、知識や自然保育
技術を高めてきた。そこで本事業では、過疎化・少子化の進む山間地域である利賀村（富山県南砺市）で、
利賀の地域資源を活用した自然保育プログラムの開発および実施と、利賀の自然やその恵みを再発見し、
子どもたちや子育て世代のふるさとへの愛着を育む地域づくりという２つの課題解決に取り組んだ。本事
業は保育士養成校の学生にとって、「実習とは異なる場で保育指導案を立案し保育者とともに実践する」と
いう貴重な学びであった。養成校と保育現場の協働の必要性は年々強調されてきているが、現状では授業
への参画や協議をするといった時間や場の確保は容易ではなく、今回のように養成校側の専門的知見と実
際の保育現場での実践を繋ぐプロジェクトは、学生と保育者がともに育ちあう協働の一つのあり方を提示
できたと考える。

キーワード：自然保育、養成校と保育現場の協働、子育て支援、地域づくり

１．事業の背景
養成校と保育現場の協働の必要性は年々強調さ

れてきているが、現状では授業への参画や協議を
するといった時間や場の確保は容易ではない。ま
た地域社会への貢献という役割も、近年ますます
大学に求められているが、その活動について検証
された文献は少なく、池田２）によると、それらの
少ない文献を精査したところ、子どもたちへの教
育的貢献活動に関する論稿は、いずれも大学等か
ら地域の子どもへの一方通行的な関与であり、そ
の活動はボランティア教育の範疇にあり専門教育
に関わるものは見られなかった。また、三澤３）

は、「少子化の影響などで子どもと接する機会が
減少している学生にとって、保育の実践や現場へ
の対応、対人コミュニケーションなどにおける不
安は大きく、このような学生の現状を理解し、安
心して学べる保育実践の環境を保育現場と連携し
て作っていくことが重要である」と述べている。
このように、学生が実践を通して学ぶ機会をいか
にして創り出すかということは養成校の大きな課
題であり、そう考えると、本事業「大学コンソー
シアムの学生による地域フィールドワーク研究助
成」はまさに現場で、現場に学ぶ絶好の機会とい

える。
本学では２年次必修の総合演習において、自然

保育、特別支援教育、音楽表現、造形表現、臨床
美術、幼児体育、保育心理の各分野で、それらを
専門領域とする教員の指導のもとに深く学ぶよう
な学びがデザインされている。筆者が担当する自
然保育グループでは、園舎を持たず自然のなかで
保育を行う「森のようちえん」（富山森のこども
園）や、同短期大学が射水市と協働で実施してい
る親子自然体験活動「森であそぼう！里山さんぽ」
など、さまざまな保育現場で実践を重ねてきてい
た。

今回の事業実践フィールドとなった利賀（富山
県南砺市）は、過疎化・少子化が進む山間地域で
あるが、子育て世代のＩターンやTOGA森の大学
校など、地域や自然を守るために様々なアイディ
アで取り組んでいる。一方、近年の子どもの育ち
に関わる課題として、自然体験の不足とその重要
性が再認識されているが、自然豊かな地域の子ど
もも例外ではない。自然の中で保育を行う「森の
ようちえん」は欧米で盛んであるが、日本でもそ
の教育的効果だけでなく、地域づくりの面でも各
自治体が注目し、行政による公的支援が活発に
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なってきたところである（長野県・鳥取県・三重
県・広島県等）。そこで、この利賀ならではの特
色を活かした自然保育プログラムの開発・実施に
より、子どもたちの自然体験を豊かにし、保育者
や保護者の自然保育への理解を深めるとともに、
利賀の自然やその恵みを再発見し、子どもたちや
子育て世代のふるさとへの愛着を育みたい。また
ワークショップ「利賀の子どもたちの未来」を開
催し、保護者、保育者、地域の方々、学生らが集
い、自然保育や自然の中での子育てについて共に
考え、語り合い、思いを共有したいと考えた。さ
らに、これらの事業成果をミニブック「利賀のこ
どもの時間AtoZ」として発行することで利賀の
魅力を地域内外へ発信したいと考えた。

本章の構成については、２章で事業の目的と方
法、３章で実施内容、４章で結果および成果、５
章で今後の展開について提言する。

２．事業の目的と方法
２．１　自然保育プログラムの開発

南砺市立利賀ささゆり保育園は、利賀村唯一の
保育施設であり、地域のほとんどの子どもたちが
通園している。保育園の周辺や散歩コースは豊か
な自然環境に恵まれているが、毎日の保育では特
に自然保育を意識的に取り入れているわけではな
いとのことであった。そこで今回は利賀の地域資
源を活用した自然保育プログラムを開発し、実際
に保育園でプログラムを実施することとする。

２．２　「自然を活用した子育て支援」による地
域づくり

少子化、過疎化の進む利賀地域では、「次世代
育成」と「地域づくり」は喫緊の課題である。そ
こで、子育て支援に関するさまざまなステークホ
ルダー（子ども、保護者、保育者、地域住民、行
政職員、学生）が集い、「利賀の自然・こども・
未来」をテーマに思いを共有するワークショップ
を実施し、これからの利賀の子育てや、その目指
す方向について相互理解をはかる。

２．３　養成校（学生）・保育園（保育者）・地域
の協働

本プロジェクトでは、実践を通して学生が自然
保育の意義やすばらしさ、楽しさを体感・体得す
ると同時に、保育者（保育園）にとっても、現場
の実践に養成校の専門的知見を絡ませ保育の質向
上に繋いでいく機会とする。また地域とも協働する
ことにより、保育における地域資源の活用を図る。

３．事業内容
３．１　自然保育プログラム「森であそぼう！里

山さんぽ」の開発
本学幼児教育学科２年次総合演習の内で筆者が

指導している自然保育グループでは、これまでに
森の幼稚園や射水市協働事業「森であそぼう！里
山さんぽ」など、県内のさまざまな自然保育の現
場に参加し、実践を通して知識や自然保育技術を
高めてきた。自然保育は場所や季節といった外的
環境によっても、その活動内容が大きく左右され
る。そこで今回は、利賀の地域資源である豊かな
自然を活用した自然保育プログラムを開発したい
と考えた。

11月５日のプログラム実施に向け、10月29日
に現地下見を行った。利賀の自然に詳しい中西さ
ん（利賀飛翔の会）、江尻さん（ＴＯＧＡ森の大
学校）、谷戸さん（利賀ささゆり保育園）に案内
していただいた。保育プログラム開発にあたって
は、以下の４点を大事にしたいと考えた。
・ いつでも、何度でも遊んで楽しめる（毎日の散

歩時に活用できる）
・秋ならではの自然が感じられる
・ ０歳～６歳児10名が、それぞれの発達段階に応

じて楽しめる
・地域資源を活かす

これらを考慮し、利賀ささゆり保育園のオリジ
ナルプログラムを開発した（表１）

０歳～６歳児と大きく発達段階の異なる子ども
たちで園外保育にでかけることは、一般にはあま
りみられないケースで、これも小規模園ならでは
のアットホームな良さといえる。

11月５日当日は、天気に恵まれ、爽やかな秋晴
れとなった。当日も早い時間に現地に行き直前の
下見を行い、危険な箇所がないか確認して、本番
にのぞんだ。

子どもたちと学生は初対面だったので、お互い
に自己紹介をしたり、森の準備体操（手遊び歌

「でたぞでたぞ」の替え歌で、クマ・ハチ・ヘ
ビ・ウルシなど野外での危険対策を学ぶ遊び）で
楽しんだり、アイスブレイクを行ってから出発し
た（図１、図２）。出発前に「森で小枝パチンコ
をして遊ぶこと」「中西さんが飼っている子ヤギ
に葉っぱをあげること」を子どもたちに伝えてい
たので、子どもたちはどんぐりや、おいしそうな
葉っぱを探しながら進んでいった。

途中アスファルトの舗装道路と山道に分かれる
ところがあり、いつもの散歩ではアスファルト道
路を行くことにしていると下見の段階で園から聞
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大学コンソーシアム富山 平成３０年度学生による地域フィールドワーク研究助成事業 
 
「森であそぼう！里山さんぽ in 利賀ささゆり保育園」 
 活動場所：利賀ささゆり保育園周辺のさんぽ道、ヤギ小屋周辺 ）  

実習生：富山福祉短期大学幼児教育学科 2年 本波 真弥 堂口 佳奈 堀井 優衣翔  

増山 日和子 石黒 友唯 舘 優香             

活動内容： 

（活動時間 120 分程度） 

配時 準備物 子どもの活動 援助・留意点 

10：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10：15 

 

 

 

 

10：30 

 

 

 

11：00 

 

 

 

 

11：30 

 

 

 

12：00 

・コカリナ 

 

 

 

 

 

・「でたぞで

たぞ」うちわ 

・バンダナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小枝パチン

コ・的・紐・

どんぐり 

 

 

 

○集合・挨拶・自己紹介 

 

 

 

 

 

○森の準備体操「でたぞでたぞ」をする 

・今日のさんぽメニューを聞く 

・小枝パチンコの的当てを見る 

・どんぐりや葉っぱを入れるバンダナバッグを作る

○さんぽにでかける 

・学生と手をつなぐ 

・どんぐりやヤギにあげる葉っぱを拾い集める 

・ススキ投げやチカラシバ抜きなど草花遊びをする

○利賀坂上の民話「桂の木のじぞうさま」を聞く 

・桂の木のにおいを嗅ぐ 

・桂の木のうろに入る 

・桂の木を囲んで歌う 

○ヤギと触れ合う 

・なでたり、草をやったりする 

・小枝パチンコで的をねらってどんぐりを飛ばす 

 

 

○保育園に向けて出発する 

・歌を歌ったり、草花で遊んだりしながら行く 

 

 

・到着する 

・コカリナのメロディで楽し

いことがはじまりそうなワク

ワク感を高める 

・｢トンボの好きな○○で

す！｣と自然にちなんだ自己

紹介をして仲良くなる 

・野外で出会う危険への意識

を高めるために「でたぞでた

ぞ」を行う 

 

・子どものペースで歩く 

・さんぽ中に子どもたちが興

味や関心を持った草花で遊び

を提示する 

・桂の木の民話を子どもたち

にわかりやすく素朴に語る 

・道中、秋の歌をコカリナで

奏で歌いながら行く 

・事前に中西さんに電気柵の

電源を切っていただく 

・的を吊るし、当たったとき

のカーンという音で好奇心や

達成感を高めるとともに、パ

チンコを打つ方向を決め安全

に遊べるよう配慮する。 

・帰り道も楽しく歩けるよう

歌を歌う。 

・森の帰りの歌を歌い、さん

ぽの楽しさとまた行きたい気

持ちを共有する 

 

表1
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いていた。今回は学生が参加するので十分に見守
りが行き届くと判断し、この機会に、草を分け
入って進む山道コースを子どもたちに体験させた
いと考えた。ただし、そのことを保育者が主導す
るのではなく、あくまでも子ども自らが「山道を
行ってみたい」と願う場合である。分かれ道にさ
しかかったところで学生が子どもたちに「アス
ファルトの道と、草がいっぱい生えている道、
どっちに行こうか？」と尋ねてみた。するとすべ
ての子どもたちが、草のいっぱい生い茂っている
ほうの道を選択した。子どもによっては自分の背
丈よりも高い草が茂っていて、前もよく見えない
道だったが、どの子も一生けん命自分の選んだ道
を歩き通し、藪を抜け出たときには来た道を振り
返ってなんとも清々しい達成感にみちた表情をみ
せていた。

　ススキがたくさん生えているところで、学生
がススキ投げをやってみせた。学生たちはちょう
ど１か月前に集中講義「保育内容（環境）」の授
業で、野外でできる遊びをたくさん学んだところ
で、このススキ遊びもその中の一つであった。子
どもたちも興味を持って次々に挑戦してみる（図
３）。遠くまで飛ばせる子、あまり飛ばない子。そ

のうち、得意な子がまわりの子に飛ばすコツを教
え出した。よく飛びそうなススキを探して茂みに
分け入って進むうちに赤く熟れたホオズキをみつ
け、すっかりホオズキに夢中になっている子もい
る。どんどん遊びが変化していく。中でも一番盛
り上がったのは先生対決。元バトミントン部の先
生と、元ソフトボール部の先生が、やり投げ選手
になりきって本気モードでススキを投げると、子
どもたちは先生たちに大声援を送っていた。大人
の遊び心は、子どもたちの遊びをさらに楽しくさ
せてくれる。

山道を歩いていると、どこからか甘い綿菓子の
ような香りがしてきた。「あれ？おいしそうなに
おいがするよ。」「森でおやつ作ってるのかな？」
子どもたちもみんな香りに気付いてきょろきょろ
とあたりを見回す。大きな桂の木の落葉から甘い
香りがしていることを伝え、みんなで桂の木を囲
んだ（図４）。そして学生が利賀の民話「桂の木

図１　森の準備体操「でたぞでたぞ」　

図３　ススキ投げ

図４　桂の木

図２　お散歩に出発
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の地蔵さま」を語り始めると、子どもたちはじっ
と聞いていた。実はこの民話は、下見のときに中
西さんが学生に語ってくれたものである。民話に
登場する桂の木が目の前にそびえたち、そのみた
らし団子のような甘い香りに包まれてお話を聞く
という体験は学生たちにとって非常に印象的だっ
たようで、「子どもたちにもぜひ聞かせてあげた
い」という思いを強くしたのだ。利賀ささゆり保
育園の職員も、それまでこの民話や桂の木のこと
は知らなかったそうだ。そこで利賀の民話につい
て調べ、「桂の木の地蔵さま」のテキストをみつ
け、担当する学生は当日までにテキストを見なく
ても語れるまで練習を繰り返して本番に臨んだの
である。民話に聞き入った子どもたちは、その後
も木の洞をのぞきこんだり、入ってみたり、思い
思いに民話の世界を楽しんでいる様子だった。

さらに先へ進んでいき、中西さんのヤギ小屋に
到着する。子どもたちは子ヤギが生まれたときに
一度遠くから眺めたことはあったが、間近で触れ
合うような経験はまだなかった。最初は恐る恐る
遠くから子ヤギにむかって葉っぱを投げたり、遠
い地面に置いたりしていたが、周りの大人や友だ

ちの様子を真似て、しだいにヤギの口元に葉っぱ
を持っていって食べさせられるようになった（図
５）。またヤギが好きな葉っぱと嫌いな葉っぱに
気づき、「ヤギは三つ葉が好きなんだよ！」と発
見して教え合う姿も見られた。ヤギ小屋付近の木
にロープを渡して吊るしたフライパンや鍋蓋を
狙って小枝パチンコでどんぐりを飛ばす的当ても
子どもたちは夢中になって遊んでいた（図６）。予
定よりも少し長い活動時間になってしまったが、
子どもたちは帰り道も疲れたそぶりをみせず、「ヤ
ギさん、いっぱい葉っぱ食べてくれたね」「桂の
木にお地蔵さんいたね」と、友達や保育者と嬉し
そうに伝え合いながら園に帰り着くことができた。

３．２　ワークショップ「利賀のこどもたちの未
来」開催

ワークショップの開催に先立ってまず心掛けた
のは、「利賀の人たちが主体となって子育てを考
える」場づくりということである。そこで事前に、
利賀ささゆり保育園保護者を対象に情報交換会を
開催した。平日夜にも関わらず、たくさんの保護
者の方々が集ってくださり、ご夫婦そろっての参
加も多く、高い関心をお寄せいただいていること
をひしひしと感じた。自然保育や、日本での自然
保育をめぐる状況を説明し、保護者の方々の子育
てに関する関心事や困り事などを聞かせていただ
いた。地域のみなさんが一番参加しやすい日時を
相談し、ワークショップ開催日を決定した。その
後ワークショップ開催のチラシを作成し、利賀地
域全戸に配布してお知らせした（図７）。

11月30日（金）18時30分ワークショップ開始。
子どもたちも連れて家族全員で参加してくださっ
た方、独身の方、赤ちゃんが生まれたばかりのご
夫婦、元保育園園長など、さまざまな世代の方々
30名の参加があった。

第１部は、映画『こどもの時間』を上映した。
これは野中真理子監督のドキュメンタリー作品で、
主人公は、埼玉県で子ども主体の自然保育を実践
しているいなほ保育園の子どもたち。ここに登場
する子どもたちのスクリーンにおさまりきらない
圧倒的パワーやバイタリティに、本来あるべき子
どもの姿を見る思いがした。

第２部では、ワールドカフェ「自然・こども・
未来」を行った（図８）。５～６人のグループに
分かれて「えんたくん」を囲み（図９）、利賀の
子どもたちにどんな「こどもの時間」を贈りたい
か、大人たちはどのように「こどもの時間」を見
守ってあげられるのか語り合った。「えんたくん」図６　小枝パチンコの的当て

図５　ヤギと触れ合う
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図７　ワークショップチラシ

図８　ワークショップ 図９　えんたくん
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というのは簡易式の円卓ボードで、これを囲むと
誰とでもすぐに話が弾むという、それは便利な
ファシリテーション道具である。おかげで今回も
どのグループでも熱心に語り合い、それぞれの思
いを共有することができた。

４．事業成果
４．１　自然保育プログラム「森であそぼう！里

山さんぽ」
子ども
※ Ｔ保育園は園児10名の小規模園ということもあ

り、おねえちゃん先生（学生）がやってきて一
緒に散歩にでかけるというだけでも特別感が
あったようで、とても嬉しそうであった。

※  「自分で考え自分で決める」場面や、「挑戦す
る」場面を設け、子どもたちが主体的に活動で
きるプログラムができた。

※  最初は０歳～６歳という発達段階の大きく異な
る子どもたちが一緒に活動するということに少
し不安があったが、互いに教え合ったり、年長
児が未満児を手伝ってあげたり、年少児は年長
児を真似たりして、多様な人間関係の中で学び
合い助け合う姿がたくさんみられた。
保育者
※  「森の準備体操」「バンダナバッグ」「ススキ投

げ」「小枝パチンコ」といった自然遊びや小道
具は保育者にとっても新鮮で楽しい経験だった
ようである。自然体験が不足しているのは子ど
もだけでなく、県内の保育士アンケートでも、
多くの保育士が「自然遊びが苦手なので、自然
保育は自信がない」「自身の保育では、自然保
育が質・量ともに足りていない」と回答してい
る。４）そのような現状において、本事業のよう
に、保育士養成校や自治体、保育園が協働して
自然保育プログラムを開発・実施するのは、保
育者の学びという意味でも大変意義のあること
がわかる。

※  「地域資源を活かす」ことは今回のねらいの一
つであったが、中西さんの子ヤギたち、巨大な
桂の木とその民話など、いつもの散歩コースに
すばらしい自然保育資源のあることが確認でき
た。

※  今回は学生たちがお散歩プログラムに参加した
ので、いつもの散歩よりも大人の目が行き届く
という利点が、保育者の心の余裕につながり、
保育者自身も自然遊びを楽しむことができた。

４．２　ワークショップ「「利賀のこどもたちの
未来」

※  映画「こどもの時間」で、いなほ保育園のどこ
までも自由な保育や主体性あふれる子どもたち
を見ると、保護者たちはみな口を揃えて「こん
な保育をうちの子たちにやってほしい！」と言
い、保育者たちは一様に「ありえない」と言っ
ていた。このように立場が違えば、責任の大き
さも思いも異なってくる。

※  「こどもの時間」という視点でさまざまなス
テークホルダー（保護者、保育者、地域住民、
学生等）が語り合えたので、それぞれの思いを
共有することができた。

※  自然保育の魅力や、利賀でこれからもっと自然
保育を普段の保育に取り入れていくことには全
員の思いが一致していた。

※  子どもの人数が少ないことから、子どもたちの
社会性が育ちにくいのではないかと心配する声
があったが、これについては、お散歩プログラ
ムを実施した際、初対面の学生に対しても子ど
もたちは大変人懐っこく、社交的で、また子ど
も同士でも家族のような温かさで互いに協力し
合う姿がたくさん見られた。

※  子どもたちには自然体験や生活経験など、たく
さんの実体験を積んでほしいと願っている。

※  一方で時代の風潮もあり、けがをしないように、
ダメと禁止したり、先に危険因子を取り除いて
しまったりしがちである。少しくらいのけがを
して「痛い経験」を重ねながら、子どもたちは
自分の限界を知り、危険を予測できるように学
んでいくのである。

※  「ワークショップに参加したおかげで、利賀の
子育てを選んでよかった！と改めて思うことが
できた。」「今回のワークショップをイベントで
終えるのでなく、自然保育のキックオフとして、
これからますます学生たち（大学）と交流を続
けていきたい」といった参加者の声があった。

※  本事業のまとめとしてミニブック『利賀のこど
もの時間ＡｔｏＺ』を作成・発行した。このミ
ニブックを通じて、学生たちが利賀村で感じた
自然の豊かさ、利賀の人々の温かさ、子ども達
の子どもらしい姿など、利賀の魅力がたくさん
の人に伝わって、利賀ファンが増え、利賀で子
育てをしたいと思う人や、利賀を訪れる人が増
えることを願っている。
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４．３養成校・保育園・地域の協働
大学では、従来のような知識の伝達・注入を中

心とした授業から、教員と学生がともに知的に成
長する場を創り、学生が主体的に問題を発見する
アクティブラーニングへの学びの質的転換が叫ば
れて久しいが、多くの授業は今も座学中心であり、
保育力や実践力を育むような取り組みは決して十
分とは言えない。片山５）は「学究の世界では、押
し付け保育や、ヤラセ保育の反省から「子どもに
寄り添う」とか「見守り」の保育が推奨されてい
た。しかしそれが、子ども任せにしてよいという

「見逃し」に陥っている場面によく出会う。特に
若い成績優秀な保育者に顕著である。実感や実体
験を伴わない理論は学生の体に吸収されにくい。」
と述べている。

養成校と保育現場の協働として真っ先に思い浮
かぶのはおそらく保育実習である。ただ学生たち
を見ていると、10日間という短期決戦の保育実習
では、慣れない大人社会の中に一人放り込まれた
ような状況で、いつも「評価される」という緊張
感の中で保育を実践しなくてはならず、プレッ
シャーのあまり本来の自分らしさを発揮すること
もできず、過度の緊張感で十分に学ぶこともでき
ないままに実習が終わってしまうという学生も少
なくないのが実情である。それが今回、学生とと
もに利賀地域へでかけ、園の先生方と、また地域
の方々と一緒に活動を進める中で、筆者は、学生
たちが生き生きと活動に取り組んでいる様子に気
づいた。学生同士でいろいろなアイディアを出し
合いながら保育指導案を考え、いつも以上の熱心
さで教材研究に励んでいた。「やらされている」の
ではない、自ら取り組むからこその楽しさを実感
していたのではないだろうか。また実習のように

「評価を受ける」というプレッシャーがない分、子
どもたちの野外活動を細やかにサポートしたり、
ワークショップで地域の方々に若い世代の意見を
率直に伝えたり、学生それぞれが自身の個性と強
みを発揮することができたように思う。

５．今後の展開
自然保育は、まさにこれからの保育のキーワー

ドとされる「子どもの主体性を育くむ保育」「環
境を通して行う保育」であり、自然豊かな利賀に
は大きなアドバンテージがある。地域づくりにお
いても、この点を子育て支援として力を入れて取
り組み、大いにアピールしてほしい。

また今回のワークショップでは、保護者・保育
者・地域住民・行政職員・学生と、さまざまなス

テークホルダーが集い、語り合い、思いを共有す
ることができた。今後も、大学・行政・保育園・
地域が協働して、自然保育を柱とした子育て支援
および地域づくりへの取り組みを進めていければ
と期待している。

学生にとっては、保育園の先生方と一緒に保育
を実践する貴重な学びの機会となった。養成校側
の専門的知見と実際の保育現場の実践を繋ぐ本事
業プロジェクトは、学生と保育者が育ちあう協働
という一つのモデルケースを示すことができたと
考える。
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Practice Report on the Students’ Regional Fieldwork Research 
Grant Project

“Parenting Support by the Nature Childcare Educational Program 
Taking Advantage of Abundant Nature of Toga”

Noriko Fujii
Department of Early Childhood Education, Toyama College of Welfare Science

Abstract
This is a practice report on the Students’ Regional Fieldwork Research Grant Project “Parenting 

Support by the Nature Childcare Educational Program Taking Advantage of Abundant Nature of 
Toga”, for the fiscal year Heisei 30 Consortium of Universities in Toyama, that has been tackled by the 
２nd-grade students of Nature-Based Early Childhood Education Group at the Department of Early 
Childhood Education, Toyama College of Welfare Science. The Nature-Based Early Childhood Educa-
tion Group at this department has so far participated in various scenes of early childhood education in 
natural fields such as the forest kindergartens and the Collaborative Project of Imizu City “Let’s play in 
Forest! Nature Walk in Satoyama”, and enhancing their knowledge and techniques for early childhood 
education. Therefore, in this project, at a mountainous area of Toga village (Nanto City, Toyama) where 
depopulation and declining birthrate are in progress, our group has worked on the solution of two 
tasks: one is the development and the practice of the program of nature-based early childhood educa-
tion, and the other is to rediscover the blessings of nature in Toga, and to develop community and the 
attachment to hometown by the children and parents. This project has become a precious learning op-
portunity for students of early childhood education, where they design a classroom plan for a place dif-
ferent from the usual childcare training, and carry out the plan with childcare teachers. Although the 
importance of collaboration between the training school and childcare teachers, it is not easy in reality 
to secure time and place for discussing the plan and participating in the class. The project like this 
time that connects the expert knowledge of training schools and the practices of childcare sites pres-
ents a possible way of collaboration in which both students and childcare teachers can develop them-
selves.

Keywords： Nature-based early childhood education, collaboration between training schools and childcare 
sites, parenting support, community development
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第10回共創福祉研究会
2019年10月19日（土）

ふくたん特別講演会
「突然ですが、お先に天国に引っ越します！」

日本看護連盟会長　フリージア・ナースの会会長
大島　敏子　氏

過分なご紹介をいただきました、大島と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

今、坂東先生が簡単にとおっしゃったので、名
前ぐらいで終わるのかと思いましたら、非常に細
かくご説明いただきました。

私がおりました関東学院大学は、皆さまよくご
存じの環境庁長官（現環境省大臣）の小泉進次郎
さんのお出になったところで、つい先だっても看
護問題小委員会というのを自民党が開催をして、
石田まさひろ議員（参院）が主催者になりまして、
看護の問題をさまざま訴えていくという場面がご
ざいました。

看護団体17団体から、それぞれの要望を出すと
いうような、そんなことをしているわけでござい
ますが、そのときにも進次郎さんが来てくださっ
て、私は8月から連盟会長になったものですから、
ご紹介があったんです。すかさず進次郎さんが、

「あ、皆さん、言っときますが大島さんは私のと
ころの選挙区ですから」と、もうデビューをさせ
ていただきました。

そんなことがありました横須賀の話から、させ
ていただきたいと思っております。坂東先生から
過分なご紹介を受けたので、ちょっと緊張をしな
がら、どんなに医学が進んでも思い通りにならな
いのが人の生と死で、こんなことは皆さん百もご
承知、そして必ず誰にでも来るものですから、生
きている間に準備、いや考えておきましょうとい
うのが今回の趣旨でございます。

実はこの「突然ですが、お先に天国に引っ越し
ます」という言葉は、私はこの時期にそろそろ年
賀状のごあいさつが来る時期かなと思っているの
ですが、そのときに私が使おうと思っていた言葉
です。私がもし亡くなったときには、お先に失礼
ながら、天国に引っ越しましたので今年のごあい
さつは、というふうに夫に書いてもらおうと思っ
ておりました。

ですから、どうせならこういうことをお話しす
る方がいいのかなと、ちょっと思ったりもしなが

らですが、横須賀市が中核都市に指定されました。
神奈川県の南東部の三浦半島、ご存じですかね、
マグロがおいしい。富山に来てマグロの話をする
のもいかがかと思いますけれども、比較的におい
しいと言われるところでございます。そして、肉
まんとか、豚まんとかありますけれども、こちら
の方はマグロまんでございます。マグロが入って
いるおまんじゅう（饅頭）を食べます。

これは、三浦半島の大部分を占めている横須賀
市、市域の東側が東京湾浦賀水道に面しておりま
す。西側は相模湾に面しておりまして、東京湾唯
一の自然島であります猿島って聞いたことがあり
ますかね。戦争の頃に、攻めてきたときに撃ち返
しましょうという鉋台などを準備していたところ
です。

横須賀というのは、横須賀駅があるのですが、
この駅は階段がございません。どうしてかと言い
ますと、駅のホームが半分トンネルの中に入って
おります。これは、戦争のときに弾薬を運ぶのに
階段があって、暴発をしてはいけないということ
で、階段が一つもない駅。日本で唯一だと思いま
すが、そんな駅が造られているところでございま
す。

地図でお示しをしますと、この赤いクマ（熊）
のような形をしているところでございますけれど
も、このクマを少し大きくしますと、真ん中だけ
になるのでございます。ここが神奈川県でござい
ます。そして、横須賀市というのは、このところ
に入ってくるわけでございます。このクマの形の
端っこのほうにあるのが横須賀市でございます。
横浜に隣接しておりまして、鎌倉、逗子というと
ころがすぐ近くになります。
「ここは横須賀」というあの歌（『横須賀ストー

リー』）を、百恵ちゃんが歌ったのでございます
が、皆さまにご認識いただけるとありがたいと思
います。神奈川県には、今また問題になっている
箱根という温泉もたくさんございまして、大変風
光明媚なところでございます。
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その中で、横須賀市の死亡数を、市の政策研究
所が平成26年5月に推計したデータがこれでござ
います。平成37年まで行っていますので、2025
年、もう令和に変わりますけれども、その時代を
考えてみたときに、団塊の世代がおよそ後期高齢
者になる2025年、この時代からさらに死亡する方
が増えていく中で、横須賀市では、都道府県・国
がいう以前から、どういうふうな最期のときを迎
えたらいいんだろうかということを取り組んでく
れました。

市が取り組んだというのは、30代の非常に若い
市長がここでは立ちました。それによりまして、
こういうことの取り組みが行われたわけですけれ
ども、その人生の最期を過ごしたい場所、それを
聞いたアンケートでございます。

平成28年11月1日現在で介護認定を受けていな
い人を対象にした1,600人のデータです。その中
で「最期まで自宅で過ごしたい」 という方が
19.4％。皆さまはいかがですか。そして「自宅で
療養して、必要になれば医療機関に入院したい」
44.8％。「医療機関に初めから入院したい」という
人が16.1％。お伺いしてみましょうか。皆さま方
は最期のときをどこでお過ごしになりたいとお思
いでしょうか。

病院で過ごしたいと思われる方はどのぐらいい
らっしゃいますか。手が挙がりません。おうちで
最期を送りたいと、炭谷先生が一番早く高く手を
挙げていただきました。ありがとうございます。
手が挙がらない方はいかがだったんでしょうか。
どこでどんなふうにとお思いですか。
受講者1　そうですね、自分の状態にもよるので
すけど、やっぱり家族のことを考えてしまうので
施設だったり。
大島　病院でも。
受講者2　私も家族のことを思うと、最期まで自
宅にいれるときまではいるんですけど、後は、必
要なら医療機関かなと。
大島　ご親族に医療関係者というのはおいでにな
りませんか。
受講者2　私だけです。
大島　そうですか。そうすると家族のことを考え
てしまいますね。そのことはとてもよく分かるよ
うな気がいたします。だいたいどこで聞いても、
おうちにいたいけども家族に迷惑を掛けたくない
と言います。どうでしょう、そのことって。

最期に残してあげられる大事な遺産だと思いま
せんか。私は医療職であるが故にそういうことを
家族に残していく、そういう役割があるかなと思

います。そんなことも含めて皆さんと考えたいと
思うのですけれど、「人生の最期のときを自宅で
迎えたい」という人が全体の64.2％ということで
す。

そして患者と家族を支える多くの専門職という
ことがありますが、つないでいく役割を担うのは
市町村でありますが、同時にこれをつなぐのは看
護ではないかと思っているんです。これはちょう
ど看護のサミットが愛知県で開かれたとき、昭和
大学の有賀教授（有賀 徹 昭和大学病院長）とそ
の頃の看護協会の坂本すが会長と鳥越俊太郎

（ジャーナリスト）さんがラパ胆（注1）を受けられ
たという、そんな初期の段階の時期です。

そのときに3人の方が鼎談で、これから先の看
護について話をしました。ちょうど鳥越さんが手
術を受けられた後なので、看護に対して看護師さ
んはやっぱり苦痛を取ってくれないと困るという
ことと、それから前もって自分たちにいろんなこ
とを教えておいてもらう必要があるということを
おっしゃいました。

そして有賀先生は「チーム医療をやっているの
で、患者さんの一番そばにいる看護師さんたちが
やっぱりそこが重点になってチーム医療を回して
いくんだよね」というような、どちらかというと
普通の話かなと思いました。

そういう中で鳥越さんがこんなことを言ったん
です。私が手術を受けたときに手術の後悪寒戦慄
が来た。悪寒戦慄が来たときに手術場の看護師さ
んが電気毛布を掛けてくれながら「よくあること
なんですよね」と言ったんです。
「よくあることなんですよね」だったら、どう

して先に自分に話がなかったのかと思ったと。こ
ういうことに対して事前に話をすることが看護師
の仕事ではないか。患者に不安を与えないために、
と彼は言っていましたが、実際にそういう話をす
ることが不安な患者さんなのか、不安でない患者
さんなのかということを、ある意味識別しなけれ
ばいけない看護師のスキルがあるのかなと思いま
した。

そして鳥越さんですけれども、術後に痛みが
あって痛み止めを打ってもらった。でも夜中の3
時にまた痛みが出てきた。痛みが出てきたので勇
気を持ってナースコールを押したら、看護師が来
て「痛みがあるのなら、1回痛み止めを使ったの
で主治医に相談してみます」と言われたそうです。
そのとき夜中の3時に主治医に電話をするのかと

（注1）内視鏡下胆のう切除
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思ったというんです。
「電話をしなくちゃ使えないですか」と言った

ら、「1回分しか指示が出ていません。2回使うと
きには相談をしないといけないことになっており
ます。しばらくお待ちください」と言われて、結
果的にブスコパン（鎮痛剤）を持っておいでに
なったそうです。そのブスコパンが、彼いわく

「腸の動きを悪くして余病を起こすことがあるか
ら何回も使えないんだってね」ということも、そ
の場で話されたんです。

そこですかさず坂本すがさんが「先生、その情
報は誰からもらいましたか」という話になりまし
た。そして鳥越さんは「誰からもらったかな」と。

「少なくてもお医者さんじゃなかった。だってお
医者さんは僕の部屋に何十分もいなかったも
ん」って。「だからお医者さんじゃなかったと思
うけど、看護師さんだったかな、娘もMSW（医
療ソーシャルワーカー）をやっているから娘が話
したのかな。よく覚えておりませんけど、もしか
すると看護師さんかもしれません」。最後はリッ
プサービスで終わったんですけども、そのときに
横から有賀先生が手を上げられたんです。
「坂本さんいいですか」と。「私ね、今思ったん

ですけども私たちはどう考えても看護師さんの手
のひらで仕事をしているかのように思えてきまし
た。なぜならば看護師さんは24時間365日患者さ
んのベッドサイドにいる。そのベッドサイドで患
者さんに必要なことを行い、なおかつ患者さんの
言葉を代弁している。そのことを考えると、それ
以外の人たちというのを手のひらで動かしている
のは看護職ではないかと思ったんです」。

私はこれに一番初めに拍手をしました。ドク
ターがこんなこという時代に変わったんだなとい
う認識をまず思いましたのと、看護職自体がそう
いう認識を持って、これから先、行動するべきだ
と思ったんです。

同時に多くの看護職が「業務に追われて看護の
仕事が」ということをおっしゃるのですけど、ど
うでしょう、皆さん。看護職って病院があるから
ライセンスをもらったわけじゃないですよね。個
人がそれぞれの能力に応じてもらってきた国家資
格だと思います。そのことが認識できていたとす
るならば、看護職がする行動一つずつが全て看護
行為ではないのでしょうか。

私自身は、その後ずっと自分自身がする行為は
看護行為だと、座席を譲る行為も、それから体を
動かして動きやすく通路を広げる行為も、全て看
護行為だと私は思っています。行為って、そうい

うことではないかなと思うのです。有賀先生が
「私たち医師も治療しろと看護師に言われている
ようなものだ」と。患者さんの代弁者だから。

そして「薬を出す薬剤師もリハビリも地域包括
も栄養士も、みんな看護の手のひらの中で動かさ
れているという認識を持つべきですよね」という
ような話があったことを、まず皆さまにお伝えを
しながら、これから先の話をしていきたいなと
思っているところです。

患者と家族を支える多くの専門職が本当にたく
さんあります。この人たちの役割を明確にしなが
ら、その役割を活用しながら、本当に患者さんに
必要なものをつくっていくという。そのことが大
事ではないかなと思っております。

横須賀市においては、市民の啓発のための取り
組みがさまざま行われております。例えば、まち
づくり出前トーク。これは横須賀市の職員が地域
に出向いて、人生の最終段階の医療などの話をし
て、市民に考えてもらうきっかけづくりをしてい
ます。そして最期までおうちで暮らそうという、
こういう冊子ができておりまして、その冊子を見
ながら話をしています。

あそこに女性が一人立っているんですが、黒っ
ぽいスーツを着て白い開襟の人がいるんですが、
この人が川名さんといって、この事業を先進的に
進めてきた課長さんです。私と大の仲良しであり
ますが、「最期の医療、あなたはどうしますか」と
いうようなことや在宅療養ガイドブックを作成し
て、市民が在宅療養や在宅の看取り、これがイ
メージできるような情報を盛り込んでいます。そ
して横須賀市のホームページからダウンロードで
きるようになっている状況があります。

つまり、これらが天国に引っ越すときに自分は
どうありたいかを考えていただくためのきっかけ
づくりということになります。

延命治療について、どんなふうにお考えでしょ
うか。横須賀市の高齢者福祉アンケートの中で、

「あなたが病気などで人生の最期を迎えるときが
来た場合、延命治療を希望しますか」というふう
にお伺いをしたところ、84.1％が「延命治療を希
望しない」と言っているのです。そして「希望す
る」というのが何と2.4％しかありませんでした。

「分からない」と答えている人が1割いたというこ
とは、やはり私たちがもっともっと多くの市民の
方たちにこういうことを語りかけなければいけな
いということを実感するわけであります。
「家族への延命治療を希望しますか」といった

ときには、「延命治療を希望しない」が47.9％で、
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「本人の意思を尊重する」が33.4％ということにな
りました。皆さま方、おうちで延命治療について
の話し合いをされていますでしょうか。したこと
がありますよという方、その場合にどういうふう
にお決めになったとお伺いしてもよろしいですか。
受講者3　延命治療は必要ありませんと言ってあ
ります。
大島　延命治療は必要がないと言ったということ
は、私も同様です。では、夫いわく命が五分五分
だといったときにどうするんだと。その場合には
どうされますか。
受講者3　五分五分まで話しておりません。
大島　そこなんです、皆さん。延命治療について
は、みんなそういう話をしているんです。家族に
迷惑を掛けたくないから。だけれど、どの割合の
ときまで自分は延命治療が必要でない、というと
ころまで話し合っていただかなければいけないの
です。

なぜならば、やっぱり医療は診断学の中で何割
が、どれだけの効果を持つかというお話をいつも
しているわけですから、少なくても五分五分のと
きにはやるのか、やらないのか。そして私は夫に

「1：9のときのみ、9割が助かると言われたらやっ
てください」と言ってあります。「少なくとも2：
8はやらないでいい」という意思決定を言ってあ
ります。

皆さんは、その辺りをどう決めておくかという
ことが重要だなと、いつも思います。話は確かに
するんだけれども、具体的なところをどうするか、
なかなかそこまで決めきれないというのが実態か
なと思うんです。人生の最期を締めくくる準備を
どのように進めればいいんでしょうね。

そんなところを私自身は、フリージア・ナース
の会というのを立ち上げました。今日スライドの
一番初めにフリージアの花がありまして、これは
未来への希望を意味する花言葉を持っております。
55歳以上の看護師さんたちの会でございます。私
は入れないという顔をした人、55歳以下の場合に
は賛助会員という制度がございます。

このフリージア・ナースの会でございますが、
どういうことを言っているかというと、人生100
年時代を迎えておりますので、少なくともこうい
う時代に私たちがどういうふうに医療を考えて
いったらいいんだろうかということを、それぞれ
が話し合っておくだけではなく、実際に身の周り
にそういう人が出たときにサポートとして入れる
ような自分でなければいけないかなと思うのです。

ですから少なくともそれぞれが人生会議という

形で、政府はそれを持っていただきたいと言って
います。フリージア・ナースの会は、エンディン
グノートを作りながら、こういう人生会議をサ
ポートするという活動をしています。

人生会議というのは、もしものときのためにそ
の方が望む医療やケアについて前もって考え、家
族やパートナー等の医療・ケアチームと繰り返し
話し合い、共有する取り組みのこと、ということ
で厚労省が推奨しています。この取り組み自体は
本当に素晴らしいものだと思います。前もって本
人の意向を確認しておけば、家族が悩んだり後悔
したりする度合いが減るでしょう。

でも病院の職員は超多忙で、少なくとも自分の
父親が入院していた病院の担当医には検査結果の
数値ぐらいを聞くのが関の山で、それ以上の相談
はなかなかできなかったと思っています。

来年の診療報酬改定の中に、最期のときをどう
過ごすかということを医療・チームで話し合いを
することに点数が付きそう、というお話が出てき
ております。そういうことも含めて考えると、私
たちは自分自身がそのことをどう考えているかと
いうことを、まず体験した上で患者さんに接しな
ければいけないと思っているところです。

政府が考えている人生会議、これは本当に実際
に病気になったときには、なるようにしかならな
いので仕方ないんじゃないかというふうに思うし、
それから、もう任せるという場面もあり、誰に任
せるのというようなこと、元気なうちに意見交換
をしたり、本音が聞ける日頃の話し合い。ですが、
その日頃の話し合いの中に実際の気持ち、このこ
とを通常普通そうやって話をすることよりも、も
う一歩進んで話を進めておくということ。折に触
れて何度も繰り返す。そして気持ちは変わるもの
だということを含めて考えていくと、変わってい
いということを互いに認め合いながら、最後に
言った言葉は何だったのかということを、家族は
考えていったらいいんだろうなと思っています。

私の友人で吉田文子さんという方がおいでにな
りました。東北の方で看護師をしておりまして、
その後日本のマネジメントが非常に弱いことを感
じられて、外国の企業に働きながら経営コンサル
タントになられた方です。その後戻られてからマ
ネジメント、特に看護の管理に関しての本なども
看護協会出版会からお出しになって、大変頑張っ
ていた方です。その方が悪性腫瘍になられまして、
手術を受けることになりました。

実際に手術を受けられたのですけれども、どう
も残ったようでございまして、何年後かに同じよ
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うな状況になりました。彼女は医療経済を一生懸
命にやってきた方でいらっしゃいますので、余分
な医療はしないということを人生の中での大事な
判断基準とされていました。そのため貧血になり
セカンドレベル（注2）の講義の途中で倒れるなど
の場面も出てきて、1時間余分に休ませていただ
きながら何とか講義を終えられた場面もありまし
た。

彼女は自分自身の最期をしっかりと見届けてい
まして、医師から「もう一度手術を」というお勧
めがあったときに、「播種が広がっている場合に
はすぐに試験開腹で閉めてください。絶対に手を
付けないでいただきたい」ということを約束して、
医師の「手術を」という言葉を受け入れました。

実際に医師からその念書までお取りになった。
「万が一私の意に反して播種に手を付けることが
あったなら、あなたを訴えます」というところま
で話をして手術に臨みました。東大に行かれたお
姉さまがおいでになって、お母さまはソプラノの
歌手でいらっしゃって、大変ゴージャスなご家族
でいらっしゃるのですけれども、その方たちが彼
女の決断を受け入れることはできませんでした。

その間に入ったのが私でございまして、文子さ
んは「絶対に自分の思いを実現させてくれ」と、

「あなただったら私の思いが分かるはずだから、そ
のことを守ってほしい」と私に口酸っぱく言って
きました。私よりもずっと若い彼女なのだけれど
も、ご家族が延命を望んでいらっしゃることがよ
く分かりましたので、できれば延命をした方がい
いのではないかという思いが自分の中にもありま
した。

そして文子さんに「ねえ」って、「そう諦めな
いで、もう少し化学療法を信じたり、医学を信じ
る方向に動いてみてもいいんじゃない。まだ若い
んだから」と言ったのですが、本人の意思は固く

「手術後に痛みがあったら、麻酔科によって麻酔
を掛けてもらって痛みを取ってくれ」と。「硬膜
外チューブを入れてそのようにしてくれ」と言い、
実際手術の場面のところでは明らかに播種は飛ん
でおりまして、途中で医師が手術室から出ていら
して、「そういう状態で、ご本人と約束をしてい
るので今から閉めようと思います」と言ったらお
姉さまとお母さまがすがるようにして、「どうぞ
お願いだから取ってください」と、「少しでもい

（注2）日本看護協会が定めている、認定看護管理者に必要な教
育課程。ファーストレベル・セカンドレベル・サードレ
ベルの3課程がある。大島敏子氏や吉田文子さんは、こ
の教育課程の研修講師を担当。

いから取ってほしい」というお願いをされました。
私はそばにいて本当につらい状態でしたけれど

も、「でも本人と約束したのは閉めるということ
なので、今から閉めさせていただきます」という
ことを主治医がおっしゃいました。お姉さまが

「大島さん、あなたからも言って」と言われたの
ですけれども、私は文子さんが言った言葉、それ
から彼女が望んでいることが何なのかということ
を考えると、彼女のいうとおりすることが友達と
しての行為かなと思いましたので、何もいうこと
ができませんでした。「お願いします」とだけ医
師には頭を下げました。

そして手術が終わった後、それ以降お姉さまか
らは絶交を言い渡されました。亡くなった後、実
は文子さんからお手紙が来たんです。訃報の連絡
の後1週間もしない5日目ぐらいですか、びっく
りしました。お母さまが亡くなったときにこれを
投函するようにという手紙を3通ほど預かった。
その1通が私への手紙だったようです。あなたに
出会えて良かったと書いてくださっていました。
そのお手紙の後、お母さまにお電話をしたのです
が、もともとその病気の状況から私は吉田さんの
今までの出された文書とか本とかさまざまなこと
があったので、それらを集めて一冊の本にしよう
と思っておりました。病気療養中から彼女の今ま
でのことを聞き取りしながら文字に起こすという
こともやってきました。

そしてまだ途中ではあったのですけれども、お
よそ聞き終えたという状態までもってはきていた
のですけれども、そのことをお母さまに「本を出
したいと思っているんです」と申し上げました。
お母さまから即座に「私たちは文子を見殺しにし
たんです。そんな本を出さないでください」と言
われました。

お母さまに、「あなた方は見殺しにしたんでは
ない」ということをお伝えしたのですけれども、
途中で電話を切られました。いまだに関係は回復
しておりませんけれども、お姉さまからは最近
メールが来るようになりました。少し雪解けがあ
ればいつか吉田さんの本を出したいと思っている
わけですけれども、彼女が看護管理に及ぼした影
響は非常に大きな中身があります。看護協会出版
会から出ている本を読んでいただくと、これは今
でも通用する内容ばかりだということがお分かり
いただけると思うんですけれども、先を見通した
彼女の行動でありました。

ですが残されたご家族からしてみると、そのこ
とについての話し合いを何回も吉田文子さんはし

ふくたん特別講演会
「突然ですが、お先に天国に引っ越します！」

49



てきました。お姉さまとは取っ組み合いのけんか
になったそうです。お姉さまは最後まで病気と
闘ってくれることを望んだのですけれども、彼女
はそれを拒否しました。残されたご家族は、それ
を認めたことがあたかもそれが彼女の命を短くし
たかのように自分をお責めになっていらっしゃる。
こういう実態がどこにでも起こることだと思いま
す。

そのことは皆さま方がエンディングノートを書
いていこうとするときに、どうしてもご家族の皆
さまにお伝えしておかなければいけないことです。
私の希望を通してくれるということは、あなた方
はどこからも責められないということ、むしろ私
は天国からずっとあなた方に感謝するということ
を伝えなければ、残されたご家族はとてもつらい
思いをするだろうなと思います。

私もたまにしか行かない吉田家だったんですけ
れども、もっともっとお母さまやお姉さまとお話
をして、彼女の意向を伝えられるような行動をす
るべきだったと今でも反省しています。天国に向
かって「フミちゃん、ごめんね」と言うことが
度々あります。サードレベルの研修を彼女と二人
で組んでおりましたのと、彼女が亡くなった後の
仕事は全部私に来たので、そこの県にまいります
と文子さんの話をしながら看護協会の方たちとお
話をすることが常々ございます。

そんな中で私たちが人生会議を持つということ
は、ご家族を守るということもつながっていく。
あなたの意思決定を守ってくださるご家族、その
ことは生きている間にそういうことは責められな
いということをしっかりと伝えていかないといけ
ないということを、私は申し上げたいと思ってお
ります。そして、できたら必ず記録に残す。スマ
ホにうつすということも有効ではないかと思って
います。ご本人のスマホにそれが残っているとい
うことは大事なことだろうなと思います。

食べられなくなるなんていうことは、呼吸がし
にくくなったりすることは、普通の状態で想像が
できないんですね。私も実をいうと連盟会長に
なったときに想定外のいろいろなことが出てまい
りまして、以前副会長をしていたのでこんな動き
だろうと思って入ったのが大間違いで、ものすご
いハードな状態なのと、想像以上の意思決定をし
なければいけない事態が発生しまして、そのこと
でこの私が7キロも痩せたんです。想像がつきま
すか。もう4キロ戻りましたので。

それぐらいストレスが加わることによって食べ
られなくなるとか、体が痩せてくるなんてことは

起こりうることなんだということを、本当にその
とき体感しました。おそらく病気になるというこ
とも同じように、そういうことが起こるのではな
いかなと思いますし、口でいうほど一般の方たち
が食べられなくなる、呼吸がしにくくなるという
ことは想像できない。症状が変化するけれども、
気持ちも変わっていくということは当たり前のこ
とで、その時々の気持ちをお互いが理解し合うと
いうことが大切で、このことを「前にはそう言っ
てたわよね」なんていうことをいちいち言う必要
はないんだと思う。

その時々に、「今あなたはそう思っているのね」
と認め合うこと。「私はね、そういうところより
も、こういう感じかな」なんてことをよく話し
合ってもらうといいかなと思っています。少なく
とも、この人生会議の決断によらない場合もござ
います。例えば、利害関係がある場合。実は現役
のころに、こんな状態でIVH（中心静脈栄養）入
れて、 微量点滴入れて大変。 それこそスパゲ
ティー症候群というんでしょうか、私の現役の時
代はそういう状況があったわけでございまして。
ご本人の意思よりもご家族の意思が大変強く反映
されているというそんなケースのときに、実は3
人のお嬢さん、未婚でお母さまの年金が生活の全
ての糧という方がおいでになりました。その方は

「何としても生かしておいてくれ」とおっしゃっ
て、どれぐらい頑張ったでしょうか、私たち。そ
んな場面もございます。

ですから利害関係が起こっている場合の意思決
定、特にこれから先、高齢の方たちがお金を持っ
ていて、それに付随して生活をされている方たち
は、結構多く出てきているかなと思っております。
そういうことを考えていくと、外来の看護師さん
の役割は結構大きくなるかなと思っています。医
療依存度の高い状態で、比較的短い入院期間で退
院をしていくことがまず一つです。

そういう中で、在宅にありながら自分自身の病
状を受け止めていかなければいけないといったと
きのサポーターとして、外来の看護師さんたちの
能力がものすごく力を発揮するかなと思います。
みなと赤十字という病院の中では時短の看護師さ
んたちを全部外来に下ろされて、外来で問題だと
思う患者さんたちを抽出しろということを看護部
長さんが指令をお出しになりました。

そのことによりまして、「普段、きちんと整髪
されていた人が随分乱れちゃってるわね。上の方
は白髪のままで、 色もツートンカラーになっ
ちゃってるな」とかいう人が、次に来たときに
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「靴下が右と左で柄が違っていた。やっぱりおか
しいんじゃないか」ということで、看護師が夜に
なってから自宅から電話を入れる。そしてご家族
に「変わったことはないですか。外来で見ていて、
ちょっと気になったのでお電話をしたのですが」
と言ったら「実はね、うちの母ひどいの最近」っ
ていう話になり。認知がまだらに起こっている状
況だったんだと思います。

そういう中で「福祉に連絡を取りましょう」と
いうアドバイスをして、おうちの方から福祉に連
絡を取っていただいて、「早い時期に1回入って検
査をして、おうちで生活ができるという状態が何
とか長く続くようにいたしましょう」ということ
をやっている病院がございます。

これは外来の看護師の感度、要するに看護の視
点がしっかりしていないと、こういう人を早く見
つけることができません。大変生活が困難になっ
た状態で入ってくるよりも通院の状態の中でいか
に見つけられるかというようなことが、重要なポ
イントになってきます。

同じように、利害関係のある人の決断というの
は家族関係をしっかりよく見ていくということが
大事になり、一度入院された患者さんの家族背景、
このことをしっかり理解することが大事だと思い
ます。

ところが、今の看護師さんたち“伝書鳩看護師
さん”と呼ばれていることをご存じですか。伝書
鳩のように医師と患者さんの間を歩き回っている
と言っているんです。例えばこういうことです。
うちの夫がつい先だって不整脈でクラウドサー
ジェリーを受けました。受けましたら、入院した
日にヒストリーを取っていただいた後10時半以降
から放置状態です。皆さん、この放置状態を何と
か看護って使えないものかと私は今思っているん
ですけど。

その後、うちの夫が「俺ってさあ、ベッドにい
なくちゃいけないわけ？」って。「いや、いつ連
絡があるか分からないから、いた方がいいんじゃ
ない？」って。「いや、歩け歩けって言っててさ
あ、何でベッドにずっといなきゃいけないんだろ
うね」と。それでもベッドにいました。そして11
時40分ぐらいに「大島さん。1階の内視鏡室に
行って経食道的エコーを受けてきてください」と
言われたので「紙を持って行かないでいいんです
か」と私は聞いたりして、「いや、そういうのは
全部向こうに行っています」と言われて。2人で
内視鏡室へ行きまして、夫はそれを受けてきまし
た。

「もう何回もやっているから僕はプロだよ」と
言いながら出てきましたけれども、ナースから「2
時に食事が絶飲食可です」と言っていただいて、
看護ステーションにその旨を言いました。「2時に
食事が絶飲食可になるそうです」と言ったら、「分
かりました」と、元気なヒストリーを取ってくれ
た看護師さんが言ってくれました。

2時になったので、「すみません、 夫のお昼
は？」と言いに行きましたら、伝書鳩が始まりま
す。「ちょっと待ってください」とバックヤード
に入って、「主治医の先生に伺いましたら、5時半
には夕食が来るので、それまで絶飲食しておくよ
うにというお話でした」と。
「えっ、ちょっと待ってください。さっきヒス

トリーを取ったときに、うちの夫は糖尿病で、今
日は朝食のときに血糖降下剤を飲んできたことを
お伝えしましたよね」と思わず私は言いました。

「そのことは先生にお伝えいただけたんでしょう
か」と言ったら、「あ、知っていると思います」。
あ、言ってないなと思ったんです。そして、後ろ
に聞きに行ってくれることもなく、そのことを強
要されたという感じです。

私はそのとき思いました。私は看護師なのだと。
そして、「分かりました。かかりつけ看護師です
ので私が判断いたします」と言って、夫を連れて
食堂に行き、「山菜そばを半分だけ食べなさい」と
夫に言いました。なぜならば、万が一低血糖に
なって手術ができなくなったら、また休みが取り
にくくなりますし、自分中心の考え方でしたね。
夫がかわいそうと思ったので、そのようにいたし
ました。ナースステーションに行って、「山菜そ
ばを半分ほど食べさせましたので」と報告だけし
て、帰ってまいりました。

そして、手術の時にいろいろありました。もち
ろん家族が見ているわけではありませんから、全
て思い通りになるなんてことは思っておりません。
ですが、最後の日に、クリニカルパスに従いまし
て退院後の生活のお話がありました。そこには
シャワー可と書いてありました。そして、うちの
夫はお風呂好きだったものですから、ナースが
帰った後に、「風呂はいつ入っていいんだろう？」
と聞いたんです。「ごめん、その判断は私がする
んではなく病院がするものだから、ナースが来た
ら聞いてください」と夫に言って。自分のことは
自分でやらないと、これから先、私がいなくなっ
たらどうするのって。教育でございますので、さ
まざま夫に教育をしながら生きておりますが、そ
ういう中で夫が「風呂はいつから入っていいんで
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すか」と、そのときに彼女がもう1回来たので聞
いたんです。何という答えがあったと思います？ 

「あ、ちょっと待ってください。聞いてきます」と
言って、伝書鳩が飛んで行ったのでございます。

皆さん、こんな状態です、現状は。本当につい
先だっての出来事ですよ。これが看護の現状です。
私は本当に先生方にお願いをしたい。患者の背景
をちゃんと知ってくれと。そして、何がこの人に
とって大事なのかということを考えたときに、そ
の大事な部分を大事にしてあげられるような、そ
ういう生活指導をしていただきたいなと思います。

現実にお風呂はすぐ入っていいということにな
りましたけれども、「他に心配なことはないの」と
夫に聞きました。普段私がいないので自分でやら
なければいけませんので、「あなたが知ってなかっ
たなら自分の健康は守れないのよ」と言いつつ、
引導を渡したんでございます。

いずれにしても、たった5日間の入院ではござ
いましたけれども、なんと230万円かかっており
ます。大変有名な病院でございましたのですよ。
ですけれども、こういうふうにして医療費がかな
り高うございます。そういう中で家族として、こ
の人は突然死するかもしれないというお話が一切
ございませんでした。

もともと私は夫が不整脈を持っていることを
知っていましたので、家を建てたときから寝室は
別にしないという、いびきをかいてうるさくて嫌
なんですけれども、加齢臭もしますし本当は嫌な
んだけれど、万が一ということもあると思ったの
で、寝室を別にしている友達がいっぱいいるんで
すけれども、私は一緒にしております。

それは万が一のことがあったら困ると思うから
です。その万が一のときに夫はどうしてほしいと
思っているかといったら、「僕は五分五分だった
ら助けてもらいたい」と言っております。「分かっ
た。五分五分だったら延命措置を頼むわね」と。

「うん、だけどそこから先もう食べられない、しゃ
べれないという植物の状態になったときには人工
呼吸器なんかは付けないでくれ」と。「とても難
しいことだよ、それは」って。「どうしてかとい
うと、初めに1回それをやってしまうと次にそれ
をしないという決断をするためには脳死の判定を
2回やらなくてはいけなかったり、さまざまな倫
理的な配慮というのがあって、それをやらないと
外すなんてことはお医者さんにとってものすごい
ストレスなことだから、やるんだったらやる、や
らないんだったら初めからやらないという形を
とってあげないと、お医者さんのストレスは強く

なるばかりなのよ」と言ったら、「じゃあ六分四
分にするか」と言っていましたけれども、最終的
には六分四分でございます。

夫と私とは考え方が違っております。それでい
いと思っておりますし、「お父さんは今六分四分
だからね」と娘がナースなので、そのことを言っ
てあります。「私は一分九分だから」ということ
も言ってあります。関係性が密なる人、これは残
される人のために自分の意思、自然に自分に任せ
て、これを曲げて全ての治療を受け入れて生きる
ということもありますが、できれば自分自身がど
う生きたいかを守ってくれる、その生き方の方が
自然ではないかなと私自身は思っています。

一般の方もおいでになりますので、DNRを書い
ておいたのですが、これは蘇生を望まないという
ことを表す言葉でございます。尊厳死を希望する
患者さんの意思表示をしめす言葉で心肺停止後の
蘇生処置を拒否することを言っておりますけれど
も、アメリカなどではDNRをタトゥーとして胸
に入れていらっしゃる方もおいでになります。

本人または家族の希望により、がんなどで救命
の可能性のない終末期患者さんなどに心肺蘇生処
置を施さないことをDNRと言いますけれども、患
者さんの意思に基づいて医師が蘇生処置を行わな
いよう医療スタッフに伝えることをDNR指示と
言っています。意味は蘇生不要、蘇生拒否、蘇生
処置拒否という言葉になります。

実はつい先だって鳥取県の定年退職をして療養
型の病棟にお勤めしている看護師から、こんな
メールが届きました。「もしかすると辞めるかし
れない」というメールでした。何があったの、と
いうことで私は即電話を入れました。本人が話を
したのは、彼女は急性期の医療県立病院にいた人
なんですが医療をしっかりやってきた人です。

そして療養型に異動しても大変芸能的なエン
ターテインメント性を持っている人で、職場で利
用者さんに愛されている方でした。その方のとこ
ろに余命3カ月という診断を受けた後の利用者さ
んが入ってきたそうです。その利用者さんが入っ
てきたときに、ご家族およびご本人がDNRを希
望されたそうです。

彼女自身もそのことを知っていたのですが、た
またま1週間たったときに食事介助をしていた。
お昼の食事介助です。そして嚥下の悪い患者さん
と比較的自分の口で食べられる患者さん、2人を
受け持ちながら、どちらかといったら嚥下の悪い
患者さんが嚥下できるように一生懸命にケアをし
ていた。
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ひょっと見たら、自分で食べている患者さんが
呼吸をしてないと思った。慌ててカーテンを引き、
そちらに行きベッドを倒し、やってしまったこと
が人工呼吸であった。あ、この人DNRだったと
思ったんだけれども、もう体が動いていた。動き
出したらやめられなかった。そうしたら施設長が
来て「DNRなのに何やってるんだ」と言って、施
設として大変な問題になった。

意向に沿わなかったことが起こったわけです。
そしてヒヤリハットを書き、委員会がもたれて、
彼女の行動について今いろいろな審議がなされて
いる状態だと言ってきたのが、私へのメールでし
た。

私はそのときに「急性期のようにやっていると
自然に体が動いちゃうんだよね」って、「本当に
そのことは決して悪いことではないんだけれども、
DNRということの意識がなかなか受け止めきれな
いんだね」ということを言ったら、電話口で彼女
は泣いていましたけれども。「これから先どうな
るんだろうか」と言ったら、実はそこのお嬢さん
が余命3カ月と言われて入院して1週間で亡くな
るとは思ってもみなかった。DNRと言われていた
んだけれども、実はとっさに看護師が心臓マッ
サージをしちゃったんですということを施設長が
謝った。

そうしたら、そのお嬢さんが「ありがとう」と
言ったんだそうです。「自分たちはあと3カ月と
思っていたけれども、3カ月以内という思いを持っ
ていなかったので、こんなに1週間で亡くなると
は思っていなかった。だから移したことも後悔で
あるし、DNRと言ったことに対してもそう思って
いたけれども、でも最期にそういうことをしてく
れたんですね。良かった」と言ってくれたんで
すって。それで今でも働いております。

そういうこともあります。でも、それは、その
ときのケースです。DNRといったら通常それはや
らないということを、私たちはある意味肝に銘じ
なければならないと思います。できればその意思
決定をする前の段階のところで、看護師たちが話
し合えたのか、本当にそれでいいのかということ
の確認。そしてどんな問題が起こるだろうかとい
うことも含めて話ができるといいなと思っており
ます。

それは医療従事者全体が、そういう話し合いが
できること、おそらくこういうことを皆さんでし
た後にいろいろお話をしていただくことが、出来
事が起こったときに役に立つのではないかなと
思っております。DNR、こんな決断の後には何を

すればいいのかということになります。本人また
は家族の希望によって、「がんなので延命処置を
しない」と決めたときに、まずやりたいことリス
トなんか作っていただいたらいいかなと思います。

映画などでも自分がしたいことをどんどん書い
て、生きている間にやりたいことなんかをどんど
ん書いたりしております。自分で決めた生き方を
生きるという中で、選択肢はいっぱいあります。
迷ったり、必ず後悔するということはあるのです
けれども、同時に自分がしたいことをやり残した
ことがないようにやることが大事だなと思ってい
ます。

連盟会長も思ってもみなかった仕事なんです。
ただ私自身は看護の仕事というのは法律の中にあ
ると思っておりますので、その制度や法律を決め
るということが大事だと思っております。そして
助け合うということも大事だし、看護というのは
自分たちのことだけを考えてやるのではなくて、
むしろ患者さんのためにどうしたらいいかいつも
考えていて、そのことのために法律、制度をどう
していったらいいかを考えるものだというふうに
思っています。

ですからこのお話が来たときに、私自身がライ
フワークで制度や法律のことをファースト・セカ
ンド・サードで話をしてきている内容を、ある意
味最後に忘れ物として、宿題として看護連盟の活
動が来たのかなと思ったりしております。

ですから、少なくとも人生においてやり残して
いることはないかどうか、どうぞ皆さま方まだま
だいっぱいおありになるのではないかと思います
ので、書き出してみたらいかがかなと思っていま
す。私はおとといまで船に乗っておりまして、ク
ルーズに乗っておりました。10日間ほど夫と一緒
に船に乗って帰ってきたんですけれども、この船
に乗るということが、狭い船室の中で夫と2人き
りの状態になり、なおかつ2人きりなんだけれど
も、食事とか、それぞれの行動に制約がないんで
す。船旅って。

要するに彼は好きな時間に食事を食べに行き、
好きな時間に好きなものを見、好きなことをやり、
夕飯だけ一緒に食べる。これもコースで、その
コースも好きなものをチョイスできる。だから本
当に自分の意思決定で生活できる形になります。

今回たまたま身体障害者の方たちがお入りにな
るお部屋を割り当てられました。車椅子で入れる
ようになっているので、通常のお部屋よりもとて
も広いお部屋でラッキーな状態だったんです。こ
ういうことをしながら1年に2回は必ずクルーズ
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に行くことが私たち夫婦のルールです。10月は2
人の誕生月なので、9月から10月にかけて必ず1
回は長いクルーズをすると。そして比較的4月の
頃というのは季節もいいし、それから私の仕事が
比較的今までは空いていたので、そこに入れると
いうことで決めております。

大体船に乗った後に必ずその船で予約をしてき
ます。次の船の。だから連盟にもそれは必ずやら
せていただきますと、少なくともいつも独りにし
ている夫への妻からのサービスと考えておりまし
て、そのような時間を持っております。

従いまして後悔しないように、これからも続け
て行きたいと思っておりますが、悩みを共有する
人をつくるってとても大事だなと思います。一緒
に大学に通っていた、看護学校の助産の教師をし
ていたお友達がいるんですけれども、彼女は実は
同じようにがんを患いまして、あるところで手術
を受けたいと思ったんだそうですけれども、そこ
からの連絡が今日もなかった。私の病気、もっと
広がったりしないかしらということを夜になると
電話をしてきて。1時間とか1時間ちょっと話を
して最後は泣いて、「あしたはきっと連絡が来る
かもね」と言いながら電話を切るというのがいつ
ものパターンでした。

その彼女も手術をしてから、なんと30年間何事
もなく済んでおりまして、その何事もない状態の
中で検診に行ったときに30年前のがんのことを既
往歴に書いたら医師から「あんたね、もうこんな
ものは要らないよ」と言われたそうです。それを
言われてうれしかったと言っていました。

そして今広島の方の仲間の中には、現役で余命
3カ月といわれて頑張っている看護部長、副院長
がいます。こういう人たちの中で、日本の国の生
命保険制度の中で余命何カ月と言われたときに、
事前にお金が下りる制度があることをご存じです
か。最高額がどれぐらいだと思います？ 最高額ど
れぐらいまで出ると思われます？ じゃ出たらいい
と思いますか。　
受講者4　50万円くらい。
受講者5　500万円。
大島　最高額1000万円ほど出ますの、皆さま方
に。それでね、若い看護師たちが、そういう人た
ちがおうちに帰るときにサポートしようというグ
ループをつくっています。そのグループが1日幾
ら患者さんからもらったらいいだろうか。24時間
見ることを原則にしています。人によっては、お
手伝いさんがそこにはいたり、それからお洗濯な
どは全部お手伝いさんが、食事も用意してくださ

る。医療処置だけ看護師がすればいいけれども、
ご家族は心配して24時間いてくれと言っているん
です。1日幾らもらったらいいと思いますか。

先生、幾らもらったらいいと思います？ 看護師
は。
受講者6　1日ですか、3万円ぐらいでしょうか。
安いですか。
大島　安いです。
受講者7　10万は欲しいですかね。
大島　10万欲しいよね。実は8万円もらっている
んです、彼ら。もちろん若い人たちが、本当に若
い人たち、30代になる前の人たちがグループを組
んでいるんですよ。そして子育てをやっていて保
育園にみてもらって昼間しか行かれない人も、そ
して夜だけ来る人とか、みんなパッチワークで
やっているんですけれども、1日8万円もらって
います。

どうして8万円と出したのか本人たちに聞きま
した。余命3カ月といわれて1千万円ということ
は、おおよそ3カ月生きることを前提にすると、
その意味で言ったら3等分したときに1カ月300万
円かな、1カ月。そしてお食事をしたり、いろん
なことにもかかるわけだから8万円で組んだと。
でもニーズがあるそうです。

皆さま方、これから先のお仕事十分にございま
すのでご心配なく。かかりつけ看護師として現在
働いている方たちもおいでになります。そうやっ
てフリーランスで動いている看護師たちが何人も
出てきています。すごいでしょう。おそらくここ
の学校の卒業生もそういう形で動いていくんだろ
うなと思います。

そして悩みを共有する人をつくるというのは、
私の友人、教員になった人が、そうやって私にそ
の話をして毎晩、毎晩そんな話をしながら共有が
できたことによって、今現在とても元気。なんと
1カ月に一度は熱海の温泉に行くグループがござ
いまして、看護師をやっていたグループです。こ
のグループが2泊3日で必ずプールのある温泉ホ
テルに行くのです。そのグループもありましてそ
の中の1人です。

日常生活に死を考えるということは、生きてい
るときになかなかないと思うのです。穏やかに感
謝して、これは一朝一夕にできることではありま
せんけれども、日々の生き方を考えていただくと
きには大事かなと思います。

今日来てくださっている㈱東洋羽毛さんという
会社の初めがどういうものだったか皆さまご存じ
でしょうか。戦後の動乱のときに社会鍋という運
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動があったんです。年末年始にお金がなくて生活
に苦しむ人たちに対する慈善行動として、道行く
人に寄付を募った運動です。私は母からお金をも
らって持って行くと鍋のふたを開けてくれて、お
金を入れると赤い羽根を付けてくれたんです。

赤い羽根の大本です。今皆さんはこれが赤十字
によってなされていると思っているかもしれませ
んが、大本はあそこの会社の（東洋羽毛）社長が
始めたんです。社会と共に生きていく、共生をす
るために始めた運動が羽毛の商品を作るという布
団作りに変わったんです。ですから私たちは大本
がそういうところにあるということを前提に、こ
ういう会社とお付き合いをするんですけれど、こ
の間仕事を辞めてから、こんなお願いをしてみま
した。
「看護師さんたちに寝袋を作ってくれないかし

ら」というお願いでした。皆さんの職場では問題
が起こっていませんか。男性看護師が増えてきて、

「仮眠を取るのに同じところで寝るのは嫌だ」と
言い出すのでございます。そして「男性が寝た後
に寝るのは嫌だ」とか、「女の後に寝るのだって
嫌だ」っていう話にもなるし、いろいろな問題が
職場の中には発生いたします。

私も、神戸にいるときに、７対１という看護
（７対１看護職員配置）のことで看護師が、ばぁ
～っと増えてきたときに、男性看護師がわっと増
えたんです。それで職場の中に仮眠室一室を作っ
た。そして二交代制をいち早く取り入れたんです、
神戸大学では。従いまして2時間の休憩時間を
取っていただくということの中で、ベッドを用意
した。ですが、男性がといういろいろなことが
あったので二段ベッドにしました。上が男性、下
が女性というふうに決めたんです。

決めたんだけれども匂いがこもる。従いまして、
「アロマを焚いていいですか」とか、「空気清浄機
を入れてくれ」とか、さまざまな要望がありまし
て私は本当にあのころ悩みました、そういうこと
に対して。職員の要望も聞いてあげなければいけ
ないし、と思ったからです。だけども退職してか
ら、「あ、東洋羽毛さんに看護師の仮眠用のお布
団を作ってもらえないかしら」と思ったんです。
それでお願いをしました。

初めは全然乗らなかったんですよ。だけど現場
で看護師たちが望んでいるという話をしたときに、
じゃあやってみますかと本当にやってくださいま
した。何回かそういうことを繰り返しまして現実
に出来上がりました。今回も持ってきてくれてい
るんじゃないかなと思っています。“マイカミン

ケット”と言います。ちょっと良くないですか、
ネーミング。

そういうようなものを企業と一緒に看護師さん
たちが生活しやすいような形で作りあげていくこ
とも、現場にいるとできないけれども、外に出
ちゃった人間はいろいろと若い看護師さんたちに
対して、してあげられることが広がったと思った
りしています。

こういうこともやりたいことの一つなんです、
私にとっては。もう一つやりたいことというのは、
辞めていく看護師さんたち、60歳が定年で65歳
まで再雇用を望まれる方も多いかと思いますけれ
ども、65を過ぎて、私幾つだと思いますか。言い
にくいですね。少なくとも2025年には後期高齢者
になるわけですから、そういう年代です。そのこ
とを考えたら、今やれることは何なのかというこ
とも考えて、次の人たちに残してあげられること
を考えながら、まだ元気と思いますよ。申し訳あ
りませんけれど、まだ元気です。

一応84歳まで生きる予定でいたんですけれど
も、この調子でいくと下手すると90歳まで行くな
と、今思い始めています。夫ももう父親と母親が
亡くなった年よりも生きているので、「俺はいつ
死んじゃうかもしれない」とずっと言っています。

「大丈夫、あなたはまだ生きている」と私はいつ
も言うんですけれど。

そういう状態の中で皆さんたちが100歳まで生
きるということは、どうせ生きるのであれば元気
に生きたいですね。歩いて、食べて、話して、聞
いて、見て、なんていうことができるような状態
で生きるということが大事だろうなと思うんです。

元気で生きるということをしながら、実際そん
な場面がきたら、ということを考えることが、今
大事なのではないかなと思ったりしています。死
ぬることというのは、生きることでございます。
そして日本の国は地域包括ケアシステムというシ
ステムを構築しようとしています。住み慣れた地
域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける
ことができるように、住まい、医療、介護、予
防、生活支援の5つのことを切れ目なく一体的に
提供するというのが、今国が考えていることなん
です。

従いまして、この地域包括ケアシステムを構築
していくことがひとつある中で、突然起こる災害
です。突然起こる災害に対して、私たちはある意
味備えることも大事になってくるだろうと思うん
です。マイカミンケットのことで言いそびれたの
は、災害のときに役立つものだということを伝え
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たかったんです。
そして、そのマイカミンケットは寝袋にもなっ

ているんですけれども、足が出るようになってい
るんです。これは山男や山ガールたちが使ってい
る寝袋とは違うんです。なぜかというと私たちす
ぐに動き出さなければいけない仕事を持っており
ますので、すぐに靴が履けるようにということで、
足はひもで絞るような形になっております。脱が
なくてもいいような形になっていて、チャックで
ぱっと開けられるようになっていて、広げると普
通のケットとして使えます。そして大変暖かいと
いうこともあります。

こういうものを使って、非常災害の常備という
ふうに考えていただくことも大事だと思います。
病気になったら病院にかかるんだけれども、そう
いうことをしながら通院や入所しながら住んでい
く。そして生活支援のためのもの、こういうもの
をするということなんですけども、こういうこと
に対して企業がさまざまなバックアップをしてい
ます。

例えば第一興商、皆さんたちカラオケの第一興
商ってご存じですか。カラオケの第一興商が何を
しているのかというと、都道府県の市町村と連携
をいたしましてカラオケボックスを使ってもらう
という行動を取っています。

朝の9時から11時ぐらいまでが、一番カラオケ
ボックスが使われないんだそうです。むしろ夜中
は使っているんだそうです。それでそれぞれ市町
村がカラオケボックスを借り切っていただいて10
時から11時の間、Aの部屋には何とか町内会、B
の部屋には婦人会、という形で振り分けていきま
して、10時から11時の間に皆さんの町内10人ぐ
らいが1グループになってカラオケに来るんだそ
うです。

歌を歌うということは、確かに呼吸を支えてい
きますし、呼吸機能のためにも大変いいし、そし
て声を出すことは誤飲を防いでいくためにも大事
です。特に療養型のところでは、食事をするとこ
ろと呼吸をするところの分岐部をより強化してい
く必要があるということで、「ラッラッラッラパッ
パッパカッカッカッカッカタッタッタ」。こうい
うところに力が入るような声を食事のたびに出さ
せています。

そういう状態でありますから、歌を歌うことは
極めて大事なこと。そして、なんとそこに若い女
の子や男の子たちをたくさん連れてきて、歌と一
緒に踊りを踊る。体を動かすということをやらせ
ています。こういうことをやらせながら、健康で

生きるということをしっかりと根付かせていく。
そういうところが都道府県の中にございます。実
は横須賀市もその一つです。

そして大変有名なのは長野県の松本市でござい
ます。要介護度3に移る人が減ってきている実態
がデータで出ております。なおかつ、ここは男性
が結構長生きをされていらっしゃるようなんです。
もともと野沢菜とかお新香をいっぱい食べている
東北とか長野県というのは、心臓血管障害の人た
ちが多いというふうにいわれていたのですが、保
健師さんたちが頑張って長寿の県にだんだんなっ
てきている。

そういう中で長野県では男性と女性と一緒にし
てカラオケをやらせに行くと、なんか男性の動き
がおかしいと女性に笑われたりするんですって。
そうすると男の人は来なくなっちゃうんですって。
すると担当している女の子が「今週来なかったね、
どうしたの。風邪でも引いた？ 来週待ってるよ」
とキャバクラみたいな感じですけれども、こうい
う電話を入れるんです。

それで来週来るという形になるんだけれども、
やっぱり笑われるのをとても嫌がるんです。お年
寄り、男の方たち。だったら松本市は野郎どもが
集まるグループをつくっちゃえという形で、男性
だけのグループをつくりました。こういうことも
また、ひとつ地域を元気にするということにもつ
ながっています。こういうことを看護師たちがよ
く知らない。

そして皆さんたち万歩計を使われていると思い
ますけれども、皆さんたちトータルでどれぐらい
歩いたかということがデータとしてでてくる万歩
計をお使いですか。少なくとも箱根駅伝をやって
いる神奈川県におきましては、あなたは今2区の
ここまで歩きましたよというようなデータが出る
仕組みがあります。

こういう形で箱根を1周してきたというような
ことをやってみたらどうかなと思うんです。何か
やりながら楽しくなるようなことを、私たちは
もっともっと提案していかれないだろうかと思う
んです。

地域包括ケアシステムをより現実的なものにし
ていくというのは、そういうことにつながるんで
はないかなと思っています。現実に兵庫県に三木
市民病院があるんですけれども、その病院の看護
部長で多羅尾美智代さんという方がおいでになり
ます。私と同じように、こういう研修などを引き
受けてやっている看護部長さんですが、現役の時
代には300床の病床の全職員に誕生日のカードを
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何年間も書き続けた人です。
自筆の誕生日カードを書いていたという彼女で

すけれども、仕事を辞めてうちにいたら昼間道路
に人が歩いていないということを感じた。土日に
はよく車が通るけれども、この近辺には住んでい
る人がいないんだろうかと思うぐらい人が歩いて
いない。どうなっているんだろうかと思ったので、
朝体操をやりませんか、ということを呼びかけて
みようと思って、近隣30軒のところにチラシを
作って、「 NHKの朝ドラが終わった後15分後、8
時半からみんなでラジオ体操をしませんか。駐車
場を借りて、そこに何月何日何時に集まりましょ
う」といったら、初めて来たのが6人だった。

それでも今は十数人まで広がっていると。こう
いうふうにして看護師が地域の中で地域の人たち
を元気にするための活動を、みんながそれぞれに
始めています。これはある意味ボランティアです
けれども、彼女が講演で出かけるときはご主人さ
まがやってくださるし、「雨の日でもやろう」と
みんなが言うんですって。だから屋根のついた彼
女の家の駐車場、雨のときには車を出してそこで
またやるんですって。毎日、毎日やっているので
たまにはランチに行こうかという話にもなる。

ランチに行こうかということは、そのあと面白
い話をする人が出てくるんですって。いろんな話
を聞くにつけ、普段私たち看護の中では話してこ
なかったことがいっぱいあるなと思ったりするん
だそうです。その中でみんなが一人1個ずつ順番
に笑い話を持ってこようという話になるんですっ
て。

そうすると一生懸命に本を読んだり新聞を読ん
だりするので、情報収集ということが始まってく
る。その話が面白かったとか、人によってはその
ことを記憶していて「あんたの話、面白かったね」
とずっと言うんですって。そうすると、またそれ
をやろうとしてくれて、とても集まることが楽し
くなるって。

ただ多羅尾さんが言っていた大事なことは、「途
中から入ってきた人が入りにくい状態だけはつく
らないようにしなきゃいけない」って、彼女は
言っています。そういう中でも患者さんになる人
がでてくる。そのときに「多羅尾さん、病院に一
緒に行ってください」と言われたときには、しっ
かりとついて行っている。

そして「私は家族でも何でもないんだけれども、
頼まれて今回ここに来ております。よろしいで
しょうか」ということを主治医に話し、「ご家族
からこういう承諾書をもらっております」と主治

医にお話をして、主治医の話を聞いてくると。そ
れをかみ砕いて本人に話を聞かせてあげると。こ
のことができるのは看護職の強みです。

私たちは、そういう知識を全体として持ってお
ります。医師のように診断技術はないかもしれな
いけれども、そういうことを聞いて判断する知識
は持っておりますので、それを使ってみたらどう
かなと思っています。

この地域包括ケアシステムの中で私たちがしな
ければいけないことは、生きるという部分を支え
るという部分でもあると。そして最期のときを考
えるということになるんだと思います。国はどん
なことを考えているのかと言いましたら、医療費
がいくらでも進んでいくという実態の中で「看取
りのガイドライン」を作りました。平成25年のこ
とです。

人生の最終段階における医療とケアの話し合い
のプロセス。これをこんな形でしてくださいとい
うことで作ったものが、この1枚のものです。厚
労省のホームページでこういうものが情報提供さ
れています。

まず患者さんの意思が確認できるか、できない
かというところからスタートします。確認できた
場合には、患者が意思決定を行うという形になっ
て、あまり問題はないのですが、患者さんの意思
が確認できない場合。家族が患者の意思を推定で
きる場合は、患者さんの推定意思を尊重して患者
さんにとって最善の治療方針を決めるという形に
なるので、できれば私たちが目指しているのはこ
の方向だなと思っています。

ですが、患者さんにとって最善の治療方針を医
療・ケアチームで慎重に判断するという場面もこ
れから先起こってくるのかなと思います。そして
病態などによって医療内容の決定が困難な家族の
中で意見がまとまらない場合がよくあります。特
に遠くの親戚が普段見ていない状態の中でもっと
面倒見てやらないといけないというような意思決
定をすることが多くあって、現実にそのケアをし
ている人たちに負担が集中するという状況があり
ます。

こういうものは本人がそのことを望んでないと
いう一言を入れることが、その人たちを黙らせる
大事な一つになるのではないかなと思っています。
本人がこう書いているということが大事なんだと
思います。複数の専門家で構成する委員会を設置
して、治療方針等の検討や助言をすることは大事
なことなんだけれども、そういうことをすること
よりも「あなたの意思を自分で書いておくことの
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方が大事ですよ」という話です。
人生の最終段階おける医療の決定プロセス、こ

のガイドラインの利用状況。平成25年にできたガ
イドラインです。「まったく利用されておりませ
ん」63％。利用しているのはたったの2割です。
ですが、「ガイドラインを知らない」という人ま
で現れて、療養病棟全体のデータがこんな形で出
ております。

その中で、やはりどういうことを考えていかな
ければいけないかというと、療養型の人たちの看
取りについての経験不足というものがものすごく
問題になっています。療養というところで患者さ
んを看取ってきた経験のない人たちがいっぱいい
るということ、研修等を通じた知識、技術の習得
が不足しているということ、看取りに利用できる
個室がない、看取りを行う夜間の体制が十分でな
い、看取りを行うことで職員の精神的負担が増す、
看取りを行う看護職員が不足している。

ここなんですね、皆さんたち。人生100年時代
いつまでも仕事がありますよというのはここです。
施設内で行える医療処置が少ない、でもDNRで
あれば医療処置は要らないのです。そして利用者
を医療的に観察する設備がない、施設の方針とし
て積極的でない、施設の医師による対応が難しい、
看取りを行う介護職員が不足している、というさ
まざまな理由があります。けれども、この施設の
医師という部分に関しては、介護報酬の中で、介
護施設で働く看護師に死亡の認定をしていいとい
うことが決まりました。ただその場合には、利用
者さんの体を裸にして前面と後ろを写真に撮って
主治医に電送して診てもらうということをしなけ
ればいけないことになっております。

このことを一般の方たちは、どんなふうに受け
止めるでしょうか。私たちはこんなことをするこ
とを望んでおりません。少なくとも最期を静かに、
自分の着たいと思っているものを着て、旅立って
もらいたいなと思っています。

そういう中で、このことはもう一度考え直して
もらいたいということを阿部俊子議員が一生懸命
に今動いてくれています。こういう理不尽な、亡
くなった人の尊厳を失わせるようなことはしたく
ないということを言っているわけであります。

人生の最終段階における医療の治療方針やその
代弁者を定める書面の利用状況に関しては、介護
老人保健施設においては施設の方針として用いて
いる部分が4割ほどあるんですけれども、「施設の
方針は特に決めていないが用いることがある」と
いうことを含めて6割ぐらいです。「用いていな

い」というのが4割ほどあるという状況でござい
ます。

事前指示書の利用方針を決めていない施設と、
書面を用いていない施設が5割ほどということを
皆さんたち施設に入るにしても、こういうことは
決めておかなければいけないのですよということ
をご認識いただきたいなと思っております。

私の部下が、実は有料老人ホームの看護の管理
者をやっております。この看護の管理者が入院の
ときの説明が一番難しいと言っています。この説
明をしなければいけないからです。そしてご家族
によっては、そういうことをとても嫌がるご家族
もおいでになるので、そして病院だったら分かる
けれども、ここでもそんなことを言われなければ
いけない理由が分からないといわれる場面もある
そうです。

ですから私たちはさまざまなトラブルを防ぐた
めにも、自分の意思を明確にしておく必要を感じ
ます。少子高齢社会の中で多死ということは避け
て通れないこと、ご承知のように14歳以下の人口
がどんどん減っていくということの中で15歳～64
歳の生産年齢人口も減っていく。そして増えてい
くのは表でピンク色の部分高齢者のところでござ
います。

こういう中で自分たちが何回もそんなことをい
われて気分が悪くなっていることは、よく分かっ
ておりますけれども、1990年から2013年までの
実績を総務省が国勢調査で報告しております。

そしてまだまだ多死社会を進めていかなければ
いけないのですが、実は私の姉の夫も昨年（2018
年）亡くなりました。心臓疾患で2週間ぐらいの
入院で亡くなったのですけれども、葬儀のときに
うちの姉が棺に向かって、言った言葉「ノボルさ
ん、あなたの生き方あっぱれ」と。みんなびっく
りしました。葬儀のときだったので。

ですが、私は姉の言った言葉は、お兄さんに向
かって最大の賛辞だったなと思っています。私た
ちは、これから先たくさんの人が亡くなっていく
場面を見なければなりません。そのことを今まで
と同じように「ご愁傷さまでした」と言っていい
んだろうかと思うんです。むしろ、この方が十分
に生きた。そして「私たちはこの方からこんな話
を聞きました」「この方がとても楽しい人生を送
られたということを知っております」というよう
なこと。そして、「良かったですね」と言って送
り出してあげたいと思います。ということをご家
族に言えるような、そんな関係づくりを看護師た
ちはしていく必要があるんじゃないかなと思って
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います。全ての人に「あっぱれ」と言ってもらえ
るかどうか、分かりません。兄は酒好きで、若い
頃にうちの姉に散々迷惑を掛けた人です。もしか
したら路上で死んでいたかもしれないような場面
が何回もあったと、今頃になると姉は話をします。

ですが、その兄が晩年はお酒も飲まず、本当に
一生懸命家族のために働き、最後の最後まで現役
でいました。放射線技師でした。開業医さんのと
ころで働いていまして、ですから開業医さんは

「本当に困った、困った」とおっしゃっていまし
た。お葬儀のときにも。ですけれども、やっぱり
医療従事者って最後まで働けるんだなということ
も、またそれで知りました。

うちの姉は、おかげで「敏子ちゃん、メリーク
リスマス」なんてメールが来て、「私、今どこに
いるか分かる？ ドイツ」なんて、こんな感じで
す。

夫に働かせて、しっかりとクリスマスは海外で
過ごすというのが、うちの姉の生活スタイルでし
た。こんなことは、おそらく夫婦の関係では若い
ときに苦労を掛けられたということのお返しに
なっていくのかと思いますが、どうぞ皆さま方、
今から借りをつくらないような生活の仕方も重要
でございます。最後は共に楽しむということをす
ることが大事。

2018年発表の平均寿命。男性が81.09歳、女性
が87.26歳。どうですか皆さま方、2007年生まれ
で今年11歳の人は、平均寿命107歳までいくんで
す。大変なことですね。平均寿命から考えると65
歳定年後、女性は23年生きるんです。男性は17
年。もしかすると、もっと長くなるかもしれない。
そして教育とか仕事とか引退というモデルは、あ
なた自身がつくる時代に変わりました。

人がそうだから、社会がそうだからという時代
ではない。あなた自身が切り開くのが令和の時代
です。そして定年退職後も看護職が働き続けるた
めに、看護師が自律することが大事だと思ってい
ます。

自立というのは、例えばハイハイをしていた赤
ん坊がやがて自らの2本の脚で立って歩き出す。
これが自立、立つ方の「自立」です。そして自分
の脚で立った後、今度は自分の意志のもとに方向
づけをして進んでいく。これが「自律」です。そ
して「自立」と「自律」には大きな差がございま
す。自立は、能力・経済力・身体といった外的な
要素による独り立ちでございますが、自律は、価
値観・信条・理念・哲学といった内的な要素によ
る独り立ちです。

もう少し細かく見たいと思うのですけれども、
皆さまの中には入れていないのですが、自立のた
めに必要なのは経済的な自立です。そして技能的
な自立です。技能がなければ経済的自立の裏打ち
にはならないということです。

多くの看護職は少なくとも、自立は実現してお
ります。皆さまの周りはいかがでしょうか。そし
て最も重要なことは、自律。これは経済的にも技
能的にも自ら立った自立の後は自分で方向づけを
して行動ができるようにする。いわば内的な独立
と言ってもよいと。 この状態が、 自律。self-
directedと言っていますけれども、自分なりの価
値基準や信条、理念、意識、マインド。こういう
ものをしっかりと自分自身でつくっていくことが
大事なんだと思います。

小さな卵と大きなガチョウのような卵の図があ
りますが、この自立するというのは鶏卵の大きさ
なんだろうと思います。 仕事をこなす手段

「HOW」を習得するということです。看護学校へ
行って国家試験を受けて免許証をもらってという
形になります。仕事を成す身体を維持することも
重要なことです。若い人たちの中には、こういう
ことで仕事ができない身体になっていることも事
実です。

それから今、産科の領域においても正常分娩を
することが大変難しい状態があるということも
言っています。確かに見ていると、私たちの頃は
妊娠をしたら「必ずソックスをはきなさい」とか、
保温するためのさまざまなことを周りも言ってき
ましたけれども、今、全然平気ですね、そういう
ことに対して。周りを見ていて特にそういうふう
に思います。

技能的な自立の後には経済的な自立がついてく
る。自分の生活を維持したり、発展させたりする
ための稼ぎを得ることが経済的自立です。ここは
看護職全体としてもできているだろうと思ってい
ます。そして多くの社会的にお仕事をしながら生
きてきた方たち、健全な市民の方たちは、おそら
くここはできているんだと思います。

今日おいでになっている看護職以外の方たちは、
おそらくこっちの自律をお持ちの方だと思うんで
す。どちらかと言ったら意識的な自律。自律の基
になる価値観・信条・理念・哲学を醸成していて、
仕事以外のところでも自分自身の生き方を考える
ことができる素晴らしい人たちだと思います。

仕事を持っている人が仕事の何「WHAT」のた
めにこれをするのか、そしてこの仕事はなぜとい
う意義や価値を見いだすということ。こういうこ
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とが自立と自律ということの意味だと思っていま
す。

私はエンディングノートの延長線上というのは、
この律する方の自律した生き方を助長させていく、
延長させていくことだと思っていますが、皆さま
はどのように思われますか。少なくとも自立は、
押しも押されもせぬ形でできている看護職はいっ
ぱいいるだろうと思います。ですがもう一歩踏み
出すということが、少なくとも社会の中の仕組み
をつくったり、法律を変えたりすることの患者さ
んのための行動が、また自分のための行動が取れ
るということ。これが律する方の自律になってい
くんだろうと思います。

そして自立から自律へのステップ。これは古く
から日本の国の伝統芸能や芸術、武道の世界にそ
の道を極めるための成長段階を示す言葉でござい
ますけれども、「守・破・離」という言葉がござ
います。この「守・破・離」という言葉に対し
て、「守る」というのはまず師から教わった内容
を伝えていくということ。そして型や作法、知識
の基本を習得する第一段階です。これが看護の新
人からラダーⅡ（注3）ぐらいのところでしょうか。

そして「破」というのは、経験と鍛錬を重ねて
師の教えを土台としながらも、それを打ち破るよ
うな自分なりの真意を会得する第2段階です。ど
ちらかというとリーダーをやり、だいたい何でも
仕事ができるようになり、少なくとも自分の領域
というようなもの以外にも興味を持って、人間・
生活・健康・環境等に興味が持てるような状態に
なっていくというところがこの段階なのかと思っ
ています。

　「離」というのは、これまで教わった型や知
識に一切とらわれることなく、思うがままに至芸
の境地に飛躍する第3段階。

この「守・破・離」の成長3段階は、まさに自
立から自律へのステップを表していて、自分自身
のキャリアも一つの道とすれば、その最終境地で
あると、これを目指したいものだと思っておりま
す。そしてエンディングノートは、ここのところ
に来るものだと思うわけです。

看護協会がNursing Nowというキャンペーンを
やっております。ここに缶バッジを付けてきたの
ですけれども、これがNursing Nowの缶バッジで
ございます。ご覧になったことがあるでしょうか。

（注3）日本看護協会では、個々の看護師が看護の核となる実践
能力を着実に身につけるための標準的指標として「クリ
ニカルラダー」を設定している。習熟段階により、Ⅰか
らⅤまでのレベルがある。

看護協会の総会に行ったときに全員に配られたの
ですけれども、これって実はナイチンゲールが生
まれて来年200年になります。これを記念して看
護職が持つ可能性を最大限に発揮して健康課題に
積極的に取り組み、人々の健康の向上に貢献する
ための行動を行う世界的なキャンペーンです。

WHO(世界保健機関）やICN（国際看護師協会）
が賛同して、看護協会と看護連盟が一体となって
この運動を繰り広げております。実はこの運動は
英国の議員連盟が発想いたしました。そして世界
的に看護界に影響を及ぼし、健康・保健・公衆衛
生に影響を及ぼしてきたナイチンゲールの偉大さ
を、みんなで世界中で共感し合いましょうという
ことを含めて、この活動をスタートさせたのです。

なんとイギリス王室のキャサリン妃がパトロン
になっております。来年5月12日のナイチンゲー
ル生誕のときに、諸外国から看護関係の方たちを
お呼びして最大規模のイベントが開催される予定
でございますので、もし皆さま方チャンスがあっ
たら、おいでいただきたいなと思っております。

こういうことに対して日本看護協会と看護連盟
は、趣旨に賛同する形で動かしてきておりますけ
れども、生活と保健、医療、福祉をつないで地域
で暮らす全ての人々を支える健康な社会の醸成に
力を入れるということになっております。少なく
とも看護協会は看護基礎教育制度の改革の推進と
いうことで看護専門学校を4年制にするという動
きを、今しております。

これはあまりにも学ばなければいけないことが
多くて、現場に行ってから知識が不足しているこ
とではまずいということも含めて4年制にしよう
ということになっているのですが、大学の側も4
年制なので、大学協議会との調整がどうしても必
要になります。

そして地域包括ケアシステムにおける看護提供
体制の構築ということ、看護職の働き方改革の推
進ということでタスクシフト、要するに医療チー
ムの中で、それぞれがしなければいけない仕事を
しっかりとやるために、どのようにそれぞれが自
分たちの仕事以外のことを助け合うかということ
をやっております。

例えば、今年の看護管理学会の中で話があった
薬剤師さんのお仕事の話です。患者さんたちがた
くさんお薬を飲んでいて、その薬剤に関して6剤
以上に関しては、これから診療報酬の中でもペナ
ルティーを与えていこうというような状況がある
んですけれども、こういうことに対して投薬指導
をするということが、診療報酬の点数の中で行わ
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れております。
こういうことに対して実際に行っている大学病

院で、どんな実態があるのかといったら、薬剤師
さんがタイムスタディを取ったんです。そのタイ
ムスタディの中で薬剤指導をしている時間よりも、
移動している時間が多いという結果が出たんです。
何が起こっているかというと、病室に行ったら主
治医が変わっていたので、もう1回薬局に戻って
資料を作り直して病院棟に行くので、この行った
り来たりの時間がたくさんかかっていて、薬剤指
導が移動の時間よりも短かったという結果です。

これに対して、この器械を病棟に置いたらどう
なるのかという話になり、スタッフステーション
にそれを一つ置いてみた。そうしたら移動の時間
が減って薬剤指導に時間が割けるようになった、
という結果が出ておりました。

これは、その大学の病院長が看護師の仕事をよ
り楽にするために、それぞれの職種がやれること
を提案しろと言ったのがスタートです。私学でご
ざいますので、そんな動きが起こっているという
ことです。私たちは、自分たちがしなければいけ
ない仕事は何なのかということを考えながら、自
分たちの看護職の役割拡大の推進と人材育成とい
うことで、特定能力認証制度で患者さんに対して、
医師の指示なく仕事ができる内容を広げていく。
そして広げるという方向が来年もまた国の予算が
付きました。

ですから広がる方向に行くんだけれども、看護
協会はこれをナースプラクティショナー（ NP）、
アメリカでいったら処方箋が書ける看護師まで進
めていこうというのが、今の動きです。こういう
動きのなかでNursing Nowキャンペーンを国内で
展開することで、看護師が一丸となって社会の
ニーズに取り組めという動きでございます。これ
もまた私たちが進めていこうと思っている、本当
に「突然ですが、お先に天国へ引っ越します」と
いう看護師が考える意思決定支援につながってい
くのではないかと思っております。

これに対して日野原重明先生が、『生き方上手』
という本を書いておられます。この『生き方上手』
の中で「人はみな尊厳を持って人生の幕を閉じる
べきです。医療が死を台無しにしてしまう。病院
で迎える死が、家庭で迎える死のように穏やかで
ないのは最後の瞬間まで無益な延命措置などの医
療を施してしまうことに原因があります」。

そして鎌田實先生は『生き方のコツ死に方の選
択』という本の中で「この国の医療は少しおかし
い。医療が冷たい。優しくなければ医療じゃない。

医学が進歩して得たものは大きかったが、何か大
切なものを置き忘れてきてしまったように思える。
命の長さより命の質、人生の質、それがQOL。人
工呼吸器をつけて、胃ろうをつくって、人間はこ
んなにしてまで生きていかなければならないのか。
医療の仕事は「生」を支えるとともに、「死」を
どのように支えるか？ ということも問われてい
る。治療しないことも含めて、いろんな選択肢が
あることを説明して、患者自らが決める」。

このことを支えるのが看護師だということを、
先生方が言っていらっしゃいます。私にとって本
当の安心とは何だろうか。病院や自宅、そして安
心とは心配・不安がなくて心が安まることだと
思っていますが、安心は、受け入れることにより
得られるものだと。運命・寿命・死を受け入れる
ことの中で、自然を受け入れるということが重要
だなと思いました。あるがままを自然に受け入れ
るということ、全てを受け入れて、覚悟・準備が
できれば安心して暮らすことができるだろうと思
います。

人生の最期を後悔しないために、私たちができ
ることは何だろうかと考えたときに、後悔するこ
との三つがあるそうです。「会いたい」「行きたい」

「食べたい」だそうです。皆さんの中には、これ
がどのように出来上がっているでしょうか。会い
たい人に会っておこう。感謝の言葉を伝えておこ
う。謝るべき人には謝って、許してもらおう。許
せなかった人を許そう。行きたいところがあれば、
行ってみよう。食べたいものがあれば、それを楽
しみにしたらいい。

ということの中でフリージア・ナースの会が、
この「梯」というエンディングノートを作りまし
た。人生ノートといってもいいと思っていますが、
これは多くのエンディングノートをご覧になった
人から見ると、たったこんな10ページのもので
500円もします。なぜかといったら年をとってか
らこれを書こうとしたら、ものすごく書くことに
抵抗がある。できるだけ書かないように、書かな
くて済むように、そして分かりやすく、大事なこ
とはこれを始終持っていて何かが起こったときに
バッグを探されたときに、これを見ていただいて、
自分の意思が自分で伝えられなくなったときに、
これを使っていただいたらどうかと思って、今見
本を前の方から回させていただきます。

これは今30部しか残っておりません。売っては
おりませんけれども、この「梯」はどんなふうに
使っていただきたいのかといったら、全ての人に
と思っております。自分のことをまず書いておい
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てもらいたいと思っていますし、私の希望や思い
を書いていただく。介護が必要になったときにど
うしますか。病気になって治らないと分かったと
きはどうしますか。私の身に何かあったとき連絡
してほしいところはどこですか。ご家族じゃなく
ても、そのことはあるんだろうと思っています。

命に関わる病気の説明は、全て知りたいと思っ
ていますか。それとも知りたくないですか。聞い
たことだけ答えてほしいですか。どんなふうにあ
なたは考えますかということを、ここにはチェッ
クで入れられるようになっています。最期のとき
に過ごしたい場所はどこですか、ということで自
宅や病院、老人ホーム、ホスピスその他というこ
との中で、高齢者施設というような形でさまざま
あることもお知らせしております。

重要なのは、旅立ちのときに着せてほしい服が
あるかどうかということを聞いています。皆さま
は、いかがですか。これは私自身が体験してきた、
レスラーをやっているご主人がジーパンと黒いT
シャツ。これが彼のユニフォームだった。そして
彼は多臓器不全で透析も受けていたので、足もパ
ンパンだったのだけれども、奥さまがジーパンと
黒いシャツをお持ちになって、「これを着せてほ
しいの」と言ったときに、私はこの細いジーパン
をどうやって着せるんだと思いましたけれども、
思い切って後ろをぱっと切って、だあっと横を
切って、それをかぶせるようにして着せました。
そして黒のシャツを着せたときに、「そうなの、こ
れが彼なのよ」と奥さまが言ってくださった。

ああ、良かったと思ったけれども、皆さんがど
ういうようなものを着て、最期を旅立ちたいかと
いうことも、ご自身の大事なものでございますの
で、病院ではそういうようなものも最近は売られ
ております。ですが、そんなつるつるしたピンク
とかモスグリーンのそういうものを着るよりも、
自分が着たいものを着るのがいいんだろうなと思
います。サードレベルでこの研修をやったときに、
3人ほどナースのユニフォームで死にたいと言っ
た人がいました。そういうご希望のある方は、自
分が気に入っているユニフォームは取っておかな
いといけないと申し上げておきたいと思っており
ます。

あと私を支えてくれる人に対して、私の暮らす
場所で私の病気や治療に関わる医療者、介護者同
士で、私の情報を共有してほしいというICTの部
分のご説明などもしております。そして自分の意
思が伝えられなくなったら、どうしますか。心臓
マッサージ、人工呼吸器、酸素マスク、気管切開、

高カロリー輸液、鼻からのチューブ、胃ろう。こ
ういうようなものを右側に説明しながら左側に
チェックができる形にしました。

何しろそぎ落として、そぎ落として、必要なも
のだけチェックしようというのが、この私たちに
とっての「梯」です。そして余分なことを書きた
かったら最後にここにつけ加えていってください
という、今の私の気持ちという欄を作ってござい
ます。そしてこれから先の医療に関しては、臓器
提供をどうされますかということの問いもかけて
ございます。

私たちは医療で生きてまいりましたので、医療
が発展することを望まなければならない、そのこ
とを考えれば臓器提供をする、しないということ
に関して考えておかなくちゃならない。そして最
後に、私の代わりに判断してほしい人は誰ですか
ということを聞いています。遠くにいるご家族よ
りも身近にいる人に判断してもらわなければなら
ないでしょうから。皆さんにとって緊急時の連絡
先の人ですか、それともそれ以外の人ですかと。
その関係はどういう関係の人ですか。そういうよ
うなことを聞いて、5回ほど書き直せるような日
にちも入れてございます。

そして、これを皆さま方に最低限決めておかな
ければいけないこととして、お伝えをしながら、
これから先のことをしていきたいなと思っている
ところです。人生の締めくくりに向けて、あなた
に必要な意思決定をサポートする、そんなエン
ディングノート。家族に迷惑を掛けたり困らせた
りすることがないように、医療従事者がケアにス
ムーズに、かつスピーディーに取り組めるように、
そのときのために必要なことを書き留めておきま
しょう、という話しかけでございます。

エンディングノートで最期の準備をするという
ことですけれども、これを書いてもらいたい人と
いうのは、看取り最前線の看護師が書くことは当
たり前。そして医療関係者や救急隊員、病気に
なって入院した人、そのご家族と友人、外来受診
中の人とそのご家族、最近大切な人を亡くした人
や友人。こういう人に書いてもらいたいと思って
います。

そして私の大好きなマザーテレサが出てまいり
ました。このマザーテレサは何を言っているのか
といったら、「人生の99％が不幸だったとしても、
最期の1％が幸せならその人の人生は幸せなもの
に変わる」と言っています。

私たちに出会うことによって、1％の幸せを感
じてもらえるかどうか、日々精進していきたいな
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と思っています。看護実践能力は本当に素晴らし
いものです。現役時代のこんなものがあったらい
いな、あんなことができたらいいな、退職後には
それを実現していきましょう。そして看護のライ
センスは一生涯ですから、今までのように施設や
病院で働くこともありますけれども、それ以外の
ところでも働けるということを考えつつ、私たち
の仕事は何なのかということで、セルフメディ
ケーション。自分自身の健康に責任を持ち、軽度
な身体の不調は自分で手当てをすることができる
知識を持つ。そして健康管理の習慣が身について、
薬や医療の知識が身につく。

この富山県は薬の県でございますから、ぜひと
もこういうことを身に付けながら、疾患によって
は医療機関に受診する時間や手間が省ける。通院
が減ったら医療費の増額を妨げることができて、
セルフメディケーションの所得控除制度の創設が
今されています。

私たちはこういう生き方に挑戦するということ
の中で、フリージア・ナースは未来への希望をう
たってございます。私たち人間進歩するというこ
とは変わることです。それには意識を変えていく
ことが必要です。意識が変わると行動が変わる。
行動が変わると習慣が変わる。習慣が変わると人
格が変わる。人格が変わると運命が変わる。運命
が変わるということは幸せになるということです。
みんなのために生きとるんやね。と野村克也さん
は言っています。

幸せになるには、どうするか。やっぱり日々を
精いっぱい生きることやろ。自分で限界をつくる
な、可能性は無限大やぞ。私たちの可能性は無限
大ですけれども、命には限りがございます。ぜひ
とも、その備えをしていただきたいと思います。
長い時間ありがとうございました。 （講演終了）

（質疑応答）
司会　大島先生、長時間にわたり、ありがとうご
ざいました。とてもいろんなキーワードが出てき
て、皆さんも今までの人生、これからの人生をど
う自分が進んでいくかいろいろ考えられたのかな
と思います。

ちょっと時間は過ぎていますが、せっかくの機
会ですのでフロアの方からご意見とか、感想でも
よろしいですが、ありましたらちょっと手を挙げ
ていただけますでしょうか。はい。
受講者8　個人的な話で申し訳ありませんが、お
願いします。90才の父が独り暮らしをしています。
今年私と妹で本屋さんに行きまして、いろんな情

報を基にエンディングノートを探しました。3日
に1回ほどは訪ねて家の状況を確認しています。
私と妹の二人で交代をしながら、冷蔵庫の中をど
うなっているかとか寝室がどんな状況になってい
るかを確認して、二人で交代して父を見守ってい
る状況です。

それで、エンディングノートを見せたときに、
「こんな縁起でもないものを持ってくるな」。それ
から「自分はまだ死なない」。「死ぬノートを書い
たら、あしたにでも死ぬ気がする。縁起でもない
ことを言うな」という父を無理やり説得するべき
なのか。それとも父の心に響くような何かメッ
セージがいただけたら幸いです。
大島　適切かどうか分かりませんけれども、多く
の高齢者の方たちはそういう受け止めをするんだ
ろうと思います。ですから、そのことは特別なこ
とではないと思います。とても、お父さま思いの
お嬢さまだということがよく分かりますし、でき
ればこういうところに一緒に来ていただけると良
かったと思ったりします。

実は、こんな本がたくさん出ているのです。週
刊誌が。『週刊現代』という本で、袋とじのある
本ですよ。その同じ本の中に、「死んでから分か
るあなたの値打ち」と。こんなのもあるんです。
ということは、お父さんに「早く亡くなってもら
いたいと思っているわけじゃなくて、最期まで楽
しく頑張ってほしいから、聞くだけ聞いておきた
いの」って言っていただいたらいかがかなと思い
ます。

こういうのって変に言葉を尽くすよりも、こち
らの思いが伝わるように話をすることが大事では
ないかなと思います。「お父さんと一緒に生きて
きたけれども、意外とお父さんのことを知らない
よね。お母さんとどうやって出会ったの」という
こととか。「私たちってどうやって生まれてきて、
そのときにお父さんはどう思ったの」とか、そん
な話し合いの中で、「やっぱりお父さんはこれか
ら先どうしてもらいたいか聞いておかないといけ
ないな」って。「こんな本があるんだけれど、聞
きながら書いてもらえないかな」っていうような
こと。一遍にやらず、ちょっとだけ、ちょっとだ
けというようなことをしていただいたらどうかな
と思います。

あなたがおっしゃっていることは本当に多くの
家庭の中で起こっていることです。私たちが戦わ
なければいけない、皆さんたちの意識です。
司会　はい、ありがとうございました。きっと皆
さん、自分のご家族とか自分の人生を考えてい
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らっしゃると思います。先生今日は、また日帰り
で横須賀の方に戻られるということなんですが、
よろしいですか。はい、では本当に長い時間あり
がとうございました。

私も生涯現役という言葉を聞きながら、それを
目指してまだまだ頑張らねばいけないと思いまし
たが、皆さんもそれぞれこれからの自分の人生、
ご家族の人生いろいろ考えてぜひエンディング
ノートにまとめたりしながら進めていただきたい
なと思います。

先生、本当に今日は長時間にわたりありがとう
ございました。
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［第２頁］英文で、標題、著者名、所属名、Abstract（450ワード程度）、Keywords（８語以内）。
［第３頁以降］

本文：章、節の番号は、第１章に当るものは、“ １”、第１章第１節に当るものは、“ １. １”という
ように着ける。また、式番号は、章ごとに（２. １），（２. ２）のようにして、式の左側に
統一する。

・表：一枚の用紙に一つの表を書く。表の番号は論文中に現れる順に従って、表１、表２、…または、
Table １，Table ２のように書く。

・図：図の番号は論文中に現れる順に従って、図１、図２、…または、Fig. １、Fig. ２、…のように書く。

５．引用文献の書き方は、本文中で引用する順に、１）、２）というように項番を付ける。
・論文、研究報告等の場合
　著書名、表題、雑誌名（学会名）、巻、号、ページ（始―終）、発行年（発表年）
・雑誌の場合
　著書名、表題、雑誌名、巻、号、ページ（始―終）、発行年
・単行本などの場合
　著書名、書名、出版名、
・出版年編集書の中の一部の場合
　著者名、標題、編集書名（編集者名）、巻、ページ（始―終）、発行所名、発行年

６．本文中での引用文献の引用は、文献１）、文献２）のように記述する。

７．著者校正は原則として一回とする。その際、原著論文は、印刷上の誤り以外の字句や図版の訂正、挿入、
削除等は原則として行わない。



投稿論文チェックリスト

＊投稿する前に原稿を点検確認し，原稿を添付して提出して下さい．
　下記項目に従っていない場合は，投稿を受理しないことがあります．

□ １． 原稿の内容はほかの出版物にすでに発表、あるいは投稿されていない。

□ ２． 筆頭著者は富山福祉短期大学教職員である。

□ ３． 倫理的配慮を要する研究はその内容が記載されている。

□ ４． 英文要約は添削を受けている。　チェック・機関名

□ ５． 論文コピーは３件必要であり、２件には筆者名のないものとする。

□ ６．
原稿はWord、Excel、PowerPointソフトにより作成し、紙媒体と電子媒体を作成する。
紙媒体はＡ４用紙に１行40字・40行である。表・図の挿入位置は、本文の右側の欄外に
記入している。

□ ７． 原稿の長さは原則として、本文・表・図を含めて20頁以内、刷り上がり時12頁以内である。

□ ８．
論文は、はじめに（序または研究の背景など）、研究目的、研究方法、結果、考察、結論、
謝辞、引用文献の順に構成している。

□ ９．

原稿は以下の順に構成している。
［第１頁］標題、所属名、著者名、和文要旨（500字以内）、和文キーワード（８語以内）。
［第２頁］英文で、標題、著者名、所属名、Abstract（450ワード程度）、Keywords（８語
以内）。

［第３頁以降］
本文の章、節の番号は、第１章に当るものは、“ １．”第１章第１節に当るものは、“ １. １”
というように付ける。また、式番号は、章ごとに（２. １），（２. ２）のようにして、式の
左側に統一する。

□ 10．

表は一枚の用紙に一つの表を書く。表の番号は論文中に現れる順に従って、表１、表２、
…または、Table １、Table ２のように書いている。
また、図は論文中に現れる順に従って、図１、図２、…または、Fig. １、Fig. ２、…の
ように書いている。

□ 11．

引用文献の書き方は、本文中で引用する順に、１）、２）というように項番を付け以下の
ように記述している。
・論文、研究報告等の場合
　　　著書名、表題、雑誌名（学会名）、巻、号、ページ（始―終）、発行年（発表年）
・雑誌の場合
　　　著書名、表題、雑誌名、巻、号、ページ（始―終）、発行年
・単行本などの場合
　　　著書名、書名、出版名、
・出版年編集書の中の一部の場合
　　　著者名、標題、編集書名（編集者名）、巻、ページ（始―終）、発行所名、発行年

□ 12． 本文中での引用文献の引用は、文献１）、文献２）のように記述している。
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